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序章 実践型人材養成システムの概要   

人口減少社会を迎えるなか、景気・雇用の回復を、やがてわが国の経済社会を担う数少  

ない若者の能力開発につなげていくことが重要である。特に現場力の衰退が指摘されつつ  

あるなかで、現場の中核を担う人材の育成・確保のため、若者を現場へと導き、実践的な  

教育訓練を実施するシステムの構築が喫緊の課題であるとして、平成18年に「実践型人  

材養成システム」の構築を盛り込んだ職業能力開発促進法が改正された。   

しかし教育訓練機関が主体となった体制では、企業のニーズにはこたえづらいという問  

題から、「企業が主体」となった新規学校卒業者を主たる対象者とした「教育訓練機関に  

おける自社のニーズに即した学習」と「みずからの企業における雇用関係の下での学習（O  

JT）」とを組み合わせて行う新たな職業訓練（実践型人材養成システム「実習併用職業  

訓練」）が法律で位置づけられた。  

1）実践聖人材養成システムとは  

このシステムは「企業が主体」となり「新規学卒者」を主たる対象として、rみずか   

らの企業における雇用関係の下での実習（OJT）」と「学校訓練機関における自社の   

ニーズに即した学習（OFF－JT）」とを組み合わせて行う、新たな実践型の訓練シ   

ステムである。  
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緊何らかの公的資格の  

取得が必要。  
厚生労働大臣の認定を受けます  

2）認定のための要件  

・訓練期間は6カ月以上2年以下であること（社団法人全国老人保健施設協会（全老  

健）のモデル事業では6カ月閤）  

・給訓練時間は、訓練期間1年当たり850時間以上であること  

・総訓練時間に占めるOJTの時間数の割合は、2割以上8筈似下であること  

・対象者は、新たに雇い入れる15歳以上35歳末滞の着であること（全老健のモデ   



ル事業では平成20年4月1日の採用）   

・訓練の終了時に客観的かつ公正な方法で職業能力を評価すること  

3）実践型人材養成システムのメリット   

（1）若者育成に積極的な施設であることのPRが可能となる  

厚生労働省の認定を受けると、募集広告等に「認定実践型人材養成システム」と  

表示することができます。これにより、若者の人材育成に積極的な企業であること  

の評価を得て、優れた人材の確保、定着等の効果が期待できます。   

（2）各種支援制度（助成金等）を活用することにより、訓練にかかる負担を軽減で  

きる  

実践型人材養成システムを実施するとともに、各種支援制度の手続きを行い、要  

件を満たした場合に、助成金等の支援制度を活用することができます。   

（3）施設が求める現場の中核的人材の育成・確保が可能となる  

実践型人材養成システムでは、仕事の興味や問題意識を喚起しながら理論面での  

学習に取り組ませつつ、現場の生きた技能・技術を習得させることにより、実践的  

かつ体系的な能力を備えた人材の育成・確保が可能となります。   

（4）計画的な技能の継承が可能となる  

実施計画の策定や教育訓練機関を通じて、介護分野での専門家のアドバイスが得  

られることにより、施設に必要な技能の継承を計画的に行うことができます。   

く5〉 介護サービスの貢が向上する  

就業者のキャリアアップによる技術の向上が、ひいては介護サービスの質の向上  

を招き、利用者の満足度を高めます。  

全老健では介護学校の数も少なくなり、専門性を有した人材の確保は一段と厳しくなっ  

てきているいま、介護福祉士をはじめ有資格者の確保に各施設においての独自の取り組み  

が必要となってきている背景から、実践型人材養成システムを介護に応用することで、介  

護を担う人材を育成するシステムの構築を行うべきとして平成20年本事業を行った。  

第1章 本事業の目的と概要  

1．実施事業の目的  

平成20年度実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業（訓練実施事  

業）は、次の①～⑤に掲げる事業を実施し、介護職員の養成にあたり、実践的な職  

業訓練に取り組む介護老人保健施設における先導的モデルづくりを進め、その結果  

を全国の介護老人保健施設に普及する等を目的とする。  

2．事業の概要  

（1）事業の内容  

①訓練施設における訓練実施状況の把握、訓練実施企業に対する訓練実施に係る  

助言等  

訓練実施施設から月ごとに、訓練の実施状況について報告を受けるとともに、  

訓練実施施設の必要に応じ助言を行う。  

②訓練実施施設からの好事例・改善点等の収集  

訓練実施施設に対し、毎月実施したOJTについて、好事例、課題や改善点が  

あれば報告してもらい、好事例t改善点等の収集を行う。  

③訓練実施施設における訓績中間点または訓練終了時の能力評価の実施状況把握  

訓練実施施設における訓練中間時点（7月）と、能力評価終了後（10月）に検  

討会を開催し、実施施設訓練担当者を招集し、実践型人材養成システム実施状況  

を発表してもらい、実施状況を把握するとともに、訓練実施施設どうしの情報交  

換を図る。  

④平成19年産までに策定された訓練カリキュラムや能力評価マニュアルの等の検  

証・改善  

毎月の訓練実施施設からの報告とOJT終了時に使用する能力評価マニュア  

ル課題や改善点に関する報告を基に、検討会を開催し訓練カリキュラムや能力評  

価マニュアルの改善を行う。  

⑤事業報告書の作成  

平成20年度に実施する本モデル事業の好事例を記載するとともに、訓練カリ  

キュラム、能力評価マニュアル改善版およびOJTの手引きを掲載し、実践型人  

材養成システムに初めて取り組む施設にも参考になる報告書を作成し、会員施設  

に配付するとともに、都道府県支部から担当者を集め、平成20年度実践型人材  

養成システム普及のための地域モデル事業の報告会を行い、実践型人材養成シス  

テムの普及に寄与する。   



3．教育訓練実施の詳細   

（1）教育訓練実施予定表  

（2）事業を行う場所   

①社団法人全国老人保健施設協会   

②財団法人介護労働安定センター東京支部および福岡支部   

③本事業に参加する会員施設   

④事業班等を開催する公的施設もしくはホテル等  

（3）スケジュー／レ  



生活援助の目的及び繍能と基本原則、生活接助の方法、生  4  
活援助l＝おける自立支援、高齢者及び障害者（児）と兼暮、食  
生活のあり方、調理方法の基本的な理解、高齢者及び障害者  
（児）への調理技術、糠尿痍及び高脂血症専に対する特別  
食、食品の保存t理、ゴミの始末、肌理馨具及び食議書の衛  
生管理、高齢者及び陣青書（児〉と被臆、快iな室内環境と安  
全管理  

相談け肋とケア計画の方法   ケアマネジメントの視点と方法、介護保険制鹿における居宅介  4  
性支援の理解、相談援助の目的及び機能と暮木原則、情報  
の収1とニーズの発見、業務lこおけるケア計画の方法、緩肋  
内容の見直しの視点と手続き  

学                             医掌の暮囁知樟l  日常的な病気の暮礎知杜と予防・対処方法、線上チェックとバ   3  
イタルサイン、高齢者に多い訴ぇとその対処方法、感染症の  

科  理解と予防  
在宅雷樟の暮礎知比Ⅰ  身体の観察、薬の飲ませ方と保t、医療由な如薗   3  

リハビリテーション医療の基礎知雄  リハビリテーション医療の意暮と役割、リハビリテーション医療  2  
の概要、訪問リハビリテーションスタッフとの連携の進め方  

介護老人保健施設の基礎知識  一介撞老人保健施腰の理念と役割をはじめとする介捜老人保  10 

実  僅施粒の施放での介性の暮礎的事項の再確認並びにOJTと  

践  OFF－JTを実施する意暮の再確認  

型  
・ ；：＝－ ＝  

人 材  のディスカッション  
成  
シ  腰痛の予防等援助者の健康書理、移動・歩行の介護 他   6  

ス  
テ ム  ベッドメーキングの方法、衣服・着脱の介護 他   8  

の  
基本介護技術 3   身体の清潔、入浴の介護 他   ¢  

排泄・尿失禁の介護 緊急時対応法 他   ¢  

食事の介護、介護の心檎え（まとめ）   6  

漬 菅   
術   のサービス提供自橿の設定と訪問介護計画の作成」己録の  

暮き方、サービス提供責任者への報告・相鰊のしかた、事例  
等  報告のまとめ方  

レクリエーション体験掌習   レクリエーションの視点とプログラム、高齢者及び陣富者を対  3  

介護保険施設サービス提供現場での実習の視点、介雄老人   
保健施設について  

ホームヘルプサービス同行訪問  同行訪問の視点、利用者のニーズに対応したサービスの撞供   

在宅サービス提供現場見学   在宅サービス提供現欄での実習の視点、適所リハビリテー   
ションについて  

演習計 72時間  
OFF－JT（教書訓織機関〉小計148時間  

践聖人材養成システム合計 830時Ⅶ   たとするレクレーションの体験亨習     介護実習    18               8         8                    実  

（2）教育訓練実施カリキュラム  

教育訓練カリキュラム   
訓練コース名  介穫老人保健施戯介護犠養成コース   

書籍名又は教科名  暮務又は教科の内容   時Ⅶ  

介護老人保健施設介護技術1   介護老人保健施投の概要の理解と介護の暮本草勢の習得  35  

介護老人保せ施股介護技術2   生活の壌としての療養環墳を整える意暮の埠解と益雄的なⅡ  105  
掩介護（移動、食事、練乳更衣、入浴等）の体事  

介捜老人保健施設介撞技術3   105             ヰ鮭と自立責新視点からの直接介撞（移軌食事、排泄、  
更衣、入浴等）の体躾  

0                                         介雄老人保線施儀介は技術4   認知症利用者の理解と基礎的な直接介（移動 食、  105  
泄、王衣、入浴讐）技術の習得及び羊の服用の方法、副作用  

T  壬ナ一食．■′の日月係の】軍艦  
介護老人保健細腰介護技術5   ケアフラン、チームケア、多職種連欄の暮手性を理解した上で  105  

の基礎的な直捷介護（移動、食事、排泄、更衣、入浴等）の習  

介護老人保健施設介護技術6   縞と緊急鮪射庄；の環」騒       絆価時点での追指導項目やOJT実施期間暦ヰり追ってのフナ  35  

ローアップ  

OJT計 490時間  
福祉理念とケアサービスの意義  QOLの向上、ノーマライゼーション、自立支援など各分野lこ共  3  

通する主流理念  
サービス提供の基本視点   暮かな人間観、他者理解と共感、自立支緩、利用者の自己決  

定   
高齢者保健欄祉の制度とサービス  高齢者保健福祉の背景と動向、高齢者保儀欄祉の制度と   

実  サービスの理解、医療福祉・年金・生活保雄制度、住宅施策   
3！  

践  その他高齢者保健福祉に関する制度及び施策、高齢者及び   
型  障書者の人権擁護システム  

人 材  障害者（児〉褐祉の制度とサービス  障害者福祉の理念と原則、障害とはなにか、陣書者の実態と  3  

兼  
障害別特徴、障害者（児）福祉の背景と動向、降着者（児）福  

成  
祉（身体陣書、知的庫書、精神陣書、難病）の制度サービス  

シ  ホームヘルプサービス概論   ホームヘルプサービスの社会的役割、ホームヘルプサービス  3   
ス  の制度と集輝内容、介護サービス情報の公漉、巡回ホームヘ   
テ  ルプサービスの理解、チームケアの必手性と電解、地域包括   
ム  

座   
支援センター等の関連機閲との連携、近隣、ボランティアとの   

羊 讐   
容  

凛撫  
祉業樺従事者としての倫理、サービス提供における利用者の  

攣  人権の手工、プライバシーの保護尊  

洋書・疾病の理解   8  

F  科  神障害、脳性麻痺及び脊髄損傷軌－よる肢体不自由、知的  
、てんかん、         、－、   な の  

J  内臓障書、高血圧、嶺尿病、介護保険制度における特定疾病  
T  の】8署  

高齢者、障書手（児）の心理   高齢者、障害者（児）の心理   3  

高齢者、障害者（児）等の手旗の理解  書族の役割と機能、高齢者及び障害者（児）の書抜のストレ  3  
ス、手旗に対するアセスメントの方法、書抜とのコミュニケー  
ションと援助、一人親家庭の理解  

介雄概論   介護の目的及び捜能と基本原則、介護二一ズと基本的対応、  3  
在宅介捜におけるリハビリテーションの視点、リハビリテーシヨ  
ン介護とは、介護者の健康管理、ターミナルケアの考え方  

介護事例検討   高齢者介護の特徴と留意点、障害者介捜の特徴と留意点、陣  4  
書児介護の特徴と留意点  

住宅・楕祉用よに関する知識   生活行動と生活空瀾、在宅介護における住宅の役割と機能、  4  
快適な室内環境、防災等の安全管理、住宅改欄のポイントと  
事例、福祉用長の役割と利用に関する知雄、主な福祉用具の  
種類と機能・使用法に関する知性、介護保険欄度上の福祉用  
異貸与・加入暮   

※OJT詳細カリキュラムは別紙参照   
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・助成金が当初は中小企業の分類であったのに、大企業の分類にされ減額された。  

⑦G施設  

・カリキュラムどおりに進まず、プリセプター業務も十分にできなかった。  

・浮き沈みがあり、モチベーション維持などに難しさを感じた。  

・資格なしの採用は初めてで、プログラムの見直し（レベルダウン）が必要に感じた。  

⑧H施設  

・採用した5人のうち1人が対象で、ヘルパー取得のためすぐ抜けることになってしま   

ったので、本人が苦労したのではないか。現場の主任がフォローしてくれていた。  

第2章 訓練実施施設におけるヒアリング結果   

1．訓練実施施設における訓練実施状況   

①A施設   

・精神的に弱い者が多かった（後にわかったことだが、3人は入職前から通院していた）。  

面接やメールでかなりの時間を要してフォローしたが、4人脱落（5人中）。精神的フ  

ォローの難しさを感じた。残った1人は、他の職員との関係もよく、利用者ともよく  

コミュニケーションをとって楽しく仕事をこなしている。  

②B施設   

・女性2人（15歳、16歳）を採用したが、4月から入った介護福祉士3人が2人を指  

導するようなかたちでうまくやっている。  

③C施設   

・カリキュラムどおり進まず、精神的ストレスもあったようだが、フォローするだけの  

信頼関係も構築され、いまでも明るく元気にやっている。  

④D施設   

・3人（25歳男性、22歳女性、18歳）の年齢のバランスがよかったのか、25歳男性  

が2人の世話をよく見てくれた。しかしすぐにヘルパー2級の講座が始まり、離れ離  

れになってしまったのが残念。施設長がフットサルを活用して仲間づくりを促進した。   

・9月を終え、対人関係に不安のある22歳女性だけ非常勤。あとは常勤として頑張っ  

ているが、大事に育てようとしすぎたのかもしれないと反省も。3人は夜勤もまだで  

きていない。  

（診E施設   

・（へ／レバー2級の受講が早すぎるとの意見に）早い段階で言葉やシステムを学べてよ  

かった面もある。   

・施設に重度者が多く、介護予防等の指導が難しかったのでデイケアに移ってもらった  

が、やや中途半端になってしまったかも。  

⑥F施設   

・4月に7人採用したが、そのうちの1人（4年制卒、社会福祉士）がヘルパー2級を  

取るために利用。同期と一緒にできず、遅れがでてしまった。また、無料で資格が取  

れるというので不公平感もあった。  
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（2）問題点について  

●本人がかかわるなかで骨折事故が発生してしまう。事故報告についての話し合いをかか   

わったスタッフ4人と一緒に実施するが、ダメージが大きく家族の病気、事故等もあり、   

ストレス性傷害との診断を受け、7月20日より自宅療養中。今後のフォローが課題であ   

る。  

●日常勤務内では、カリキュラムに追いつけず、時間外での指導を増加する必要があると   

感じている。  

●カリキュラム予定に入って単独での援助に入ったが、まだ入浴・トランスファーでの援   

助に不安があるとのことで、指導スタッフだけではなく、他のスタッフからも指導を行   

い徐々にできるようになっている。  

●チームの一員としての自覚が芽生え、利用者や職員とも積極的にコミュニケーションが   

とれるようになってきたが、少し頑張りすぎて体調不良で休んでしまうことがあった。  

●初年度のため、提出したカリキュラムの項目が細かく実際に進めてみると、追われてい   

るようなことがある。  

●研修生おのおので得意不得意があり、弱い部分が置き去りにされてしまう。  

●訓練生・訓練指導者が代わると重複した指導や説明不足などの問題が生じてし患うため、   

できるだけ同じ指導員をつけるほうがよいとの意見が出た。  

●指導者が異なることで、介護行為の目的は同じであるが、手順等の指導に差があること   

で、訓練生が戸惑う場面が見られた。そのため、指導者間で各介護行為の目的を明確に   

説明し、個別性への理解を深めることのできるように改善点を話し合う機会を設けた。  

●カリキュラムの後半にいくにつれ、時間をもっととりたい課題が出てきて時間配分に苦   

労した。  

●仕事に対し、「慣れ」が出てきており、利用者の言葉遣いなど尊厳を守ることがおろそか   

になっている。  

●5日間連続勤務で、土・日が休みといった勤務体制で体調を崩し休むことがあったが、   

振り替えの通があるため、その日のプログラムをそこに振替対応できた。  

●事業所の配置部署が適所リハビリへ変更となり、指導者の変更等もあり、訓練スケジュ   

ールの中で継続性がいったんとぎれてしまったため、訓練生への指導の修正を行う必要   

があった。指導者間の情報の伝達等に課題が残った（訓練生の評価をうまく口頭で伝え   

るのが難しかった）。  

●対象者の質的にも、カリキュラムどおりにはあまり進まなかった。業務をしながらの指   

導のため、勤務外での指導が必要となった。勤務内で指導を行えるシステムを独自で考   

えなくてはいけないと感じた。  

●今月は、実際に新入所の利用者の担当に、一緒についてもらい、ケアプランを立てても   

らった。家族とのやりとりのしかたがわからず、引っ込み思案になっているので、アド   

バイスをしながら、度胸をつけていってもらいたい。  

2．訓練実施施設からのヒアリング内容  

（1）好事例について  

●チームケア、他職種との連携の重要さを理解してもらうため、看護・PT・OTと通所  

リハビリ、レクリエーション（創作・音楽クラブなど）、ケアカンファレンス業務に参加   

し、パーソンセンタードケアが大切ということを実感することができたと思う。前月に   

引き続き、毎日のプログラムの考察を記入。それに対しての指導内容を記入することに   

より、日々成長できていると思われる。  

●レクリエーションのリーダーとまではいえないものの、他スタッフとレクリエーション   

の提供が行えるようになってきた。  

●各委員会（リスクマネジメント委員会・裾唐委員会・身体拘束香魚会）が行っている勉   

強会に参加させ基礎的な知識を身につけてもらった。本人もふだんの援助の中でそれら   

を取り入れた介助が少しずつできるようになっている。  

●通所配属のスタッフを1カ月限定で入所部門にて指導したことで技術が向上した。また、   

移乗が苦手であったため本人の様子をビデオ撮影し、指導したことで技術が向上した。  

●カンファレンスに参加することで他職種と連携し、個々のお年寄りをサポートしていく   

ことの重要性を感じてもらうことができた。NC（ナースコール）の対応が迅速であり、   

利用者を不安にさせないよう気を配ることができている。  

●ケアプランの理解・立案に向けての指導を何回か実施したことにより、十分ではないが、   

ケアを遂行するうえで、パーソンセンタードケアの理解、介護職の役割と他職種連携の   

重要性を理解できたと思われる。  

●反省会を実施し、職業人としての認識を再確認、自覚してもらうよう指導することによ   

って、専門職としての自覚ができたと思われる。再度、ケアプランの重要性を実施し、   

利用者の変化に対する洞察力がいかに重要か、また、モニタリングに対して、老健施設   

の特徴である他職種連携システムに対して理解できたと思われる。  

●自己評価、企業評価をしたことで、今後追指導すべきことの把握ができた。  

●業務案内が他職種となってしまったことで、カリキュラムから外れてしまった点がある   

が、介護職の指導を受けかつ他職種としてのかかわりをもつこととなったため、他職種   

の理解やチームでのかかわりという面では、訓練生にとってはとてもよい経験となり、   

今後のチームでのかかわりを進めていくなかで、大きな糧となったのではないかと考え   

る。  

●今月は、実践型養成システム以外のところではあるが、行事で夏祭りがあり、自由参加   

で職員による和太鼓演奏に参加してもらい、月二度の練習を通し、他職貞とも親交を深   

めることができたようだ。  

●4月から半年間訓練カリキュラムを実施し、専門職としての自覚、理解が出てきたと思   

われる。  
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（3）改善の方向性について  

●訓練中は記録を勤務時間内で行っていたが、慣れてきたので勤務外での記入に変更した。   

また、記録の内容も気づきが多く書けるように変更した。  

●カリキュラムでの予定に合わせて指導を行っているが、課題によっては時間配分の調整   

が必要なところもあるようだ。  

●上記の問題を解決するために来年度は同種の項目をまとめ、ある程度融通を利かせて研   

修を進められるようなカリキュラムを作成したい。  

●対象の理解を深めるために、1人担当ケースを受け持たせた、フェイスシートADL評   

価等の記入を行わせることで、業務に流されるのではなく、1人の対象を深めることが   

できるように支援した。  

●現状のプランに対してのモニタリングや評価、利用者の問題点やニーズを見つけ、プラ   

ンに反映させることは指導者とともにできる。－からケアプランを作成させることはカ   

ンファレンスにて施設ケアマネジャーが行うことが多いのでは？ そのため、第5段階   

の「ケアプランを作成する」という表現は変更したらよいと思う。  

●通所へ部署が変わったとき、入所と比べて本人を取り巻く環境が広くなったため、情報   

収集とアセスメント範囲との違いなどを理解させるのに、その段階で行うかを検討した。   

直接送迎時の本人はもちろんのこと、家族へのかかわりなどを通じて、本人を取り巻く   

環境の理解から始めることとした。  

●個人の能力の差により実施内容にもう少し幅があってもよいのではと思う。夜勤の独り   

立ちは経験の少ない職員には安全面、本人の負担を考慮し評価し実施していきたいと思   

った。  

●介護の仕事がしたくて入ってきた職員と違い、働きながら資格がもらえるという軽い気   

持ちで入ってくると、思いのほかきつい仕事なのかもしれない。そのことを、次年度に   

生かし、最初の時点で、心構えとこの仕事の楽しさ、やりがいを伝えていきたい。  

●当初5人いた実践型対象職員がいまは1人になってしまったが、精神的な疾患をもとか   

ら持っており、それに気づくのが遅れてしまった。もう少し早い段階で精神的フォロー   

ができればよかった。他の若い職員でも精神的疾患で施設にはないしょで病院に通って   

いる者もおり、現在の若者の精神的弱さを感じる。それに対するアンテナを敏感に張っ   

ていかねば、と考えている。  

●OJTの振り返り、フォローアップをよりやりやすくするために指導者が記入する指導   

ノートだけでなく、訓練生がその日学んだことや日課を記入する振り返りノートがあれ   

ばいいと思った（記入は時間がかかり大変そうだと思うが）。  

●検討する点として、すぐヘルパー2級の講座に出ていってしまう点、精神的に弱い実習   

生への対応などがあったようだ。うまくいった施設は、知識、技術の教育もさることな   

がら、心のケアに工夫をしているようだ。そうした支援が大事。  

●施設側の担当者がヘルパー2級課程を受講中の訓練生の様子を見学するなど、OFF・JTで  

●医師の診断書により午前勤務の許可が出たが、結果として数日しか勤務できず経過して   

いる。1週間から10日前後に1回、面接の実施・メール、電話等のフォローを実施して   

いる。精神疾患のある職員のフォローは、どのようにすればよいのか？ 職場内で専門   

職のカウンセリングの必要性は？  

●目の前の仕事をするのが精いっぱいであり、他スタッフの仕事のフォローや新しいこと   

への挑戦はいまの段階では難しい。  

●スポーツインストラクターおよび健康運動実践指導者等の業務が確立してしまい、指導   

内容が十分に行えていない部分が出た（しかし、他職種としてのかかわりが業務となっ   

たため、介護職との連携は、互いの業務を理解し合えるかたちでかかわることができた   

のではないかと考える）。  

●15歳から、実践型人材養成システムは実施できるが、介護福祉士として入職する職員は   

20歳以上であり、社会人としての意識の違いが見られる。今後20歳以上を対象にしてほ   

しい。  

●6カ月という期間が短いと感じた（訓練生によって違いはあると思うが…）。  

●助成金の企業規模の分類について、埼玉では施設ごとではなくて法人単位で判断され、   

大企業扱いになってしまった。前の助成金申請担当は施設単位と話していたのに、異動   

になって担当が代わると対応も変わってしまったことに憤りがある。  
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あっても2級課程を休まずに資格を取るためには、両者（施設・教育訓練機関双方）が   

連携して若い人をサポートする必要がある。  

●カリキュラムのレベルを落とすという話が出たが、レベルを落とすというのではなく3   

段階評価にしたらどうか。（①スタッフと一緒にできる、②単独でできることを増やす、   

③単独でできる）というように。個人差もあるので、その人のペースに合わせて目標を   

達成すればいいという考え。（参考として以下の表を掲載）  

☆新人駿魚の目樟  

第3章 実践聖人材養成システム介護老人保健施設介護職  

養成コースdJT実施の手引き（平成20年度）  

1．実践聖人材養成システム普及のための地域モデル事業実施の意義と概要   

ここ2～3iFの臥山・粒食華の旗冤がよくなったことで、介艶の現場から仙・般企華に人材が蘭灘↓ていく  

鋭敏が起こり、また、介護福祉士薫成佼も軒並み産戯割れを起こし靭摸するといった介護経れが、社会現   

範にまでなっています。   

舎監健の斜度でも欠員祁兜（斬腎輪常に限らず）の求職に対して，なんと約83％の総数で㌻応姉扱が集   

まらか、上「欠員補充には時間がかかるj と鳳管しています。   

つまり、これからは現均を支える人材の錐体は、聯資格脊を好発して採用するだけではなく、資格のな   
い人に狩揮を昭潤してもらい、人側として丙威していくという時代になったといえるでしょう曹  

Hl．地域モデル事業の意義暮I   

l）施設の新たな取り組みの必要性  
前述のとおり、介擢髄祉土をはじめ有薫轍者の確保が困難な状況になってきています。さらに、介  

護学校の免も減り、将門性を有した人材の椛伴が－・・・放と厳しくなっている塊状では、各施鮫において  

独自の取り射みが必型となってきていますノ．  

2）本モデル事業案施のメリット   

（1）害者の育成に積極的な施設であることのPRか可磯となります  

粟銭型人材像成システム実施施設として、膵生労働絡の認定を受けると、詳報広皆野に「認定一夫  
戯華人材蕊成システムj と衣ホすることができます。これにより菅暦の人材珂戚に横棒約な施設で  

あることの評価を得て、溢れた人材の確保、定蔚などの効果が斯持できます。   
（2）各種支捜制度（助成金等）を活用することにより、訓練にかかる負担を軽減でぎます  

本モデル準革命実施するとともに、爵協支援制度の華儀きを行い、登件を滞たした喝禽に，助成  

金等の支援制庇を活用することができます。   

（3）剃織笠にヘルパー2組の資格を取得させたうえで、0」Tを輿施することかできます  

不モデル鄭華では、OJ－lt（激怒内実習）を6ヵ月の岡にヰ90時臥Of？P・Jl、（雑学）を140時糊菜  

施します。OPP－JTを140時聞爽施することにより、灘t純生はヘルパー2級の資格を取得することが  

できます。したがって．OJTはヘルパー2奴取樽者を前提に実施することができます。   

く4）OJT調絆担当者のスキルアップにもつながります  

OJT訓練担当者がその屈指せ週じてその成増を白施し、日ごろ行っている菜務を再確認すること  
で担当哲白眉のスキルアップにもつながります。   

（5）介護サービスの賢か向上します  

OJl、実施のための訓練Jl三受け入れの準備をすることにより、施設の避常理念や日ごろ持っている  

介跳梁溺の鞘確認、紀奴等のチェックができます。また、各組搾の連携の兇証しなどについて訓詳  
針当省をiまじめ職員が行うことにより、塩供サービスの向た，ひいては利用瀦の済足腰を常めるこ  

とができますa  

萌1段階1ケ月間  第之段一瞥 之ケ月間  鴇3段階 3～6ケ月  注意半額  

スタッフと共に行う  単独動作を増やす  照独で行える   報告 連格 招請の梯底   
食草  蜘 下導 義攣1屯入  洪】鉄琴の興篭の】■推戴九  鍾等のれ驚の■稲武ゑ  踊率¢事咄血と遊鮒病名  

穫雄の方の1苛介助  鵠機での暮■介馳   食媚棚一馳   インシュリン琴の舵機  
▲醜のロ遽内の【l丑とケ丁  i縫のロ鍾，】め穐随とナア  義損のロ社内のヰ拷とケ7  ★しい暮】■▲｛り  

＊餅義総量汁ロミ 帖鼠の碓紘  肴紬凱四川欄   tJHl杜 ■■暮●の▲l＃   

入浴  繊度の腐■の方の濃■洗搬  ●■での人鶉中 ■＝什■  I■繊兼OJ翼能   贅賃の■れ靂鼠とは欝  
複攣の景教介助   撃令瑚♯ 尊鞍介鈍  糖分ilは 合縁iヽ妊の来駕  ■縦防止  

ガ重囲の樽畿緋鞍  1♯の琴綱寛発と裾昏  

鳩l．の遥拶  A桝＿め杷援と注進   

排泄  蝕醜の鶉の鎗■ オムツ介勤  鍬鋏での緋一札 才ムツ介助  三人介紡の塞挽   Jう十パンーす●■  

磯鳶用其の取り凱I  綾瀬淡き◆め奥基  8立文注甘る鯵漉介恥  ■ll巾ナ阜   

下欄譜の遥泣  紫蘇の思潮虞絶と観望  
●・  鞘銅の予構と練瞥  

：、   

整容  縫嵩に応じたよ及介勘   書換ヤの鷺苗介敵  
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2．介護保険制度と介護老人保健施設   

ここでiよ、介指経験別席の梢裟と汁推七人保健漣綬（以ト、老練施設1告埋溜と役割について取説しま  

一巨介護の仕事を指針する野、その前掲となる介漬保穣制度と老練施設について、しっかりと哩解したう  
えで指導していくことはとても康甥でで。  

l温1．介護保険制産室暮   

1）介護保険の目的  
介護保険は、介綾を瀕する≠鮭七な1ても、できるFlまり自宅で自1した日常′t二清を常めるトラに、   

具に必辞な介護サービスをi管青田1▲▲一体的に掛貪り‾ると一くみですけ  

分汚烏、切実なも山とLてだれにでも起こり得る問題てあり、自己責任の原則こ社会的連帯ん精神  

に基づき、40嵐以1二の全国民で公平に制度を支えています。  

法施そ15i柑には制度の争般的な検証と見直しが行われ 確本樗含てあぞ・南新者仁一 白ヤ．支線 ヒ   

牒解の保持」を基本としつつ、制度の持続可f創生な高か：いく制度改革が平成1打率4月から宰枯酌に  

実施きれていま「†、∩  

2）介護保険サービスの原則  
狛削締約∴加齢こ上る病気なとで要ノ「射た軌となi）、入浴■排泄・食事等のイ「乳槙能訓練、昏   

準・標注上の皆邦等の陸将が必要な人に対して保線洋帝什－ビ．コ・・福祉サーピ′－くを辟甘㌻る一日膵とL   

▼こ、一旦尺の共同連館の理念に基づき、平成】2年4月に創殺されましたり  

掛こ、介淳などが必畢な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むこごがてきヱーよう  
支僅㌻ることを叙事埋念とします。  

介線保障サービスは、袋・針縄状鷹・姿支援状薙ク、ノ軽減・藩化の防止に楔立つように、また、l爽樺と   

√渦動こ十分配請して行われます．心射）状況や将撹等に応じ、本j、の主削則こ慕づいた適切な保阻芙   

針トヒス・鋸止サービスが、多様な群華者・雅紀から総合的かつ効率的に揆供きれるしくみで▼rl  

その内番と水準は、管介護横断二なった楊台裏J、でき・る限り白ノ号の住まいで、能力に応し自立した  

日常生活を嘗むことができるよう投在さゴtています、  

3）国民の努力と乗務  
国民は、みずから要ヤ那大域となることを予防するため、加齢に伴う心身の変化々自覚し、常に蛙   

駄押隠隠隠脹阜軋めまれ そして、蜜イ潤状態となった頒計⊂も、雅人■ごり，＼ビリテーショニ等仁髄   

切な保健扶腰サービスt削】ニサーヒスキ利朋することで，自う／がちってい利敵加瑚酎邪射二に熱くへて  

いきます。  

また、国民勘温グ）許腹を社史全体で解決いこい1く制度であることた－・〕、肘司連帯の理念に基づき、  

国民iま登用を公平に郎lける轟務を負・二・ていま、：し  

4）妄本理念と将来展望に蔓づく改革  
平成12年4日の創設以楽、復毛サーピブ、を咋心にサービス刊川うノ通運に拡大するなど＼イr確保晰ま  

各緩の安心を支えるしくみとして電磁してきましノL   

・方、利発¢ノ定着とともに総費用が急速に増大∴、これまての制度みままで（ま保険附）大嶋な上昇   

が見込まれるため、一別度の拝読nJ能性lが課腰となっ■ていょした．また、レ、こヒープーム世代ノが   

コリ15年5：は菌齢酢二、2025年に壬ま後期南岸盲期に到達し、菌齢化のヒークそ迎えること、紀和症や▼   

メ、暮らし蘭斬首ノ）増加革′見込まれるニケなと．新しt・課鳳＼の紺古：が求か：）れて・‘－ましたの   

そこで、法施行筏ミ咋をめどとした制機会根乙つ操鉦と見赦し・、法附則2和 では、20上5年の苗鮎比定？  

櫓を踏まえツ■．、高齢者√ノ尊厳を支えるケアノ帯確立を巨］拷ヒLて、次の3つ計慕本酌瀾は一から制度   

見直Lが行わわました♪   

′了「明るく活力レりある題詞郵社会」の情事   

£別殿（／）持続可脆性   

、‡二しは会保障の捻貪化   

5）介譜保険制度改革の全体儒  

（1）予防重視型システムヘの転換   

圭新予防給付の創設  
軽度宵（要支i妄・馨介消りを対象とした斯い・予防拙守を刺殺しました。マネジメント㍑市町石竹   

虔托主体とな！」、地峡匂指玄扱ヒニクーなとにおいて実施されます。  

麦た、新て・防給付のサービスとし－こ、i運動誰の機能向上栄夜政敵l口腔機能Cr刷上′がか）ます1   

号」地域支援事業の創設  
華薫幾、率介削ヒ鰍こなるおそれ官′1ある蒜軒者を対幣とした′≧膵的な介識γ！キ事業か介楼保険制  

度与：位置づけモ）れましたl梱「村方ニ実施主体となi′lます′｝  

■予防重視型システムヘの転凍（全体拙蓑  

笥  齢  童   

票重用・亜プ捨雀こ忍才二れる人  
（菜ハ1護路定ノ  

○掌ン＼詫署鮭臨ウヤの帯脊  

十 【・丁‥ニニニニい丁二、l  

ノ■†議予板の  
スクリーニンう／  

化成支援額芙  

警吏旗・空合露に  
なるおそれのある／＼   

地括   t  

＿援番東  紆郡モ結・′て   
1■㌻・諾予1三省拳箕）  ［ 葡 官     撼包支      整支護・蜜  し芸芸芸ニ」 ；ニミii■ぢl▼騨■nl血】    （介應予防ケアマネジメント）   、7    くク         （     す‡諸子叩サービス  適戸了梨ノ〔■諾予巧事藁     し汲芹り－ビスを買僧しノ，    叱  （運動詣の機扁邑向上、袈萄     詐しいサービス梁素を子房入）    声；  技塾、⊂消印緑郎桝・j⊥撃）     ブ票i戎宅薫坐す㌢護ラ草月サービス            孟ム幣聖／デ謙■予防着裟 （保健師宰による訪印…率1   折予防給付                                                                                         、－≠    つ■、講・1■溝上た撲   ナ1・淳絵勺  

琴：サービス  
戒智恵豊リービス  
宅イナ；琶烹j要  

録サービス  

嬰ま浅 草】三覧に  
なるおそれのある  

張更＿葦 饗イ諸状態  
にな羞こたの坊1’  
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（2）施設給付の見直し（平成17年10月実熊）   

む居住費用・食費の見直し  

介積保険と年金給付の盟視の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保障3施設   

（シーJ－トスティ含む）の居1さに受用■食費が保険給付の対象ノ斗となざ）ましたこ適所革サービスの食好   

も聞様ですぐ   

①低所輯者等に対する措置  

虐使費用・食費については、それぞれの所得段階に転じて白担上限研が壱められました（補足的   

給付の水準ノ。  

保険料授階の「新2段階≠ 一年余収入がおおむね拡礎年金（年額約80乃丁円以下ノなど）については、   

満額介諾サービス廷の月額上限が2．5方円から15万円に引き‾Fげちれました。  

（3）新たなサービス体系の確立   

①地域電着型サービスの創設  

身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるように ≡地域密廟型   

サービス」が創設されました．   

①地域包括支援センターの創設  

場合的な相談去口捜軌【介護予防マネジメニトjl包括的・盟締約マネジメントの支援機敵を   

もつ、地域での総合的なマネジメントを担う中核機開としてl’地域包括真横センターJが創設され   

ました。  

■介迂サービスの種鈷  

（4）サービスの賀の確保・向上  

①情報朋示の標準化  

すべての介揮サービス串選者に啓巣新情報の開示が薬筋づけられました。   

（わ事業者規制の見直し  

指定の更新制の導入、指定にあたっでの欠格婆件の見直しなどが行われました 

せケアマネジメントの見直し  

地旗色拾支授センターの鰯l掛こより、包括的・剋重続酌ケアマネジメントが強化されますへ  

ケアマネジャーの資格更新別の導入などでケアマネジャーの資質向上を匪＝lますンまた、・・一人当   

たりの梼準担当件数の引き下げにより、魂封卜中寺件の確保を図ります。   

6）介護保険制度のしくみ   

介洋館剛坤度は40威以仁の万が約める保険料と、観・都道府県・市町村からの公費（税劫を財源   

として、介齢泌芽となった方に介護サービスを提供し、利用者本人と家族を支援する制度てす。地   

域の特性に合わせ、市町村が保険者となって主体的に運営しています。  

都姫鱒鱒＝が指定’・監暫を行うサービス   市町村が諸蒐・訂嘗を行うサービス   

リ  介 護 絵  ◎居篭サービス  ◎沌域密議型サービス   ほ瀾サービス】      ：湧所サービス】  C夜間対応だ詰問介護   ；⊃訪朝介謙（ホームヘルプ  ぐ闇踊り摘蔓（デイサービスl  0認淵僑寮髄遜闇病症語   リ」ビス）        〇退所リハビリテーション  ‘こ〕・′i＼膿成多様鋸恕居宅ブi、謹   （■）栗方績メ裕ノl・遷  一つ狩知症ま手広聖典同生さ訂i・・芸皆   †⊃慧司凝琵        こ遠別Å摂サービスユ  くグループホーム）  け  0訪牒IJハビリテーション  ○題堵入所主題介護（ショートステイ）  0地域苛翁空軍完施袈入居沓生  禁  く〕尾篭療育領瑠指導     ぐノ芯祁入所療養介護  甘含報 r・；■■■◆－■」〟’、－ ノ▲雪ヽ   つ  〇特諾偏屈入居者生温介護  ⊂）福祉用異常与  、ノノ臼域瞥遥聖ノ】喜蒼老八隠池亀訟 入所着生活介護：  サ U ビ  

ス   
〔）介護者人諭ネ止稚寿錠  

こ〉介護壱人尿僚梅毒  
（二）・介護粛努聖医療凝蘭   ∈声施設サービス  

・学7 喋  ◎介護予防サービス  ∈州域密着聖介悪予防サービス   【訪問サービス】       こ酒折サービス】  C〉フ■卜維・学・棒繕即諾弔打豊鰯麿   ／「一汁譲■予≡う貫攣5閏介料■     こコケ億・溌机野炬‘儒／・アイけ－ヒ「＼  タ’i惹  絵 付 を 行                  ノヽノ 体－ムヘルパーノービス1（】）州封印棉阿りハビ・トナニシ宅ン  ・つ介頴予彷小説揆多横蒜旨磐綽宅   ○′‘J讃予熱訪乳来旨▲～譲  ，7「、謹   〇j†料如通商惑料‥ lソべ離鋸凍サー1’ごス】  （二）ヂ層予統語賞j】蓬≡対応聖属同便  う  ミ∴う介凍予軌び瑚lノハビリテー （ニケl儀予防矩諷1声音生淫．プー∴諸  涌イ、諾（クルー‘7ホームニ  サ  ション           （ショートステイ）  U ヒ  ぐ）フ†謙予鞋昆宅持軒別望指導 0フ1・讃予防短我人折短音ノ瀾  ¢介護・予防支援  ス  【⊃介軍予防軸足掩投入居着生活汁諜〔j介護予防亨姦軋顆罠膏与  

くつ特定介枝予防福祉用異販売  

坤■  

氷上ぉのlまか往宅改儲藍・介護二戸防備宅放線鷲  
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l逼2．介護老人保健施設毎竃   

1）介葦毛人保健施設の機能  
老鮮施設とは、医滞施設と福祉施設の中師机箸別′を担う施設－ごあり、l督イl、蔓草音に．りし、施投サーヒ   

ス計萬に董づいて、穏謹、医学れ皆礫のドにぉける介護．牧び鶴能訓練そわ他心野な医酢旺・ぴに【腐生   

凍上の世き占を行う」碓討であると竃奏されています÷  

そして、要存減耗紺野等の自ナ〔支授を僻めることに‘とり安堵復帰を雌）怪し、在宅生活かか綜でさる   

ように烏・宅ケア支援機能を充実させることが求められています．   

2）介護老人保健施設の基本理念と役割・機責巨  

用瀾揺人傑鍵施設芳人民、滝討放び敏簡並てニドに運営に関する基準」（平成11年厚生省令轟くl（二愕りぴ）   

準1牽で、老躍鹿討の茶事汀針としてJ′ソ．ドのように迂′くられていま㌻。  

3）入所利用の横討  

（1）利用対象者の範囲  

老健椎鉦り入所対毅者ほ、リ′・ヒリテーション、看護tナ「護を必要とする高齢者（∠1「）～G4應を含  

む）のうち、柄状安）ど粥にあiり、院治碍をする必要は万い芳、什繹保隆によろ乎r「譲認フ引こおいて  

r寮′「施米軌 と認定された方です√ なれ 短期入所輝党介護およ■び適所りい、ヒリサーションについ  

では、「粟立線状鮫j と認定きれたちも居宅サービス計曲に恭づいて利用が‖J寵ですく、  

（2）定期的な様相と蓋己線の整備  

入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境なとに照らして、そのちが在宅て日常ノーた油を  

営むことができるかとうかについて定期的に娩出しなけれはなりませんこ また、検討にあた・二．てiよ、  

医師、葬制締、晋退イ「譲職員、りハビリ職眉、支持相談員、／「槽支援樽「1農などがそれぞれ坑牒  

r】■1性に基づい’r評価を行い、協議の靖果を総合的に判断して明恵します草なぶ、明確の磋過や魔欄  

のプ；1セスは、紀鋒して保存す芸・二とが教務－づけらJlています1   

4）介護老人保健施設における医療と他医綬機関受診  
老醒碓穀では、入所申トニ施殻で行う炉学的管理や一般的肝癌行為に要する徴用はすぺて、介護報酬   

のなカ、に一括して含まれていますぐ したがって、と′うしても施設内▼ごの対見◆が珂雉な拗含に限っての   

み、施設外での誕原発詣や往影が認めら才とますが，医療探険の諸求に関して；よ刷版が設けられてし戊   

う  
ただし、例外として、鹸科受診については保険診横報酬請求に閲すむ嗣眠はありません、  

また、史急11ミ￥施設将義教として生死を争う急変嘩の陛樺行為丈封してけ∴ F＝汚し〕Rを限度として   

認定か可能てあり、粧悪性蘭闇撒け相川に‾ついては、招集の場合に限って詞求か可能であるという、t   

ラに、台鍵施設内での監照行為やイ也科貿診；こついてけ、事項に」一つて保険請求の取り扱いが兇なるの   

て丑扁が必要で‾㌻．】   

5）介護老人保健施設の将来展望  
′・ナ嶺の電位沌設の方向性については．1沌殻がそノ）地峡にぉける貌合綾南都者支凄の中核的施穀とし   

て機証し、要介竣菌齢者を支えていくことができるよぅな地域づくりにもリーダーシップを発揮しで   

いくことか重要であるJなとといった昭窯への展望をしっカ・りと説明しますっ  

・介護老人保健施設iま、碓釘サービス計画に妻一っいて、頚汚、医ヤ的菅嘩の下にわ  

けるf「埠及び焼能訓練その他必夢な医蝉1址二了メに日常生活ヒの世話を行うことによ   

り、7・、相野かその打卜乙従力に応じ自立した日東‘主こ癌を営むことがてきるように  

するごとちiこ、その事¢ハ遥宅における竺仁清への復帰を射旨㌻ち¢ノでなければなら  

ない1  

イ「稚老人仰塵施設は、ノ、所者しっ藩思及び人格を啓蟄しノ、常に入所者の立場にたっ  

て介波線険サービスの握†l〔に努めなければならない 

・介護老人保鯉施設は、明るく茨題的な零朗煮を肯し 地桃や茶庭との歳び付きノを  

亜祝した渾嘗を行い、市町村、眉毛介縄文援事業者、居宅サービス璃架台∴ 相緯  

介消保険施設その他の保健医繚・什－ビスニくほ福祉サーヒスを持供㌻ろ名との密接  

な連携に努かなけれ‘くーならなト㌧   

したがって、施卍の官職・連帯にあたっては、これらりことを尊瀾しなが・1以卜ノ）5つ▲アブ機能と段割  

に即して、良貨なケ‾㌣サービスが搾供できるように箪りしなiJれほてごミ1圭せん1  

（1）包括的ケアサービス施設  
利用者の意思を野里し、望ましい在宅またl主軸il貸主活が過ごせ1：，上ウニチームて玄捜します“その   

ため、利用者にJ仁じた日揮と吏援計画を立て、／ビ、努な医碍、眉言琶や介薄、リ′、どり㌢－ション巷慨   

供しま1「▲  

（2）リハビリテーション施設   

体力や農本動作能’りの獲得、活動や釧U仁・狛†軽、東経持崩（1〉覇業などノ1潮隆能l軋上告目的に、壌   

q】的な維持閉り′｝ヽヒリテーションを行います。  

（3）在宅僚帰施設   

脳卒中、瀦用桔頗欄、路知括等による閥々の拭附酎こ′l芯じて．努職機シらなるチームケアを行い、   

早期の圧電復帰に努めますJ  

（4）在宅生活支援施設  
日立した在宅生活が祇続できるよう、介護予防に努め、入所ヤ適所・訪問リノ、ヒリイーショノな   

ごのサービスを柁供するとともに、他サービスと亀岡と連携し’r総合的i二三接し、牽族み介護負担の   

軽減に努めまデ。  

（5〉鳩塙に根ざした施設   

奴汲や地域住民と交流し情報旗供を行い、さまぎまなケアの相談に対応しますっ市町」相良液体や   

各棟事業者、礫健・医府・掛軋機関などと連携し、地域と一体となったナγむ横磯的に担います   

また、評価・情報公開を臓紹肘に行い、サービス↓‘叩‖ニゼこ努めます〔  
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5）まずは相手の気持ちを賢け入れる  
商敗者が自分の気持ち苧考えちLに固執したり、年をとったことを串掛こ思って本命と某膿なことを   

言ったり行動したりすることはよくあります。介護者はそのような高齢者の複雑な気持ちをまず受け   

入れることが大切です。相手の発言新ノつかり聞いてその思いや手張を等温し、真澄をつかむことで、   

より．といコミュニケーションが難けるということを理解してもらい愛す。   

6）お互いのプライバシーを尊重する  
利用者にもプライバシーがあります∩介澤者といえご卓▲立ち入るべきではありません。反対に介護   

者のプライバシーらきちんと守らなけれはなりません。萌しくなると、お互いについ個人的なことに   

措き込んでしか、㍍ちですが、利用者が話しても差しまえない話層とそうでない話題は、きらんと綿   
引きしてよくことが大切です。プライバシ…の大切さと守り万について考えてもらいましょう。  

I聾2．日常の心構え塗l   

l）「あいさつ」はコミュニケーションの睾本   
（1）あいさつの大切さ  

人と人とが知り合い、ぶ美高、を彗拍産し竃■うために最も大切なものが「吾勘 であり、その第・歩  

となるのが「あいさつ．【です▼つまり rあいさつパま、んと人とのコミュニケーションの基本だと  

いえます。きちんとしたあいさつがてきる人ほ、それだけで評価が上がる均含もありま㌻が、枚方I  
にあいさつを洞見にできない人は．仕事の能力きえ買われかねませんぐ  

利昭脊が心を開いて、気持ちよ・て捺するここができるよう、あいさつの大切さをレ）かりこ教え  

‾rおきまし．！う。   

（2）弄すは自分から、横相的に  
一一姫的に、先に rか・さつ≦ をした人のほうが、その後の会話正ノ手樽椎を握る桜台が多いようで  

すじ 自僧がないときや初めての人か相手みときなとは、相手のペースに該ぎ込まれ、あいさつのタ  

イミングを逃しでしまうことも少なくありません。あいづつをしそぴれで気まずい思いをしないよ  

う、uご7〉か・らか′－さつのタイミングに慣れておくこと、そして、どのような鳩でもまず自分から  

先にあいさつするよう心がけさ・せましょう。   

（3）明るく、八ツキリと  

！あいさつ」は、相手の存在を謎めているという澄愚衆示ですから、人この賓わりのなかて「あい  

さつを・しない」というのはl淵手の存在を無視している＿ ことにもつながる大安失礼な行為といえ  

ます＝。また、i自分ほうらんとあいさつをしているノ と思っていても、実際に相手にきちんと届いて  

いるか注意する必要があります．一 ポ、ノポソと何を苛っているかわからない声で柏手にきちんと王子吏）  

らないあいさつは、を当のあいさつと注いえまセんっ明るい軒ごハツキリと、相手にきちんと心が  

伝わるようなあいさつを常に心がけさせましょう．   

（4）相手の昌を見て  

あいさつの擾含だけでなく、諸をするときでも相手の日を見ながら話すことはとても大切なこと  
です．自分ては、誠意が相手に伝わっていると恩・コていても、なかなか相手には伝わりにくも・もの  

てすっ しかし、相手と視線せ合わセることで、隠′酌ま伝わりやすくなりまサし，必ず相手の日を絶て  

あt・さつをするよう確聞しましょう，   

2）「時間Jとー約束jは信頼のバロメーター   
（1）時間は絶対厳守  

時閥を守らないということは、憎手だけでなく自分が所属する会社（組織）にまで迷感をかiブる  

ことになります、、時間の軌・方の酋し座しが、人生そのものの酋し懸しにつながるといっても過暫  

で；ゴ．ありません。また、約束を守ることも時間とl札様、七ても大切なことです。  

3．訓練生の心構えについて   

斤濱や福祉閑際の比率はサービス発である、ということを埋解してもらう必要があります．サービス菜  

に師っっでいるという鳥熱が薄いと、利用者に対して「介護してあげているんだ」という気縛らになりが  

らで．開陳があまりよいものにはなりません．）咋′ケてあけているノ めではなく、「やらせていただくlと  

いうように粕手を噂壊する気持ちを遵奉とする必票がありますて．   

訓読生に相事を苛立するような気拝もを戦前させることで、軋肘者に対する捜し方も変わり、利用者に  

より倍額悠をもってもらえる介護を行うことができるようになるでしょう。   

老鍵施設め利用者は必ずしも菌鈴音こは限りませんが、ほと人ピの場合が高齢者であ走・ので、ここで【．1  

高鈴音に叶する猥本的な心構えなとを蛮櫛比」す二．  

1渡1．基本的な心構え糞暮   

1）言葉づかいや話し方に気をつける  
菌街着と尉沌するときは．ふだんよりぎ純づかいや潔し方に乳をつけなければなりません1馬齢脊  

は看い世代に比べて年長者に対する懲悪表現に敏感でデ．、また、身体的な条件が衰えていることも多  

く、指す・出くことに関しても囲外てはありません。＝ どどノようにすればコミ＿コニケーションの禅叫歩  

をうまく踏み出すことができるか、状況に合わせて各個入が員分で考えられるL∵う拒等していきまし  

ょうら  

2）高齢者に対する敬意を大切にする  
年をとると、着いころに比べて身掛的に嚢えるの現当然てす。年々守ることはマイナスのイメーう  

でとらえがちですが、実際に手よ、年をとってなぶ、着いころに培った自立心を保ち、生き生きと人■：た  

を歩人でいる人もいることに璧日し、高齢顔にタナチる敬意の大切さを理解してもらいましょう少  

3）高齢者のプライドを尊重する  
高齢者にほ、これまでの長いノ、生を自分のカで生きてきたというプライドがあります．着いころに  

は、何ても自分でできたし．さまぎまな輝かしい思い出もあることでしょうノ そのような建防がある  

ので、介護を必要とする現在の状況を、いちばんもどかしく魁っていむの甘紆終着自身なのですら介  

護者と高齢者の立場iよあくまでも対等な大人ごうし√J開僅でサ。商軒者のプライドを尊重し、どの1  
ケな心構えで滞齢音に接するかを考えてもらいましょう。  

4）介護される側の複雑な心理を理解する  
高齢者は看い人が思いもよらないようなことで．落ち込んだ至）不安になったりすることがあ‡lます。  

介護者の不用眉な常勤が高齢者の心に影響を与えてしまうこともあります．菌新着の複雑な心埋につ   
Ilて十分考えるように楷導しましょう。  

1  
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I崖3．個人情報保護のポイント馨暮   

1）「なれあい」に注意  
施紋における介護サービス辟供塾敷：l、∈上■宅サーヒスみ規育と界なり、比較的閻錦きオ！た空洞（施   

設和ての関係ですから、軋閲慄と職責の聞で「なれか・」になってしまう危険性があります。  

また、特に入所塵殻においては、利用者はFJ常生活を俄貝；こ重ねこ1ことになるため「上ド閑併＿ に   

折りやすく、その結幣、掴，＼情熱こ対する配膳がぶざなぞ＝こなってし妻うこと∴かないよう汗者が心背   

です。   

2）事業者と従業員（職員）との関係  
雇桐穀紺青に、従業員に対し洞人情確保掛り盟重さについて徹底した隼痔を実施し、守秘轟番長厳   

守－】、ろごいう意識をしっかりもたせることが重曹で‾蓼、1必黎に応して、事業者と従業員個人との聞て   

覚え薯きなと与り取り焚わすことん打勤で享、。  

らちろん、荏築艶ピうしでの情報こりやりとilにもl・分荒をつけ、不要な憎絹のやりとり（ぶしヶぺ   

iノを貪む）■主・阻止‾事るため山配慮と）レ、－ルか必葬でう）   

3）利用者（入所者）との関係  
札喝者にとって施紋は自宅と同様の望刷てすから、礪艮はさまざまな悩J、情熱こかかj：，ることを見   

たり聞いた！けることがありますしあるときには、人間阿侍のもつれが那ノ鮒で展開されたり、また、   

金女琶的な情報を珂にするこ⊂もあるでしょう．しかしサーヒス掛共側（櫓貞）にとっては、このよう   

な酒粕も「職務上知り得た情熱 であt）判ら乗務があることな砲架の鳴確ヒして確認しておかぬは   

なり安け人（   

4）短期の入所施設の場合  
ショート′：こティなどの墳′む、利用者とうしが個人情報を保育する本人てあり、取持する側にもちイ   

ます、、そのため、必要以上山臥し情報が利用責どうしみ会話や番特上に出ないよう、職農の側が留意   

する必弊がありますっ きらにつき軌ゝJ）家族ダーメJに対しても同様ど）配厨が必紫てい㌻．   

5）施設に出入りする取引事業者との関係  
施設内の薫潤け璃、ほとんどノ）楊柳：利用者の個人値鞘があふれてい妻ナ。そこで、甘常的に施設   

に出7・、りする肌引事業者（リネン関澤者や設備関節者など）とも、個人情報のー操t）掛、に関するl契   

約軋や「覚え省き」などむ取り交わ㌻ことが望ましいといえます－〕また∴個人情報に関する香頓首   

ミま、決まった部屋などH外で甘根り救わないような臨場滝心がけるように指導しましょう．  

（2）相手の時間を大切に  
社会人としては寧をしていくウえで、借用を契ったl）、嫌われたりすろ原圏のひとつが、矧紬ニ   

ルーズなことですと．時間は、人間だオいこも平等に与えられた封煮ですから、自分の時間を大神こす   

ることと同様に、相手の噂瀾沌イ湖畔しなければなりません。よって約邦の時間を好守すちク〕はも   

ちろんのこと、約束よりあまり早く惑きすぎることb相手に連番をかけることになってしまいま‾I∴   

一般的に、約栄の5分くらい紳こ着くよう′しゝがけまナゥ  

また、やむを煎ず掛れそうなときにほ、必ず事前に連絡することか必紫てすtそ紆場合、遅潮力   

慢由と、新たな到眉予想時剖を伝えるようにすることも大切て寸。  

（3）スケジュール管理はメモと確認を  
J、聞は由一丁覚えていても、忘れてしまうこともよくあります√約火したことば、そ山内蕃や相手、   

必要であれi．潤奇聞もメモをとる習慣々つけましょ／う′ また、メモこt）内掛二不安が凍ったり メモそ   

のものを萎れたりした塀育は、恥ずカ・しからずに確認♂）漣絡を先■与に1、れることも七ちりです。ら【上  

っとした勇気が、そのあと引責瀬を集わザに済むニヒにつながります、 

（4）電話は相手の都合を考えて  
時間を大切にするということiま、電話力紬ごじわしも一たにもあてiよまりますハ受け手わ仲拉■らすろ   

と、覗話は何J〉耐蝕れもなくかかってくるため、場合に上・二∫ては仕事ご）邪魔になることもありますて   

ぶ互いの晴間与大切にするた．わにも、電話での紹は運動こ、一句苔は明脾かつ関村に、しカ・し畝解を   

生まないLtう苫儀は明瞭に、を心がけることが塵輩です。こちらからかける飼育、あらかじめ話す  

内容を整理し、メモをとっておくと簡潔に話せます   

3）「身だしなみj は清潔に、「姿勢」はシヤキツと  

（1）舅だしなみの重要さ  
よく t人を身なりで判断してはいけないj と針、ますが、J、と会ったとき、まず言草を莞d）す前   

に最初に日につくのは’身なり」「身だしなみ，でサぐ したがって、身なりの善し愚しが相手の  

印泉を大きく左打㌻ることになります，．  

社会人としての身だしなみの蕃L慈しくよ、「清澤封 と ▼仕事に合っているか＿で判断されるとい   

ってもいいでしょう．簿奏ではなく、機能性と清潔さを考えた身だしなみを心がけわ甘な】圭せ人〉  

（2）ます濁潔か帯－  

まず乳爪、舅性の場合はヒデの清潔さを心がけますユ頭異烏刊■くさくか－か、フケが出ていな   

いか、寝・ぐせは直っているか、相手に不快感を与えるぐらい伸びていないかなどに笑をつけますし   

また、周りに・ノンプン臭うような整髪料の使いすぎにも注意ミ′ましょう小爪が長いのも不潔に掛二   

るものですし、マニキュアやネイルアートは任那）間は控えたはうがよいと指萌しましまう♭また、   

人と話すとさ、よく柴に乎をもっていくなどといりた癖のある人がいますが、これも感じよく魁わ   

れません。特級だから、と奇人の判断に任せるので；まなく、しっかりと指導しましょう  

（3）腺叢にも清潔暦を  
よくー身だしなみ」と「おしゃれ」を同じように＝らえている人がいますが、「おし、冒ノオu は自；†   

自身て好きに着飾ることを指す告常に対し、鳩だしなみ は繕‾】Lる相手に不快感を与えないよぅに   

する身なりをいいます。流行の最先端を足るま■うなファッションごはなく、は寧の内容や周り明年   

況に合わせた、涌滞で人に好感をもたれる服黄を心がけたいもん′）‾ご寸ぐ特に洋服のシミや際・袖L」   

（り汚れ、汚れた靴などほ相手ミニ不快感を与え．時にiよそん’ノ小‘り、紆や仕笥のてき′5てきないまで判  

断されてしまうことがありま‾rJ）で注意が必要てす＝  

（4）シヤキツとした姿勢で  
相手の領一印穀に大きく鞍層すろこととして「立ち層緑ろ寒い」もありよす。背筋がシヤキンと   

した正しい凝掛よ、それだけで七生よいq唖を与えま‾事／曹萌を伸ばす、指先をそろえる 日綿を   

まケすぐに慄1、星元を安定させる、なとに黙をつけ、立った燭台・座った場合1歩く場合なと、  

それぞれの黎勢にも気を配る習慣をつけるようにします．  
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4．コミュニケーションをよりよくとるために   
介讃という仕事のなかで、最も大町て・、しかも超しいのが「相手とめコミュニケーションをうまくとる  

ことj てはないでしょうか，   

訓舗生がこれから介護の現場で実践的に針、ていくためにほ、このコミュニケーションの能力闇欠かせ  

ません。実際に胎等していくうえで、コミュ∴ニケーションをよ富）ょくとるための理論とポイントをしっか  

りと理解すること払とても盟要なことです． 

l蓼1．人の心を知り伝えるための理論義義   

1）コミュニケーションの畢磋を知る  
払たちは、相手び）登場に窪って・考え行動すれは、たいていの対人関係はうまくいくことを経舞上知   

っています。しかし現実に紀、痍勃ていた！）、忙しかったり、時にはイチイラしていたI】タ1らため、   

ついか・′となってしまうことも少なくありません。そのため、心ならずら相手を傷つけてしまったり、   

溶くすると．せっかく築いた相手との信頼関係を頓してしまうこともあります⊂  

自分の気持ちを伝え、却ってもらい、わかってもらうためには、それなりの礫謝が必票です。この   

ような問健に深い関心を示し、人間の・Llと行動の分析を適－ハ 対人阿係のしくみについて学問的に体   

系化したのが、アメリカの澗軋な斬医エリック・バーンによる 上弦流分析」です。  

基礎を知ってl・れば、対人問孫において何か問題が起こっても、そめ連帯から再度考えてみること   

が可能となります。   

2）心の状態に応じて接し方を変える  
パーンは、∴人の人間の心の中には、3つの異なる 心の状態」があると考え、それを r自我状態j   

と呼んでいます一この3つの自我状態がどうなっているのかを知り、どうしたらスムーズなつきあいが   

できるかということを考えることが、r宍海分帆の基本です。r交番分析lとは、「人の心の成り立ちj   

を細り、その心の状常によって自分の模しJIJを臨機応変に変えていく、つまりコミュニケーションを   

円滑にするための理論なのです。   

（1）庇筐・番笥の「観の自我状態j  

そJ）うちの1つは‘観の自我状軌で㌻ぅ親の気持ちといってもよいでしノよう。l批判的な軌 と   

「保筏的な軌の2つに分けられ、「批判的な乳 とは、瀕固なお父さんのように厳格で規律や遺徳を  

重んじますp反対に「保旨蔓的な軌 とは、償いlお母さんの．ょうに他人に対する憩いやりの感情を  

示します。私たらを育ててくれた閑談が、あるいは両親に代わり私たちを育ててくれた人が、私た  

ちの心の申に住み続けて「ああしなさい、ニう【一なさいJと屁差引一たり、1針奪している部分です。  

（2）猟訊こ判断するー成人の自我状態j  

2■つめはl成人の自我状態jつまヤ大ノ、の気持らです，職性的・客観的に均等せ判服し、状況に応  

じて適切に対極する部分です。冷静に判断する部分といってもよいでしょうく．  

（3）非合理的・空想的な「子どもの自稔状願」  
3つめかl子どもの自我状敷 てす〔子ピもぴノように本能的・衝動的、感情的な気持ちで、非含嘲  

的で空憩的な部分でサ∴自由な子ども」ヒ 順応の子どら」の2つに鋸ナられ、「自由なチビもjほ、  

まるて元気な甥の▲す一のように’†三まれたままの自然な掛こ近いかたちでふるまいます。・・方、順応クニ〉  

子どむ1は素直な女成子のように両親や大人に職応しとうとしまデ。私たちの中の■少年・少女」  

の，l：うな訃分で▼rシ  

このように、私たちはだれでも自分の心り中に「親」∴成んj・rヂ・どもjのような■取持ちを桝せ縛  

っていますご  

l畿2．3つのやりとり撃】   

1）相手の「自我状態」を見抜く  
韻患をもって接しているつもりでも、なぜか気持ち√ノよいやりとりができないこきもあります、、「あ   

の人は頑な人だから」√私とはウマが合わない」そんなふうに感じるときもあるでしょう√では、なぜ   

このようなすれ速いが起こるのでしょうか）  

払たちの心の中には、酎議のように「軌 r成人」「了・とも．」の3つの鳩払状敷がありますか、こ   

んなときに姥、自力の巾のどの自我状簸と、相手の中のどの自我状態とがやりとりしているのかを考   

えてみることが大切です¢   

2）満足できるやりとり  
下図妄ま「お体をふきましょうか】「はい、お腰tりノますj というなにげない会話ですが、2人の投げ   

かけの向きが並行になっています。話しか壬ナた人の期待した自我状簡が、きちんと相手抄答えに登場   

してくれたので、満足感が得られている（7）てす。  

つまり・職艮のAさんは、利用者のRさんが脳応の仁子ども」という自我で素直に答えてくれることを   

期待して話しかけ、法泉、Bさんはその斯持とおを＝こ迄覇をしたのですそ 

これは、スムーズなコミュニケーションの例です。話しかけられたほうは気相ら‘たく封応できます   

し、麗しかけたほうはわか・コてもらえたという気持ちになれるので、その後の金箱の流れが憑くなる   

こと払まずありません。  

こ司  
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l謹3．人と人とのふれあい琵‡   

1）相手の3つの心の状態に話しかける  
こちらの建．いキ伝えたいこきに、梅子が身がまえていたり、こちらを非難するような機将をとった   

！）して、やりとりがなかなかうまくいかず、l当る揚台があります． 

そんなときにとても勃畢があるのが、瑠手J）3つれL、の状乳に話しカ・けるやりごりで㌻、これを【3   

つの約を射るやIlとれ一といいますて．  

≡：1つの的を射るやりとり」とは、相手の：〕つの心の状博すペてに同かケて票を放つように語りかけを   

す芯ことですく 
まず箪1の失ヾこれiま、はめたり労をわぎらうなとして優しく飴I】ヵ■け、相手の、・ナともの自我状態】   

こ二刀して「あなたク〕存在を謎ゼ）ていますよJというメご′セージをi至ることです乞  

璃苧は「う＝ども」山賀持ちか≠lらげられぞ．ため、防袖的になご一㌘）をやめてくれるは‾・rで’1■7  

そして、御2¢）朱で、瑚半の】保派的な親」を誘い出すよう：l二働きかけま▼「（すなわち、私は・・・生懸   

命なのであなたの力を博してください、と相手の「保妓的な軌 を誘い出すtうに働きかけます1そ   

うす・5と、相才1が攻撃的になるのをやめるユうになります、  

照嶺が常：うの失で、第卜 肇2の柴によってエネルギーが生まった用字わ「成人パこ働きかけ、自分の   

欲しているここを相手にイ云えます。  

たとえば．次のような詑↓かけ釣しかたです）  

Aさん（む’施設技、毎日遅くまて大変ですれ．お疲れめところ、たいへん悪路なんでナが‥J  

人さん 咤）’ぜひ雅紀長のよごカをお貸しいただきたいんで「rJ  

Åさん せ「今度ぶ世話するここになったÅさんについて、椙掛このっていただきたいのてすが  

二C′ぅように話しかけ、於終酌には 成人」ピうしでやりごりができぞ）ような会粍を前もって考えて   

おき、親慮をも＝′て抜うれば，きっと軌－を通しさせることができ・らはずです、  

機具  利用者  
Aさん  Bさん  

3）かみ合わないやりとり   
・・・▲・方、 百囲のように、会話の短げかけの向   

きが交差したやりとりは rカ・入合わか－やり   

とP＿ ですら斯闇した自我状態とけ逢う白須   

状態が相手の香えのなかに出てさて、しかも   

それが試しかけたんの別の自掛状態に答えて   

いる棚倉でデ．）  

これは、利用者のeさんが、㌻牛乳はあまり   

好きでほないんです」と職員のAさ人に【成  

1、」どうしの受話をしようと結しかけたこ－〉に、   

rそんなこと言っ■rいると体力がつきません   

よl．と「甜制約な詞」から頭ごなしに宵わ   

れ、子ども扱いされてしまった例で「r、  

こういうやりとりをしてtlるときは、Bさ   

ん¢）はうに、もうこの人とは話したくないご   

いう感情が華撃ってしまい、懸くする上∴ ここ   

でコミュニケーンヨンがストップしてしまい   

ます．   

4）隠されたやりとり  
また、右図のように、露している霹紫t7ノ裟   

に捲されたメッセーソが戊・つて、柏手そ一指さ   

れたメッセージのほうに習えているやりとり   

をl隠されたやりとりlといいま▼す ここて  

（よ同時に2つの自我状態て託されています‘一  

円を挙げると、   

利用者′lお水を挿ブてきてくださいj   

沌っと面倒をみてください）   

職員．「そんなに飲むと体によくないですよ′  

（忙しい／し′たから、こっちの身にもな・．てよ）   

というはうなやりこりて㌻し  
」l二√）巾い会話は我ど析1で、†、当C）気   

持ちtま（ ）の中のほうなプ）てクー．  

くジ【子どもj に座しさを与える  

穏潤むち層い出す  
㊥個人」ぞ、自分の欲していることを告げる   

2）心の栄養分がないと生きていけない   
今までの人生を振り返ってみると、孔たちは、赤ん坊ジ）ころから今日に吏るまで、ずっと親や周り  

J）人々の温かい発憤を受けて酉ってきたことご軌－ます。私たちが璧けた愛憎まま、   

【そこにいで．へ－んだよ」  

′ぁなたがいてくれてうれしい＿  

そんな自分の「啓在」を謎媒てくれるメ、ノセージだ・ブたのではないでしょうか′）  

だれしも自分の滞在を繹めてはしいこ煎っています．そして日々それが確紀てきるl・う、人力・らほ  
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（2）利用層から自分勝手と思われることを言われたとき  

わがままであってはならないと思っていても、ついわがままになってしまうのが人間です：もち  

ろん、わがままなことばかり言われたのでは仕事になりません。しかし、わがままの底にあるよい  

コミニl、ニケーションへのあこがれや望みは見通して∈まならないでしょうっ その気持ちを汲みつつ、   

いかにしてスマートに1コがままを制L】二し、信照関係を深めるかを実践のなぉ・から尊びとってもらい  

ましょう。  

（3）相手かコミュニケーションをとろうとしないとき  

コミュニケーションをとろうとしない利用者はしばしばいます。そういう利和者に対しては∴ 患  
えてコミこI．ニケーションをとらなくても仕堵さえ果たせばよいではないか。そう考える人もいるか  

もしれません。しかし、充実したよい介韓を行うためには、基本的なコミュニケーションの構築は   

ほとんど絶対条件ともいえます。だからこそ、介護する利用者とどのようにコミュニケーションを  

とるかは大きな問膚とな！）ます。コミコ．ニケーソ≡ンの法貨さをしつかりと輔弼してもらいましょ  

∴・・   

3）トラブル時のコミュニケーション  
（1）利用者に原因があると思われるとき  

利昭常に蝶凶があると思われるトラブルほけつこう多いでしょうぐ しかし、利用者に原因がある   

からといって、利用者を好めてもトラプノレは解決しません。トラプ′ルの底にある農の原因を揮り出  

し、その対応、を丁寧に行うことが、や巧より先に行わねばならぬことです。具体例を弄しつつ、適切  

な対応例をわカ・りやすく説明しましょう。  

（2）介琵する劃lこ原因かあると思われるとき  

介護する側に原因があると思われるとき、まず大啓なのほ失敗を認め制ることです。その次が、   

失敬をフォローするための対応餅〃実施で▼す＝まかり間遠っても、失敗を降したり、削、駅に終始   

することがないようにしなければなりません．：そのような態度で（ょ それ以後のコミュニケーショ  

ンにも審訝i響を与えてしまいます．突放したときのフォローの，スキップを、あらかじめレニ′かりと  

学んでおいてもらいましょう。  

（3）どちらに原因があるともいえないとき  
原因がどららにあるかわからないけれど、トラブルになることもありますぅ そのようなとき、避  

けなけれはならないのは犯人探しで「rr．何よ亨）優先されるのは、†、ラブクレの倭の混乱した状況を早   

期に群衆に復l円させることてす誉 また、トラブルを再発させないたかこも背憬や状況の把掛ま欠か   

せません。よ勘当がわから射、ときのトラプフレ対処法についても、過去の具体例を挙げるなどしてき  

ちんと説明しましょうn  

（4）突然の事榔こあったとき  

橋桁者は身体横能が衰えていることが多いですから、何かを勝としたり、何かにつまずくことけ   

よくありま寸。さらにその先に火や鋭利な物などがあると、非常に危険な寧故につながります．そ   

のよう査とき、とう対処するか、そもそもそうした事塵を招かないためにiま何が必粟かを率前にき  

らんと燵解きせましよう．，  

（5〉 日ごろから訴えている症状が出たと書  

利用者が高給の場合∴持凋のない人はほとんどいません甘楽を何機頼も飲んでいる人．奇遇病蘭  

に通っている人などは珍しくありません。介捜するにあたって、利用者のこうした情報はとても里   

葬なチ・エツクポイントです。日ころから利用者の様子を注意深く観察していれば、何かあったとき   

にも冷静に対称できます。そのかちに必費な知菰はしつかりと習得させておきましょう。  

められたり、感謝された－）、親しくしてもらったりすることを里人でいます。人が健やかに′収畏Lて   

いくためには、体の栄添分だけではなく、；心♂）栄蓉分」がどうしても必襲になります、、  

交流分所では、心q）栄漑分をr宵定附スいコーク」と呼んています。反対に、非ガや無視をするこ   

とlよ「否定的ストロークJといいますも   

「ストローク」きま、肌のふれあいの「肉体的ストU－ク」、心のふれあいのー心理的ストローク上 そ   

して r君寵によるストローク」の：三つに分けることもできますっ吉葉に山さなくても、r心確約ストロ   

ーク」や「肉体的ストロークlで、心の紫雲舟は十分に与えることができます。  

心の申に「心の紫老身が入った熱があると仮定してみてくたさいゥ心の栄提分をたくきんもらっ   

ている人は、蟄の中がいっぱいなので1也人にもどんどん栄費分をプレ▲ピントできよす。しかし、その   

碩に少ししか入っていない人注、他人にまであげることi土でき鼓せんりそこで、人とふれあうことが   

なくて寂しい思いをしている人には、まず「ストローク」をたくさん投げかけて、心の嚢をいつぱい   

にしてあけょしよう、  
お年寄りの申こ主ょ、神潅が過敏になっていて、ささいなことを「否産的ストローク」と感じてしま   

う人もいることでし．ょうく さきくれだった心をなだめるためにも、心g撼を満たしてかナることが必   

ぎ’■＿・√  

よって、私たちが毎日を幸せに心豊かに過ごすためには、いつもお互いに栄養分を交換し合い．心   

の壷を潤たしてぶくことが大切だといえるでしょう。  

Iさ4．介護現場におけるコミュニケーションのポイント葦l   

l）介護シーン別のコミュニケーション   
（り食事時のコミュニケーション  

利用者が楽しく食瑠できるのほ、それだけですばらしいことです・楽しく食べてもらうことが、  

介護者にとって利用者の余事の介助㊧する際の最も大切な仕率なのです．ノその原則を苦れずに、利  

用者の好き報いや栄糞に考題したメニューづくり、楽しく食べられるような食ヰの痴出、食べやす  

い摂村ノ）切り方や食器の二1二大、粥理法や料埋の話を基に会話を広げるなど、‡：夫のしどころはたく  

さんあ！）ます。   

（2）入浴時のコミュニケーション  

多くの利用者は入浴を好みます。入浴することで体は温まるし、気持ちもリラックスするからて  

しよう．しかし．利用者にとっては澤村Rをノ挽いだり誤たりするだけでも一苦労です〔洗い場や清憎  

が滑りやすい点に注意しながら、快適にお風呂を発しんてもらうにはとうしたらよいかをレ＝一か－）  

と指導しまLユう。   

（3）排泄時のコミュニケーション  
ん間にとって排泄は、呼吸と同様の馳1吋に欠かせぬ行為といえまサっ それだけに盤廃な行為なの  

ですが、排泄に鴇なぜか羞恥心がつきまとい、何かあってら後回しにしたり隠したりしがちです。  

刊悶着の多くは薦鰍こよIl排泄機能が栄えていくため、そそうなどのトラブルになることも珍しく  

ありません。そめうえ、ま恥心が災いしてか対兄二がニじれることがままあります．そのようなトラ  

プJレにどのように対処するかな稚かく指導します。   

2）相手の気持ちを潟つけないためのコミュニケーション   
（り厳しさを過剰に示されたとき  

他人に親切にされればラれしいと感じるのはだれも同じでデリ感謝の気持ちを具体的に示そうと  

考え行動しようとするのも同じでしょう色閉息はその行動が過熱こなったときです。高儒者比得て  

してそうした行動に陥りがらです。それはなぜなのか、どうしたらそうした東沖らを尊敬しつつ斬  

ることができるのかを′具体的な饉絶救などを交えつつ説明しますシ  

：鞘  

■●l  
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5．OJTについて  

nJl、によって現場での生きた技能・技術を訓練生に習得させることで、実践的な能力を願えた人材の腎  

成・硝保か可能cなります．01Tを賽施すろ際、どのよっ七人か指導するえ一によって、そ～つ成果iよ√七きく  

輿な！）ます。指導者としてみ心構えを十分に理解レ∴ 適切な指導々Hいましょう1  

1竃1．OJTとは藍暮  

0」11とほ、〇】j r症」し心′1、】・。は＝」Ⅰ⊥お〔rノ略で、捌きなカ′′ら技術や丸】鼠を習得Lてfノーちうこいう職業指導′〃漂  

のノブですご   
計一次世界大戦時にノ、手不足こり摘船明で、新人⊥巨を急きと衆宵する必要に迫らj乙た、現場監督れチャ  

ー－－′レズ・R′ア●レンが、歓帝学者ノ、几バ十トの5投階乳控法 rr儒、楳示、比較、総緒、広明l1キ掛こ考賽  

した′ノl段階職業指潟法i、や▲つて．撃せる・説明サる・やらせてみる・細修拍準）に由井：するとされていま‾仁   

おおむねJllドのト）なス・丁∵′フで軍籍されます  

（iノ新人を配置二安心して行うことっ訓練生が仕事に閲し、事前に何を軋って、－ろかを茸針＼るこヒノ被ら  

に学習に粁事’る興味をもたせること∩適切な持ち場を誓えること、一   

昔作業をしてみせる‥富も患輝く、根気よ】∴訳明し、見せ、図示し、そして野間する。キーポイントを   

強調することゥl度に1点すつ、は－ノきりと完全に教えること予 しかし、彼らえこマスターできる限度  

を超えてはならないく   
甘効果を確認する 彼ら目身に仕事をやらせてみる。被らに睨欒Hさせキからやらせること 彼らにキー  

ポイント名僧附させ、乗除にその舐分を示させてみるここ。こちらカ・ら雲間し、IE解ろ・希わヱここ㌦  

彼らが理解したと判断てきるまで、掛ナること．   

甘フォローする′彼らに、何も一擬閏などが生じた阻だれに矧閏t．ノたらよいのかの判赦をさせろ 頻繁  

にチェックするここ。槙拙僧に質問すご－よう促すこと 彼ら白月にそ♂）進歩に応じたキー守イントを  

見つけさせるニヒっ特別指導や直接ノノフォローアップをだんだん滅一ゝ〉していくこと  

暮珪2，OJTにおける指導者とは撃‡   

（il実践塑人材養成システム首級のた蜜〉J）地域モデル事卦こおける（川、Lり訓凍担当者¢〉条件としては＼簑   

1に介穫描址士の汐格を宥していること、濁2に老練施設での実務縫取が3判ニユ上あることですが、粕  

淵者としての突指絶版を問うてはいませんっ  
というのも、金台健がOJllというシステムをJRりノ、れ、人材を確保して育成するという試カをするノ）  

は、これが初めてて、その意味では会見が指導者として初心者であるからです。  

したがって訓潮紺勘当老来、有資格者〟）先輩として、引離）事業の恩義やOJ′1、、0ドFJl一のカリキュラ  

ムをよく理解したウえで訓練生と接してくだされば、それ」JLヒ望むものはありません√   

たとえば、訓練生は自動申の教習でいうなら仮免許を取ったはかミ）で、教習所C伸しか到らないわけ  

です．教習所の叫では、交通違反をする串岡もなければ、飛び漉してくる子とももいません7偽ろか  

らバソシンクしてくる危ないトラゝソ．クなども、もらろんt・ませ′し  

しかし、川Tは現場て▼事∴ 自動車教習ていうところの公道を席るわけてすれ 訓練担当者は、運転免紆  

を所持して日ノr∋軍転をなりわいとするドライバーとして、交通逮反をしそうな車両や、ゴ1ごもか飛び  

旧しそうな鉛地を抑棟主に鮎ザ、みずから（一）綻準：て「こ二；ユノレ一手招まなきゃまザいぞ－Jこ思っ  

たら、ブレーキを暗んであげオとばよいの？すご 白々が一i．だんしてtlる二と、実践していることキャリ  

キュラムに沿って1つずつアドバイスしてあければよいの‘こ・㌻ノ．  

訓練生Fノ質問に即附こ【許えられなくとも、決して恥■t■ほありまセん。わカーらないことはき与んと嗣へ  

て、また、尊門将に珊いたはうかいいことくi噂門将に とうしてもわからなけれは施左管長に教えても  

ら・．・ましょう予 そもそも毛鯉施設；よイ・－ムケアが基本なノンてオーから、OJ′「ちイーム指導てす1  

（望′りJ了、において訓礫生を直接担当し．訓拝呈のl議ふや戦伸二兄・え、訓練生が′「ぎ那）現場‘7やりがいをも  

って働いていこうという筑に羊せぞ，のが、をモギ）し事業に孟；ける指導者てあ■乙と考えます。  

篭義3．養成施設職員の心構え転t   

l）温かい職土芸環頒を準備  

老練施設は創設期も・ら現任まて∴多くの先駆的な試みで介頚髄灘制牒儲優に欝与してきましたr′な   

かでもlチーームナ‾r」（7）班哨は、ケアサーヒス王∫三周で仁）具通の鮒虎こして蛍け止めら県、入掛欒検討   

会試、サーヒスflほ者会議からフγ∵アラン策定・＼とつながぎノ、個別性を椅まえたケアサーヒスを多穐   

稚協働で操供すろ大きな力になりました）  

今後さらに逆行するわが国の樋荷離け会において、宅建施設に課せ・‾フれた役割はますます簡穿てす   

そして、それらの役割を実際に形にするのiよ職員一入∴hとテJでみり、ケアサーヒスを担う看護・介護   

臆し7）椒門性ご連携がチームケアわ大きなヰ主±・，、えます、  

私たち名港施l没は、す【、護購と野茂礁が互いによき′て－トナーノごあi）、どらら（り峨穐も刊用苗の生活   

機能を支はし、そC人らしい生活を実肝，、るうえて／・こかせな・ご、存在であると理解していまサ  

本事業で迎え入れる訓練′仁は、介韓のフUをめざす大切な仲間てサリ希望と ∵緒に不安もいっばい   

－Pあろう訓戒生を、職員全員で麦ザ心を込めて迎え入れまし．Lノ）。先準か率先してあいさつを冥わす   

温かい職場環鳩を準備する＝とが、改現施設職員の心構えの第 てす   

2）訓練生の位置づけを明確にし、全職員で共通理解  
訓練生壬よ実習生でもアドワンティアでもな、く、働く仲間として′「講こり巌撃を字ひよす。一定切開は専   

門の碓綬でや習をしますが、その間ち糾蹄施設に滴を置く立掛こ変わりはありません、＝私たらほ訓練   

榊導者を中心に、訓練生の専門施龍での学習状汽ほ把捉し、 周した援助をすることが必要’r㌻）  

そこで訓貌ノLの位置づけ即日確にして、入職時には直接の配属先だけでなく施設全体に訓群生を紹   

介するなとして、訓疎生の骨狂を免職邑にアピー几してください～訓練指導者任せにしない、大勢の   

優しいまなぎしで別様生をヂ㌢こることを全職麿て共通の朝顔と守るここが、弟ニルL、構えです．   

3）前向きな取り組みでケア水準の向上に生かす  
だれもが通過してきた‡新人時代 の気持ちを凱、起こしながら、本革業で迎え入れる訓鋪生を含   

め、新人取組を待てるよい機会として取り組むことで、新人教曹プログラムぐ）充実強化につながりま  

す  
イ「割安卸㍗発祥のサービス提供が職員間で紆】▲されていか、ことて、訓練生への飴尊が異なろ堪面   

が1仁じるかもLれま亡んか、それは施観にご・：1て；ユ、職員間♂）討議を深ノ卓てケア水準を高める絶好プ）   

機会でもありまナ。懐なろこと」が＝ブないのでiJなく、L紋拠のない自己流」でほ頑潤力がないこ   

とに訓練生を通じて隠艮が気づき、てこニエ‾ハレなどの見酎ノにつなげぞ・ことができま‾・仁」珊向きな軍   

勢こそ、毅も風祝したい俄農の心潤えてす．  
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6．OJTの目的、実施、評価の考え方  

I11．OJTの目的1l  

OJ′rの概略は、すでに述べたとおりですが、現燐では常に利〔門番が満足できる介護サーlごスが求められ  

ています。利用者が滞足できるようなケアサービスを提供するには．磯貝各々がケアの技術を向上させて  

いくことが必視ですか、そのためには何といつても現場でのケ7の体敬を通して利用者から学び、そ♂）体  

験を蓄積していぺことが基本となりますで特に、初かこ介譲の現場で働く訓練生にとっては、当人がへ7レ  

バーの箪格、もしくさよ介護粛礼士の資格をもっ‾こいたとしても，瞥招の筍無と利用計が瀾足するサービス  

提供ができることとは遽うのです4   

0，ITでは、訓練生が㌻巻健施設を利用する一人こ乙ごりカ利朴霹そオ1ぞれに歴史があを）、生活があり、そ  

れは決してパターン化できない卓′のだj こいうことを哩解し、どうすれば、または、ど・ういった場面て座  

学や済習によって得た知識や技循が榔こゝ）二つのかを碓記し、期待される職員とし‾〔研探していく打法を清  

浄していくことに大きな目的がありますぐ   

そしてできれば、釧群生がOJ′「を其施するなかで・リ、前ノつ職員として介綾サービスが揖供できるように  

なるだけでな・く、介護職がどれだけやりがいのある仕事か．協力して動くことがいかにすばらしいかを実  

感してもらえたならば、OJ′rの目的は速成されたといえるでし．；、う 

1鍾2．OJT実施施設の姿勢逗l  

今回、OJTに参加する訓櫻生は、2級・、－レキーの資格を取得していま′rか、主に新卒者であるか、介渡  

紆即射こは掬わっていない人たちでナ。   

OJTを実施する施乾からすると、率直にいえば、訓練生受けノ、れに対する負担は重く、わずらわしいこ  

とも事実です。しかしその反面、自施設におけるケアの取り窮みを見直すチャンスでもあり、†教えてや  

る」という姿勢よりも、むしろ施設の特徴や施設を取り巻く地域を組付しながら「ともに考える」套勢で  

鴎むことが肝蒙にな号）ます。   

さらに、訓諌担当者だけでなくOJ■1、を通じて、職長と訓練生の交流の機会を設けて、訓腐生からOJl■を  

受けてみてわかりづらい点や、業務の質問を受けることにより自推設のケアの岡上に生かせるよう心がけ  

ることが大切です．   

まさに、「教えること」ほ「学ぶこと」であi）、施設側があまりに緊張した姿劉で臨むと、必然的に訓練  

生に影響を及ばしかねず、OJl、の苅果があがらないこともあ†l得るので、十分に儲落する一色儲かあ！lます。  

暮着3．はじめが肝心組  

訓練生のなかには、介護 ほ′るいiま福祉と言い換えてもtたtlかもしれません）と，－う規掛こあこがれ  

【少しでも早く、意欲的に多くのものを学びたいj と過度に別持する人がいます。訓練生は、ホームヘル  

パー2級の筆楯を取得する際に究課した採草と河習によって、部分的に刊荊や技循を習得しています。そ  

こで勉強してきたこと、演習で陣取してきたことをじJTで謎諾したい、あるいi．ま、吏だ教わったことのな  

い′シヤI勺啓やケア技術を習得したいという軌符が大きいのでナ。そかいった訓群生には、はやる賃持ちに  

難癖を示しつつち、りJ′l’を実施している間、利用者にとっては訓練生が柁供するサービスは一考して†た過な  

ものではなtlということを理解してもらい、一つひとつ稼実にステップを踏みながら学ぶよう指導すべき  

です 

また、なかには残念ながら、rとりあえず漂精が取れればいいJとか「アルバイトの嘩長で＿ と考える  

訓練生もいるかもしれません。   

このようなことから、・1月の兼1運筆（：）」1開始時において、く：け1－の目的、老練施設の埋念、研鰭施設とし  

ての考え、また、訓練生のマ十一について、しつかりと説明しておくことが大切です。  

l聾4．OjTは日常業務が前提彗l  

訓錐生を受け入れることにな‘5と、施設側はとかく現業からかけ軋れた、理想的な内鰭を盛r）込みがち  

てすぐ特に聴食を翫明しているときは、こうした傾向が強くなりがちですが、めぎゃペき哩念と行ってい  

る〔1常兼務が違うことは、現場において珍い、ことではありません。地域の事情であるとか、兢族の特別  

な掛値とか、そういつた細かなことをきちんと説明することもOJTの大切な要素です。   

ただし、人見配置が欠けていたり、事績きを摘まない身体拘棄をすることがないよう、基準に従った施  

改選嘗を行ってもらわなければならないことほ、習うまでもありません。   

OJTは、日常行われている発揮のなかから技術や知識せ休符することであり、日常行われていないこと  

が〔‖′1一に組み込まれること腋あひまセ′し。  

豪謹5．OJTの評価畿l   

（〕n、の評価は次／ゝも〝ジの評価票で行いますが、箕質的に介捜老人保錐施設介絶技循（；の段階は、OJ’rの  

仕上げめ段階てあり、逐次、傾鰯評価を実施し、訓練生が自己評価を事、る際、敢偲でも員がつけられるよ  
う指導します¢ また，実際の評価でやむ役得1rC評価をしなければならないケースでは きちんと迫指導  

し日揮仰ができるよう訓練生とともにけ■rを行うぺきです。   

欄々わ評価は、あくまで現壌に入って5カ月の新人に対する評価であることを念頭に置き、評価雫の作  

成上饗しい衣現もありますが、訓練担当者の観察による評価であることを十分に考暮しましょう。   

ただ、訓練生ル資質として介護磯．既に向かない、また、施設磯農としてなじまないという判断であれば、  

C評価をサることもやむを得ないこととします∩  
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l璧6．評価票牒】  

瞳頼遂行のための基本的能力 ご一蹴補遂行のための基準」ごとに、該当する榔こ（’ノを記載）   

A：常にできている B：大体できている C二評価しない r評価を行わなかったJj縫合は／′（糾繊）でC欄を消す  

技能・精紡に閥する能力  

1）凝串耶掌項  ミ「鞄稚遂行のための染筆．ごとに、技塾する餞に‾、′を記銘 

A：勘こできている B：大体できている C：辞職しない’詳磁を行わなかったj場合は′・■■欄闇りでC掬を消す  

職 横 道 fT の た め の 鎚 準  総力ユニット  

■ 轍 遂 行 の た め の 碁 揮  
鎗カユニット                       A  8  C  A  8  C  

帽    娘行など奄蛙守している   

自らの犠豪富  ■く鸞障と取錮                    こ 譲・勤労嶋を楕                定刻前に剥離している                   羊無稽示・命令の内客を埋崩して縫っている   
ち書耀に取り沌                描や凱＼を持って 馴ノ組んでいる  む厳力）                lただけるよう仕事に取り組んでいる   

斉住鉱く社層の  
一員としての自 薫を持 

って主体  となく 決められた手嶋どおり仕事を峯めている  
‾ついて、他   人に責任を押し付けヂ自分で受け止めている  

的に欄Hか臣遂門 丁る鍍力）  手がけている仕事に全力で取り摘んでいも   
さわしい身だしなみを保っている  

ビジネスマナー ：円≠に職聴を  ‾封し 8薫的な挨拶モきちんと朽っている  

マナーの良い対  遂行丁るために  応 
モ行う敵方  

コミュニケーシヨ  舌・坤ヰ・相絞jをしている  

ン（遇切な自己  立てて相手  
表現・双方向の  Ⅵな留廉や書  鼠遣い 若戴で依縞悼蘭闇消していも  
g思薫週を図る  艦  本的なビジネス・マナーを英日していもー  合える人間朋係を條離しているも  
能力）  事上支障がないよう、必事な関係モ†攣っている，   

の忙しそうな人の仕事を手伝っている 
調性を発∬して  、仲間と仕事や役割を分1卓して協同でむり組んでいる‘  

考えながら チームプレーをIラっている・  

チームワーク（協  なる何帝でぁっても、協力して仕事奇速めている 

雛力）                         ・             （5  して薫嬉指導や仕事のノウハウ提供をしている。  チャレンジ慮詳 （行動力・菓行力 を発揮して■耀 を運行する純力）  「           Ⅷ  ように、作   蒼のエ夫や改■に取り組んでいる・                諸相ほれる前に行動に移している                 よいと思ったことはどんど   るく             柑    未鱈犠の仕事や出しい仕事   自ら申し出ている  f5    ため、録略取得や自己啓発などに取り組んでいる。   
M  Ⅶ  寸して 完成までの見通しを立てて とりかかつている               きには、手妬や必筆なことを浅い出している  

て解雇を発見し  鎗を行った内省  櫓再温点捜して さらによいものにしている   考える力（向上 心・昔求心を持つ                                                         ながら■株を迷 汚する鍍九                 対しても、蕨囲をつぎとめ、再チャレンジしている 生したときに、解決するための対応をとっている▼   

r事務・リービス系登楼】  
く寧朔・サービス  
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A：常にで妻ている B：大体できている C：評価しない ■評価を行わなかった」場合は／〈糾紺 でC償を消す  A：常にで幸ている 8：大体できている C：評価しない「抒価を行わなかった」嶋合は／（斜線）でC桐を消す  

■ 覇 連 行 の た め の 墓 準  自己秤価j企賞辞頭  の た め の 蔓 導  せカユニット  能力ユニット  

i2）     絶できる。   補助作欄  

曙♯溝蝋の  
凍  利用竜の私物を適切に讐狸できも  

1せ  
㈲  利用者の私物汚れ物を適切にせうことがて着る    補助作1  
ミ6〉  壌糞や繊丈に障害がある方と適切にコ三ユニケーションがとれる。  脚俸賞   

q鮭と自立支  

揮の視点で  
行う介践  瀧  撃知症  ケアを堰擁した介囁がで苦る  牒導作1   

ヰ犠作▲   i臨釣な介撃               都  音楽原液、国雄法等のプログラムに参加するも      謡  
ヰ■巾t  を行ううえで  

の舎縫等への  

参加  彿  介璽著の牒痛を予拓丁る介さがで苦ろ。    打率悸暮  
（5）  介慣従妹に携わりながら適切な蜘収集がで舌る。  標準悸纂   
／■1〉  棒勧捧助員を適切に扱うことがでぎる．  ■勤惰簸  

【技術系戦機】  
日繁の豪鳶に封よ丁る法ぬ又は一塊机鎚柑虻ついて書に旦狐疑をもって取り組んでいる 

，  郡1el  

濠守  技術書情理の                                                      正当な壌由なく■稀上知り得た榔密を他に1ゥしたり、濾用したりしない。  抑一帖1             湖   自分のt鳶や■門分野に朗躍丁る巧手閂∬に朗心をもち、日ごろから叫耳趨を馬めている，  釦三18l               準  
H   自らの書門分8における描術的間馴こついて、それらの研究又l‡出発によって  節㌍町          もたらされる地域社食や生き活動への影ゼを捻乱している               喩  托縞分野の填機首又は法的な時事間8I‾ついて自らの仕事に凹■っけて瞳解している  m佃  
抑  安全・項蟻の観点から鮎の■尭・社計に求ぁられさ必実堆掛モ獲翳している，  払t¢1   

廿  自分の 安全指針に 泊った 纂耀遂行              四  自社及び雨風部門の安全規程やマニュアル（不文律を含む）を正礪に把止し、  奴仰． 議毒√j          これを凛守している。               】く2）  榔婁や裏燥糟■竜璧丑整頓丁るなと 島峨を彿発する宇田の尊去毛行っている               （3〉  白身の舶扶層を把難し、文理に半株を抱え込むことなく、どこ蚤ででぞてい  耶－el≦          るか倭上司に報告・ま鑓・相鉄していも。   
（2j  自身の作成したスケジコー鳩をもとに、叢蕎のロス・ムタの戦と輔去奄行っている。  抑鳩1㌻  

瑚  社内・謬円内の定められたスケジュールに沿うて＃精を椎1している  狐祀1j  
蔦葛針■の 作成と虚無の  
追求         の判断を碍ながら渾やかな糞寸応を行っている。                 自己の儀康管理に九をだるとともに 

、体調不良等の離には無捜することなく上  ∋拇う1C†≡          にモの中島している 
珂肯。  

∃（6】   僻しい知韻や強訴の吸収に努め、積極的に情報収集を行っているr   拙t  

川  自部門の集線プロセスの拝錮や杓劃分担を把捜している。  ∋））3t引i  西條輝門との  
‡く2！   仕事の濃め方に慮駄な痛がある場合には、モのま手鼻拷を止めることなく、叫  軒別封   

連携によるt                   瀧の遅行          係割こ欝叩して校何点を解決したうえで兼凝を遂行している                他さ椚の仕事内容を壕解したうえで 

、質問や勤瞥を求められた牡に一書快く紀応している色  

（組繹・コメント）   

2）専門的事項 （′囁福運行のための基準Jごとに、該当する《削こ・こ・を記載）（評価豊壌の出所 

A：常にできている B：大体できている C：評価しない ㌻評価を行わなかった」場合は／ミ餉繕）でC欄を瀬す  

t 絵 遂 行 の た め の 呈 坤  能力ユニット  
・■l  

【預椛・技術に関する推力1  
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7．段階別指導点  

暮逸1，標準カリキュラムの位置づけ蓋蕃  

今回のモデJレ夢兼では、事業主が「実践望人材党戚ンステム」美好に搾して、厚生劣膨大臣認定を空け  

るのに壱、要な「劉l紳の実施計画」を「実践型人椚竣成システムカリキエフム」として全書練絹究坑で作成  

しました．．もちろん、こiIt！ユ奇掌華所が個別にカリキュラムを作成して事業中綿することを妨げるものて  

はあr′ませんか、このモアーしむリキュラムは軍楽認定基準を溜たしたうえ、逓鞘租日で個々の事華所の状  

況に合わせて週間計画に反映させた使用が可能てす。   

なお、「実践望ん君賛成システム」を実施する串業主ヘル支援描菌とLて、rキャリア形成促進助成金．  

がありますで具体的にiま、青学薬所管轄の．隠用・能力開発棟構センター開陳の十キャリア形成助成む鋭礁  

会！に参加のうえ、所‡巨の手続きをとることになります。制塵上可能な限ギ姐‘・つばいJ）助成金を登ける  

にu一 週間計l面の記載にあたt）助成金対語外との誤解キ荘了く、上うな表現をしない′とう拝懲が必夢てデ．  

掴2．訓練方法瑞l  

導入：目的を伝えて習博するための準備をさせること（   

指示‘作業を説明する。苫粟で説明するだけてな∴ 実際にやってみせ′こ。   

適用■繰り返してやらせてみる、、   

評価 教えた結果をみて、補習、潜乳  

上記のポイントを意識して、各段階における蔑サ、見ず、補助的汁溌、削虫ハ・淳、振り返ー）の時間、記  

録等を効果的な週間計面にして組み込みます．  

1海3．段階別指導点のポイント義‡   

1）第1段階…第1適  
地穀内訓練唱二＼時期として、訓練呈の不′だを聴t）隙き、実習指調音を中′山：職員とlリ良好な関倖を   

一ノくることハ 見学、説Rり、話し古いなごが車いこなろ・巳健健吉受グノ概要を埋解し、那掛＼の基4二姿勢   

を確立する、  
釧乱生か介推さ右る杯詳（介遁され仰臥）をすミ∫二とによ一て、Ⅲ用音グ）側に白身を経き、感じ   

る機会を視けるのち見l粟的である。   

2）第2段階‥・第2～4遇  
コミュニケーション関係が比較的可舷な利用者とのふれあいを通じて、巧ノ利間者の理解、②／「獲の   

理念・役割、念介護機農の基本的な役割、せ初歩的な日常生別害沌∫∴ を速成評鬼ヒする√辞意将鳩を   

濫える者菰や、基礎的な面接介護を鉢験する．－  

3）第3段階…第5－7週  
刊用者の個性にく労った二介護内番が心華であることと、一期温する価値観 ‾尊厳と自た支揺j √ノ軋ちを   

埋解すろこと左・課題とする。   

4）舅4段階…第8～10遇  
認知癒の判明者ヘリノ介護を含めた位鮫牒凝とともに、カンプ？レンスや会議へブノ参加機会を設けるリ   

5）弟5段階‥■第11～13週  
他職級とかチームケアであることを意識させ、介護サービス套穀へ丑阻解を深めるまとめみ段階こ   

向けていく   

6）第6段階‥・第14週  
靡粟のまと亘）を行う二 介護帰とし’rの亘酎王と白兎を番識づけろため、指導者㍑カリキュラムでC・指   

導を全般的に操り起り、哩意、彗J我、技簡を総括して評価‾iしる，  

I藩4．第1段階：介護老人保健施設介護技術1（第1過）紺  

●時間数  

、ミ5時間  

●到達日揮  

・老鯉施滋宣1勘顕を把偏し訓練へわ義本革勢を確言寸る。  

●課題  

・実践型／、村民成システムレ）概望ぎ紺1り  

・騒是道心Tノ哩令、概馨誠即  

・栴導宥と山村耐  

・串務声儲き  
・施設眉吾  
、訓練中グハL、構え  

■ 丁・経い字源、感染予防の基本理解と空行  

・報告、連絡、相談の法要性仁）難解と実行  

・日用者nlE】の生活を知る  

・介退職員レ〉1「lの業務を知る  

・職員が多職穣で栴成さ丸ていることを知る  
イ「獲職、ち倫嘲と守秘鶉務を芳拍車デる  
・介≡尊の基本原則を一里解すご－  

●移動・リハビリ  

リハlごり′む隕】ニを見守する  

リハビリ専門職が行う各種個別訓練の横丁を見学する・見学開始前に、必ず訓輝生を紹介して  

利鞘計の了解を得ること。祐介ほ職員に続き，訓練生がみすわ■ら行うように促すこご～各埠爾毛・  

潤しノて、利用者中心の姿勢と訓練生の主体的参加を働きかける配慮が必要であろ。  

，移動補助用具に触れる  

施設にあぞ′リハ！ごり茫き僻、紳助用尽に触れてみる1それらそ使用してのリノ、どりを見学すご一っ  

また、訓練与．が二壁際に使用してみろ  
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●レクリエーション・集団リハ  

・見学する  

・訓妹生わ再思カブセクセムに努如し、自己紹介する  

行事やレクリエーションが、日常生活活性化やり′、ピソ兢款の動機づけにいかに常勤であぶか  

を灘解する。魔穀で準備している多様なレクや集相リヘのプログラムとその意義を職解する．そ  

のなかで個別り′、と楽団リハの遠いと特徴を理財するい  

●記録  

，1日を振り返り、記録すろ  

・海軍職員が適時貞操し、才呂導する  

訓練期間の全授階において、r振り返りと紀軌 は大切てあるィ「振り返りlでは、1■かっ美こ  

とも失敗したことも両方をみることが必要。楷尊者は 訓練生がみずから（よ気づい－こいないかち  

しれないそれらのことを、時には指摘し、ヒントを出してみること．また、発雷の嗣宣自身の考  

えをまとめる意味でも、紀錬することは牒牒であり、訓練生を育てる、ことになる。善くことが苦  

手な訓練生に㍑、一度に多くを求めろことなく、達成感をもてるように、看けたことを励ましな  

がら指導サるり′チ秘詫務、個人情報等の記録に関する法令を知り、注意事項とする。  

●訓練方法  

・指蒋音や先登成熟と終日業務を共にrr・る  

・指導者や先輩撤廃し7）兼務を見学する   

・‾介渾され体軌 他事介助を空ける、おむつをつけて紺き世など）  

・捉－7送りの時間を必ずもつ  

てきるだけ多く利用者の請を聴く  
・以トのことを記録‘き－る   

i望5．崇2段階：介護老人保健施設介劉支術2（第2～4過）要一   

●時間数  

105時間  

●到達白襟  

・繚幾礫洩を整える磨耗を哩崩して取り組める  

・遊離的な直技介護を体験し、説明できる  

●採艶   

・環糞喋焼を渦動こ整えるのに必要な知謀、技碓の習得  

・掃除道具や醗酵蟻等の既用方法の習得  
・リネン交換方法の習得  
・温度、海床等を快適に管現する  

▼利用者の私物帯粗方法の習得  

・⊥和銅者の私物汚れ物の扱いの習得   

・手洗い乎脛、感鵜予防の基本実行   

・聴覚や視覚に障首をもつ利用者への留意点を知り．コミュニケーションをとる  

・拶軌咋助の様子を見学する  
移動介助といってもさまぎまな方法を邁iRしていること、その理由を考えるレ訓練室での様子  

と生活媛軒Fの移動方法、介助について、利用者と介演歌貞の動きを見ながら気ついた点を挙げ  

て・e  

●栄褒と農事   

・老保施設で担供している政争について知る  

計夢掛煎の様子を見るフまた、食事の榛東軋鼠や形穀、陵辱食器、自力摂取の様子、介断つ状  

況、雰囲気など、訓棟生が感じたことを話し合う。哺下の困難な利用者への配風 習ろうの利用  
者の魚群など、通常の様子を見たうえで、話し合う）   

・磯村管理、羽埋、曹群立を執る   
、長巾琴防止について知る  

尉併の見学をする．粥埋職員の練旗菅確、良材管埋、徹袈皆確から、虎中脊を発生させないと  

いう強い者志、等門取とLての貨車を理解する．献立にぉい■rの配慮、栄養ケア？ネジメント、  

食事費兵舎等の活動盾介から、キームでのケアを埋弔する。また、手洗1、の軍輩件を礫解する 

・配嬬などを暴手取する  

食草の種類、摂取状況を配膳や下瀬を‾I■‘ることで臆諾す㌫∴紬級生が配膳鼓りをしないよウに  

見守る。  

●排泄   

・排准の噴璽性を知る  
削絆先にとって他者の排泄物に触れることは、大きなチャレンジてあろうと推測する3 しかし、   

排泄がいかに人間にとって大挙なのかを、文化的、心理的、科学的に理解することで、排泄を人  

間の前の鉦とLて理解できる。   

・老饉雅紀でジノ排泄ケアの理念を哩解する  

心身鶴能に琶三等することが多い排泄烏、個々の利間者に適した方法で掛共されi5必要があるこ  

と㊧理解するっそのためには、排泄状況の観察と自立支援の視点ての援助が大切？あることを理  

解する＝ また、プライバシーを守るなどの韓泄ケアの埋念を埋解するっ   

●更衣・等啓介助   

▼壁衣授助を見草する  

起床時、親藩時、入隊や排泄介助の場面を適レこ把捉援助を見学するジ洋学での細流を賽降の   

場面で確認し、補助的介助の段階で取り入れられるように準備する。衣服もこれまでの′1・三緒智餞  

や個性の穀現として多様であること針哩崩する．   

▲11脂ケア用具の使用方法習得  

笹たきりの利用者や、みずからl：1膣清潔常軌ちできない利用者へのr：1聴ケアにつt・て見学する。  

重た、用具を実際に使用してみる。  

・潟歯の滑津保持方法習得  

義歯の取り外し、滑津官職の実際を見学し、方法を習得す芯。   

●入浴の慧轟・方法  

・入甫の半一臓を見学し喝解する  

入浴は酒滞保持とともに感染予防に効果的であー）、心哩的にもくつろぎや快適をもたらサニと   

を哩解する。また、入浴iま健康状況を締証する機会でもあり、艶脊の早期発見、予防的対応に結  

びつくことを埋解する．  

【l  
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●更衣・整容介助  

・障害と綻衣凄幼鳥偲藩成風ほ  
・豊安くり介助み詔督  

舗i段階でザ′ミ．た口腔ケア、義歯の消常備特古来際に行うく 利間者の障害ヒリハビリの段階に冶  

▼二、た更衣1剰リノと黎髪の介助を字ぷ。寿賀一助陣驚から衣規の選択、伯帝、琶芳に混乱する利用省の  

配衣目立支援、まひ側へ♂ノ〉F軌憲、逆行性鞭柄t7）利昭者∴、‘′．〉揺動など多様な車天授助≠基本を、業  

際のブ「融のなかで指導－デるん また、訓締結殻における利同者17）私杓皆嘲ち法、私物汚れ物の椴t）  

扱い方法を理解する）   

●入浴の慧毛・方法  

・入浴ジノ単組を臭斉し、理解守る  

・棒嗣観察レン軍要件む知る  
・香絶職、介看護職の漣旗㌃ノ必要性を判る  

・水分網最の援助をする  
箪1段隋では見学レベルだったノ、浴の字源をつひとつ］■単に習得できるよう指導’する＝ 利用者  

の心身の状況により入沿方法が変化すること、、7フィバン一に配慮した浴室への選科、痩身億仙、  

打身で可能な行為を促す必要性を理解する′ さらには、転倒防止する環境づくりなども鋸屑する，  

また、入濡緩の水分補給の忠義を知り、実将に行うことで、入浴良耶真のバイクノト≠・エツク、皮  

獅等の仝対鼠撃と処常なと、肴護とノr汚の崇拝漣純正ノ実際を知る。  

●レクリエーション・集団リハ  

・補助的に参加する  
障苦や、利用者耳偏心に沿った‾≠l′7ク∴ラム¢ノ濁択を埋解1rる1指導者は訓完璧生r′捜喋や朽控を  

海将できるプ厄グうムを訓様生と亡羊〉にヤえ1；′．リ，1、ヒリ専門職が行う集団りハに参加し、神助  

す；，′ また、畑野鞋や外部儲朋、ボランデイアが行う倭蘭、生け花 許紫ヲ鋸メ≧、桝r〉紙教室なと  

に参加し、活動の祁肋をする：  

●記録  

・紀録ジ）読み方を郊る  

・施設レ）記録種類、保管方法を知る  

公的二て沓としての紀録のもつ粗大な点呼、彪11ミな保管頚椎を塊解し、坤門桐芹豆をゃぶ。また、  

訓練期間における利用者、ごグノコミワニケーン／ヨンを園り、み‘rも一ら記録して、その後、一利ユ判㈹  

計軋れ一Lイ等の記録を綻んでみる、、  

●訓練方法  
，指導者や先輩職艮の立会いり下‾P補助的に行うニヒと－≠る  

タr言葉グノ慕志こなる二jミ1こナーションを軍役する  

●移動・リハビリ  

・移動紳助悶其の阻主唱と横増方法み習得  
・磨い‾事、の燐冶、租河、行幼時注潜点を埋解する  

・拶軌介助における自立支捜せ切願する  
，片まひ利札葦の歩行介助芳恩宜牒欄  

腫絞出て乾いす恥動′「且りに入れるように、重い▼「J）構冶を放えるほか、′「肋時に起きやす－．、W  

杭を挙げ、ざ主意を僻すナ 隕糾ノ）1姻膵＝1捷位レつ冥1ビしている利明者などを遂げ、杓噂者等の職員  

が見守■5なかで♂）介助とし、徐々に対当ミをロ、けてい・く そうした列氏を消して、利巧】目的や、利  

用者の心算び）胚態によ1）車いすを；よじめとデる移動補助flj臭がi延ばれることを埋無下し．そのうえ  

で施設内で多く戚舛jされている移動補助用呉と、ノ「護職員として法曹すべき蒜庶を曜僻する．  

また、老妹施設のりハヒり妄ま訓顔賓招王冠仁ノも、j）‾7はなく、日常虻．活で行うり′、どりであるこ七  

も理解・「る．そ√ノため、T「汚職員としてみ拶戦所Ⅷノ（車い㌻、歩行）㌫しかたを指導しなければ  

ならないぐ僅学で学んだ移動す「助を其将に行えこように、訓疎生の速成度を見ながら、耕一）返し  

指導する。また、あらルる介助喝而て」ミュニケーションをとろことがいかに大事であろカ」を休  

戦できるよぅに配慮したい√，  

・賓介連番の移動と伝聞〆）リスク埋解  

「ヒヤリ・ハット記録」「事故紀軌 を且せ、移動時の転倒リスクと施設の串賦防止の取り組木  

を示す、拘束をしない介護る1実践していることと、そレ）慮轟針埋隠すむ  

●栄養と食事  

・利用者ごとみ食事形態を埋鰍㌻る  
・医師食事せんの愚妹を理解すろ  
・葉止東銀軍とその1哩由な知る   

■脱脂、■ド傭方法の習得  

・食詣の穐頼、自立支援を哩朋する  

綻口相】収の大切さ、賽濁させるための多くの試，なを触る 利昭者の心身の状ミ兄や月艮粟国窃で栄  

止される霧雨があることや医師飼主軒せんの解説′を空けたうえで、食堂でジ）配慮霧、下欄、お莱往＝ノ  

などに関与・しながら、糾用者ごとの食事形態を知るく，較隅後♯ミニは、訓練生ジ）習得状況に問題が  

ないと評仙のうえで、職員は訓辞先に扱薦の介助で撞垢‖J能な利用苦み食事を担当きせる（一息、ず  

風見括昭の下に行い、利用者のく－スに沿二．〉ているか、軍資て机用者を噂蚤した線的になってい  

るか、利間者は食事を解しめているかなど、振り藩き】しタ〉瞬間をもつ 

また、自力摂取を審易にする工夫（食器の租税、ニテーブルやいすの漣択等∴ 哀別環取状況記録  

滞の意味と記録方法も知る．  

●排泄  

・噂粟とプライバシーへノ）自己膚げ）阻斐性をアU壬  

1排准♂）蔓寧性を知り、間接軋 軽易な′「勒た一ギ）菜呈車重する  

・トイレ誘導、トイレてグ／粁世  

・揮泄用具押隠現と呪ぃ炊い－／‘浩ノ）習得  

プライバシーーと整恥心に配慮した芦かけと4萎的を翠ぷ（揺動時のカ・一一手ニ∴り使用∴排泄物や物  

品の持ら渾びでの工夫、毘気墳瑚、トイレ孟謁噂で7ノ声カ一けなとl。  

ぉむつ交換、協都滴拭（陰部洗浄）、ポータブルトヤレ、沫凝■便器、これらの準勝と接鴫牒芳  

てきる。  

また、掛泄物の使・tqとそレり怠帆 排泄状草色還己録簿J）唐崎と紀錬方iブてを知る。  
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l謹6．第3段階：介護老人保健施設介護技術3（第5～7遇）塵Ⅰ  

●時賦払  

lり5時間  

●到達目標  

・苛廠と自立支援の儀点で直接介護を確壊し、説明てきる  

●採贈  
リハビリやレクリエーショ／の意義合理解する  

，障有高齢春め日常燻ミ満自立度判定義輝を知る   

・謬知癌高齢者の日常生活自立度判定暴挙を知る  
・㌶知症ケアの慈本を知る  

・多職級協働で実施していることを知る  

・介護の総合性、開運性を知る  

●移動・リハビリ  

・軽度者への単独介助  

■生活リハビリの視点、能力の維持と拡大  

・屋外での帝劇介助、生活範囲拡大への介助  

拶兼介助肴安食、安栗に行えるようにリハヒリ専門職からの指導を改めて受ける。利桐老のわ  

を引き出しつつ、糠にかなった介助射することは、介譜隠の脛稲防l上ともなることを礫解する。  

車いす介助、歩行介助で度外に出る際には、屁外ほ賓内との究う温度、通路の按摩、厳追や－㌢憩外の  

事態もあり得るので、利用者の当日の健康状況を見産めるほか、劉闇性への事前の介葦技術相増  

な行うn 外出は鶴呉が同行するなどの諦かい配慮を行い、決して事故を起こさないようにするて．  

ふだんとは洩った塀鳩での活動では、那蹄生が冤づくことは多いはずであり、館噌者は訓練生が利  

用者を愚者ではなく生活者とレぐ乳用二め、老健施設のリハビリや役割を理解するよう指導デる。  

●栄絶と良事  

・軽度者への仏独介助  

・夜半滞規づくりと食欲  

・洪嗜を防ぐ  

・縛ろうの利用者と食寧  
高齢者に多い低栄養と脱水を知り、人間にと・ンて水分が重要であることを改めて科学的に埋解  

する手 そのうえで．脱水の有無¢）簡単な見方を知る。また、峨ド周牲な利用者み水分寝棺が容易  

になる丁未を知り、準備できるようにするとともiこ、健在者への介助が不安なくできるよう指導  

する．  

●排泄  

・排泄方法の選択  

・上手な声も・け方法  
・便秘、下痢等への対応  

1ポータプ7レt、イレ設置方法、清潔管哩  

・おむつ交換補助  

これまで準欄してきた排泄介助を横磯的に行うようにする：捕泄手段の選軋 声かけ、移動、  

偲酎への移乗、衣服の」こげ◆Fろし、排泄介助は多くの総合的な技能を鞄使しなけれはならない，．  

個々の利札訝を知ったうえで基本手技を応用した適切な排泄援助がてきるようにする。また、排  

iぴりi・助時に烏L j申杵宥の様子、排泄物の里、性状．排泄の難度等を磯野し、便秘、下痢等を含め  

串常サインに気づき、磯貝に伝えられるレ′ヘルをめぎす。そのうえで、排泄状況紀輝簿の紀7、か  

で写るようにする。  

おむつ二交換繍朗をしながら、単独介助に蹄える。  

●更衣・整容介助  

・軽度苗への狙独介助  

・重度許への介助紳助  

排泄、入浴等の多くの楊漸で田衣「「肋骨繰り返し娃験することで技能を建議させる〈 偶々の利   

用者の状態を知ー）、心身疲能や生活機能を高めるために効果的な介肋の方法を知る．  

●入浴の憲褒・方法  

・入浴準備  

・浴室案内から更衣介助  

1洗身介助  

・洗髪介助  

・酪械浴凍作方法  

この段階では柄も風連的な入浴介助を実際に行う。機械浴¢）操f平方法を完全に習得てきi；よう  

指導するが、実将に訓練生が行うときには必ず隠艮が立ち会い、邸敬を届こさないように配慮す  

ること。シャワーから熱演が出ていないか、利用者昔ノ姿歩きほ安定しているか、水位は適切か、床   

が転びやサくなっていないかなど四方八方与：目配り、気配りしている先輩職歴から学ぷ。また、  

入浴を拒彗する利用者への塵解、声かけ、介助方igさも考える。  

●レクリエーション・集団リハ  

・口腔体操、各棟体操の未済  
・平作登、活性化プログラム参加コミ．・・，ニケーション  

・多様な1写法でのコミコ．ニケーション  

認知症の利鞘者を中心ヒするアログラムに参加するシ聴覚平喜語、祝兇に搾竃を罰すろ利周章  
とのコミニ～∴ニシーーションを学び、実際に行う．，  

失語症について学び、コミュニケーションをとる。   

●記録  

・紀録の槻荊と利用ち‘法を知る  

カルテだけでなく、リハビリ実施計画蕃などさまざまな記録に日を通す機会をもつく 終車葦折   

童の自立度判定萎準と認知症高齢者の自立度判定基準を知1）、英際の利用者の判定姑累を確認す  

る。  

●訓練方透  

・指導者や先輩職員の指導の下で単独介助も含めて行う  

・確魯、違乳 用談を磯掛ノて指導し、東独介助でのリスクを回避する  

一■  
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●排泄  

・軽度者への排泄介助を単独でできる  
・共瑳等に的確に文∫l応できる  

・利用者の気持ちに心を配り、尊厳を守る対応を学ぶ  

軽度者への介助を単独で行うことが多くなる｝排泄はデリケートな宵みてあ！）、利用者∩気侍  

らに■L・を配った対応ができているか、尊廟を守宣緊幌になっているか、指導者は訓練′上が法事的  

な嘩念を実際の／「推場面で実践できるように見守り、指導する。特に、矢数＼の対応が的碑にな  

されろように、留意するこ⊂．   

●更衣・整啓介助  

・軽度▼霹へのだ衣捜劇沌牒用でできる  
中産度音の更衣ら捜勒を璧けながら汚うり刊周者が－ザ方′三，衣賜等を的併に選択てきるように  

援助－i’る‘自己決定はそらj）ような生活¢′）甜卜縄にぶいて保降されなけれほな三＞ない、  

●入浴の恩義・方法  

・1、丁高時に起き語る事故を知りLrlり程㌻・ニたやグノ尉漕点そ乍11る  

・背後師の処置条務を見学する  
・入浴時ノン観翠、気つきんり天明さを知る  

・入浴に関するケアを行う  
冶培としての7、宕の州血をちつ折癖へノ）1、？省略の下J応与′知る㌧ また、歩行ナ」射招けることにつ  

なんiろこと主ノある■フットケア′を実施するっ  

●レクリエーション・集団リハ  

・リー－で一 々務l、うてみろ  

・利用者に必謝なフセノラム漆脇瀾ほ濁する  
補助的に参ノ旭した訓神主が自信．つもてるプログラムを選択するっ ちちろん、利用座■に肇拡を招  

くようなプLトブうムてあってはならない。選汎 準備、実施、紡ミり返りノ）デべてノ）段階に指牒眉  

は関与し、結果が訓練生の成諷層腐上しで巨＝富につながるよう尊くこ また、新しいプ†Jタラムんつ  

正面立案が利用者のこ－ズに含・つたものかどうか、また美行可能なもこr）か、訓紳′1：の脾寒か多く  

ノ）横転こともに検討され、修正され、豊かな内；寺，二組りとげろ課程を綻敬するここで、職員韓団  

∂．）よさを礫醒「rるり  

●記設  

・公文番としての記録上）膏峠を珊る  

・レヤり・ハ：ソト記録苛■を躇み、関強要頗去に参†甘≠’ろ  

紀錬の保存qミ餌、焼栗時の桂漕煮せ知ろ 多くノ）記録を溌む機会を得こ・ことで∴ 手折鋸㌢苧確誤  

の胤ノ＼情報蚤・知ることにな宕．ノ訓練チi■．に㍑、訓練新聞だけでなく終■r筏も′千路養薄行－あることを  

撤嘩ヲ‾るJ  

●訓練方法   

・多職種の業務に敵わる機会をつくる  
・委員会なとに穿加させる  
・リーダーとメンバーのそかそれ上）嘉墳を潅訳させノ5  

l尋7，築4段階：介護老人保健施設介護技術4（崇8～10過）頓l  

●時間敬  

105時間  

●到達白襟  

・認知症の利同者を儀解する  

・掛挺的な直接介護技術の軌等  

・市郎者と奨、副作用、服用方法、良串この間僻を雲【ほ  

●課題  

・認知症の利用露へのリノ、ビリを知る  

・音楽婿法、回想法、γニマルセラヒーなど老練沌設てのアログラムに季肝㌻る  

・カンファレンスに参加ける  

、カルテなごを読む  

■情報収集めち法を知る  

㌧パイク′レサインの者妹を埋射し，測定ほ細を享ぷ  

介音標音の腰痛を予防‾㌢るイ「綾′をヤぷ  

基礎的な凪接介護技繍戊牒増し、電蓄させる段階てある．）また、指導者は訓練生を新明利潤麿  
の入所時の、吋施1こ同席させるなどして、支援相談負¢）記録、穣討去試での検討内＃こノ、、所咽れ刊  

用者とその家族への対応を指導ナる〔、帽粗服第¢′7さ’法、傾聴することシ倍額阿係る・結ぶにあたり  

いかに大挙てあるか、利鞘呂■を■いL・てこ組成的に業務え二組み立てら′れているここ、報莞、i空路、相  

談外心婁偉を字ぷご また、バイタル汁インれ潮音技欄滝欄潤するここやカンプ′レンスヘぴノ参加  

が新たに訓練計曲に7、ヱ，。  

●移動・リハビリ  

トランスファーレ㌧柁締C二〉習得  

・単独介助可能なⅢ羽音を増やす  

・意訳を呼び起こす声かけを試みる  

トランスワァー了）技摘を使用する斤邁周鵬…ま多い 程度番お・ら今度は中等度嬰骨髄眉甘け用い  

寒漬す‘5段落であり、一けまり、骨折、立位がとれない1判紺青か一≠箋まれる‘、リハビリを稚かるばか  

りてなく、他者に心を閉ぎし、鬼ザえ・ら堰たきり生活を送f）廃同性の機能低下を描く利用者には  

どの土うに市かけし、向き育三＿ばよいわだろうか ′h渚リノ、どりと∴片言業師つ弓弦剖を具体的に難  

解する▲，  

●栄贅と食事  

・せかせず、あわてザ、楽しい食事をめざす  

・むせ込みのある利用者への唇音だを瑚偏する  

装いl食事のための工夫を知る。複式軒ほ▼糾う寄食、烏鷺の牢固′気づlくり、野外での食事会㌻／  

か蘭、噌好調査などを知る．′ 刊用新一▲人ひとりの唄噂九 峨ドカに応じた食事提供があること、  

摂取を助け売ら食形態やとろみのつけ方を知る、むせ‡ムみのぁる利昭霜への食事イ一助卓）行うことに  

なるので、指導者は訓練生かそのここに関する留意点を埋解しているかを確認する）また、現場  

での見守モ′指蝉を魁ることなく一 少しても危棒かあれば介助を中止させることぐ訓練生（′）到達状  

況を見ながら、決して絹甥をしないこと、  
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l肇8．弟5段階：介護老人保健施設介琵技術5（弟11－13遇）箋暮  

●時間数  

l（）5時間  

●到i毛白襟  

・ケア7ランを現解する  

・チームケアで成ることを瑚♯▼J■る  

・斤汚職ルイま捌こ夢j職級鯉純め墾変性をj塑殖㌻る  

●課麹  

・訓讃の穀腋媚であり、訓抒生がこ謎本阻な盟】識、f麦術を習得できたかの擢招が必嬰  

・今後、介葦畷とl＿て働くためJノ釧詳脚聞のまときぅであ！）、挑発人こしての新たな出発でちある  

評価潔で評価を行う。絆肺雫iよ削疎開地時に削娩望ミに手渡して潔く√訓練生iま島唄針㌘自己評  

価を行う、肘掛宥ほ昭眉と【鶉謙のうえ、やはり評価を行う。総括時、訓練立と撒覇者 r撤凝着評  

仰 とで評価の県なる項日について．重点的に据！）鵜りを有h㌧ 月配埴臓へのフォローアご′プの謂  

越せ明確にする．ケアプラニを1件作成サるか，これ；よ芋んできたゾ「確の瑚念、知謙、技術を具体  

的に擬記する作業である‘せ健施設のケアがチームケアであり、イ「謹聴の段割と多吼粗連携の重  

要性を梱滅すろまとめの学習評腰でもある．  

●移動・リハビリ  

・瑠念、知識、挟締を紘摘し、評価する  

●栄贅と農事  

り聴許、知磯、枝村を綻捕L、評価する  

●排泄  

・埋怒、知臥 技術巷・鉢捕■／、評価㌻る  

●筆衣・整容介助  

・理恵、知識、技術を給指し、評価する  

●入浴の欝舞・方法  

・￥l熟、知識、技輔を絵描し、那Ⅷする  

●レクリエーション・集団リハ  

・理念、知猟 技確を紐】射．、評価する  

●蒼己録  

一ケアブラニを1件作成する  

●別棟方法  
暮梅専有が中心になってまとめを行う  
・先聖職農から評頒を得ろ  
・訓練生の点描を文誓にする  

l箸9．第6段帽：介護老人保健施設介護技術6（第14週）夢l   

●時間数   

35時間  

●到達目標  

評価において迫指導がある横合、その風味針瑚解するとともに迫指導を動ナた項目を習得する。  

OJ’1’実施腰間を振り返って、自ら不足を感じる技能、技能、技術の復習   

●課題  

泊指導のある場合は、迫指導と評価を行う 

○・Jll実施轍間を揺り返って、みずカーら不足と感じている技詫、技術の倭習  

長期間にわたった訓練を終えることになる。   

●移動・リハビリ  

OJ′Ⅰ、実施期間を振り返ってのフォローアップ   

●栄羨と食事  
OJT実施潮間を揺り返ってのフォローアップ  

●排泄  

（〕IT実施期間を振り返ってのフ巧ローアップ   

●更衣・整容介助  

CJ■工■実施期間を振り返ってのフォニーアップ   

●入浴の意義・方法   

OJT実施斯間を振り返ってのフォローアップ   

●レクリエーション・集団リハ  

OJT実施期間を揺り返ってのフてlコーアップ  

●記録  

OJT実施期働を揺り返ってのフォローアップ   

●訓練方法  

指導者が中心になってフカ∵ローアップを行う  
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3．評価票による評価   

評価票による評価にあたっては、「職務遂行のための基準」として記載された職務行動を  

基準として、このような職務行動がとられたか否かを判定の基準としてABCの3段階で  

評価する。   

評価は、「中間評価」と「修了評価」の2回を行い、それぞれ「自己評価」と「施設評価」  

の両方を行う。  

4．能力評価のポイント  

（1）「取務遂行のための基本的能力」欄の評価  

・職業に就くにあたって求められる共通的な能力であり、日常の職務行動から評価  

することとなる。  

・具体的な判定は「職務遂行のための基準」に掲げた項目ごとに行う。評価を行う  

時点の直近の職務行動に照らして、「職務遂行のための基準」に掲げた項目が職務  

行動として身についていると判断できる場合、判定は「B：大体できている」また  

は「A：常にできている」となる。「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動に  

関して、常に（おおむね80％程度以上）当該職務行動が見られるまたは当該基準  

より質の高い職務行動が見られる場合、判定は「A：常にできている」となる。「職  

務遂行のための基準」に掲げた職務行動が見られない場合または見られても頻度  

が低い（おおむね20％未満）場合、判定は「Cニ評価しない」となる。  

・新卒者の場合、社会人としてどのようなことが評価になるのかわからない場合が  

あるので、訓練開始時に施設の規則やルールを説明するとともに、必要があれば、  

接遇では「介護福祉スタッフのマナー基本テキスト」（日本能率協会マネジメント  

センター発行）等の新人研修用の書籍をテキストとして利用し、施設として規範  

を示した後に評価を行うことが望ましい。  

（2）「技能・技術に関する能力一基本的事項」欄の評価  

・職務の遂行にあたって必要な能力のうち基本的、汎用的、共通的な能力であり、  

基本的スキルや取り組み姿勢についての「職務遂行のための基準」である。評価  

を行う時点は直近の時点であり、その時点までの訓練成果を判定することとする。  

・具体的な判定については「職務遂行のための基本的能力」欄の評価を参照。   

・全老健編集の「介護老人保健施設で働くあなたに入門編」（厚生科学研究所発行）  

などを用い、基本用語等の知識習得状況について、定期的に確認を行う。  

（3）「技能・技術に関する能力一書門的事項」欄の評価   

・職務の遂行にあたって必要な能力のうち専門的な能力であり、訓練職務ごとに設  

定される能力についての「職務遂行のための基準」である。評価を行う時点は直  

近の時点であり、その時点までの訓練成果を判定することとする。  

第4章 実践型人材養成システム介護老人保健施設介護職  

養成コース能力評価マニュアル  

1．能力評価票について   

能力評価粟の一例として、内閣府が「人材育成戦略」の観点から作成したジョブ・カー  

ドが挙げられる（38貢参照）。   

ジョブ・カードは総括表、職務経歴、学習歴・訓練歴、免許・取得資格、キャリアシー  

ト、評価シートで構成されるツールである。ジョブ・カード制度では職業能力形成プログ  

ラム（①施設が実施主体の「有期実習型訓練」、「実践型人材養成システム」と②教育訓練  

機関または施設が実施主体の「日本版デュアルシステム（委託型）」、「企業実習先行型訓練  

システム（仕事おためし訓練コース）」の4種類）と呼ばれる「施設における実習（OJT）」  

と「教育訓練機関等での座学（OFF－JT）」を組み合わせた実践的な職業訓練を行い、  

介護の担い手の育成をする。ジョブ・カードの「評価シート」は、この職業訓練時におい  

て施設がその評価をする際に使用する。   

ジョブ・カード制度を活用することで、施設は国からキャリア形成促進助成金と呼ばれ  

る助成を受けることができる。助成制度を利用する際に必要とされる「公的書類の一部」  

として「評価シート」は使用できるため、本事業においては平成20年度から評価票を変更  

し、能力評価稟はジョブ・カードの「評価シート」を採用している。  

2．評価にあたっての留意点   

実践型人材養成システム介護老人保健施設介護職養成コースの能力評価は、「実践型人材  

養成システム 介護老人保健施設介護職養成コース OJT実施の手引き」の38頁の評価  

稟によって行うが、介護サービスは、モノを作るとかプログラムを作成するといった形が  

残るものではないので、評価の方法は訓練担当者の観察による評価方法を採用している。   

観察による評価であるので、評価者は次の点に留意されたい。  

① 今回の訓練生は、基本的に新卒者を対象としたことから、評価の際は、社会人経験が   

ないということを念頭におく。  

② チームケアの職場であることから、訓練にかかわる他の職員からも、評価に対し意見  

を聴取する。  

③ OJTの実施中、追指導を要する（苦手な）項目があらかじめ確認できる場合は、評   

価時でなくとも、前もって重点的に指導を行う。  
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具体的な判定については「職務遂行のための基本的能力」欄の評価を参風っ  

履修形態が、一連の業務を指導を受けながら単独で実施する「標準作業」なのか、  

一連の業務を指導を受けながら共同で実施する「共同作業」なのか、一部の作業  

を体験的に実施する「体験作業」なのか、業務の準備・後片づけといった「補助  

翼務Jなのかといった点に留意し、評価を行う。  

第5章 実践聖人材養成システムにこれから取り組む方々  

のために  

1．実践聖人材養成システムの注意点   

平成20年度実践型人材養成システム普及のための地域モデ／レ事業を実施し、その反省   

点を踏まえ、次頁以降にモデルカリキュラムおよび申請様式の記載のひな形を例示した。   

カリキュラム上で見直すべき大きな問題となったことは、4月採用の新人職員が1週間   

足らずでヘルパー2級のOFF－JTに出してしまったことにあった。   

施設との人間関係ができないうえに、慣れない環境での1カ月間の研修で、携帯電話を   

使いフォローアップを試みた施設もあったが、現実的には脱落者を出してしまった。この   

反省に立ち、このあとに示す申請書類等のモデル様式では、1カ月間は施設でのOJTを   

実施し5月にヘルパー2級のOFF・JT等の配慮を行った。このほか、OFF・JT部分をシン   

プルにするため、カリキュラム上、全老健が行うOFf－・JT部分10時間は割愛している。   

また、制度上やむを得ない部分もあるが、対象を15歳以上35歳末満としているため、   

希望者がいても年齢制限ではねられるケースがあったが、これは巻末に記載する同じジョ   

ブ・カードを使った「有期実習型訓練制度」の6カ月版を併用することにより、年齢制限   

の問題はかなりの緩和が期待できる。   

カリキュラムとは直接関連しないが、参加施設からは一様に訓練生はメンタル的な部分   

で弱いのではないかとの指摘があり、訓練生を受け入れていく際、「介護従事者のストレ   

ス対策BOOK」（介護労働安定センター発行）等のメンタルケアの図書を参考にメンタル   

ケアの体制を整えておく必要があるだろう。   

2．実践型人材養成システムにおける課題   

実践型人材養成システムの唯一の課歴として残るのが、「ヘルパー2級のOFF・JT教育  

機軌の確保である。モデル事業では介護労働安定センターに「ヘルパー2級のOFf－・JT」  

をお願いした。本来、ヘルパー2扱が取得できる教育機関であればどこでも、「ヘルパー2  

級のOFf’・JT教育機関」となり得る。   

しかしながら、教育機関側としては一定数の人数が集まらなければ採算が合わないため、  

最低人数の確保をOJTを実施する施設に求めることとなる。およそ20人が最低人数とい  

われているが、これを一施設で確保することは難しレ†。   

実践型人材養成システムはOFF・JTを教育機関に依頼することが前提となるため、この  

人数を集めることが、OJTを実施する施設にとって実践型人材養成システムに取り組む際  

の最大のネックとなっている。いまのところ、実践型人材養成システムを採用する施設ど  

うしが協力し合って、人数をまとめるというのが現実的選択肢となっている。  
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3．今後に向けて   

今現時点で、少子高齢化の進行を阻む有効なすべはなく、介護福祉士養成校も定員割れ  

の一途をたどっており、みずからの手で介護職員の養成をしていかなければならなくなる   

ことは間違いない。   

実践型人材養成システムで課題となっている「ヘルパー2級のOFF・JT」については、  

今回のモデル事業参加施設からも通信教育での承認を求める声があるとともに、通信教育  

が承認されれば、ほぼ事業所の意思だけで実践型人材養成システムを導入することが可能  

になるので、今後、実践型人材養成システムの普及のために制度が緩和されることを望み  

たい。   

このあとに掲載している、申請関係のモデル様式は厚生労働省に確認済みのものである  

ので、ぜひ、提携教育機関を見つけていただき、助成金があるうちに、みずからの介護職  

員養成システムをつくり上げて、理想のケアを捏供することのできる体制づくりをお願い  

するしだいである。  

■各種書類  

OJT日誌  
介護者人保健施設  

参考  

厚生労働大臣による認定を受けた実践聖人材育成システムによる訓練を実施する事業主  

が受給できるキャリア形成促進助成金（訓練等支援給付金）  

ア OJTの実施時間に応じ、1人1時間当たり600円を支給。   

イ OFF－JTについて事業主が支払った貸金および訓練経費について助成。  

（助成率：中小企業4分の3、大企業3分の2）   

ク ジョブ・カード制度による職業能力の評価を実施する場合、1人当たり 4，880円  

を支給。   

ェ 対象者に対して、キャリア・コンサルティングを受けさせる事業主について   

・外部機関等へ委託した場合、委託費等の2分の1を助成   

・企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合、15万円を支給   

・キャリア・コンサルティング実施期間中に支払った賃金について助成（助成率：  

中小企業2分の1、大企業3分の1）  
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畢琴型Å材連座嘩嘩革   

が受ける釆鋳型人材彼成システム似下「訓軌という，〉を釆施する間の牒  

実 習 日 誌  

用関係についての労働条件慢、以下のとおりとする。  

l．登用の潮間、場所、従解すペ尊楽勝の内容琴   

（1）兼用の期間  

開始日 平成  年  月  日  

口終了日 平成  年  月  日／ □届用期間ほ定めない   

（2）政策等の場所  

（挙来所名）  

（8）従秘すペき築務の内容  

（所在地）  

2，始凝、終来の時刻、休憩時閣、所定外労働の有料こ関する謳項   

（1〉始発、終業の時刻  

油菜（ 時 分〉  終梁（ 時 分）   

（2）維鰍時間  

（）分  

はト所慮外労惚の有無  

（有・頸）  

3，体担 僻細は、終凝規則弟  粂による）  

定例日：軽溜  曜日、欝民の祝8、その他（  ）  

非鹿例日；邁■月当たり  臥その飽（  ）   

4．休職（詳細は、終莱規則弟  魚による）   

く1）年次有給休職  

ぢケ月経級勤臆した歯合→   芦  

凝蹴勤務6ケ月以内の年次有給休噸（有■無）→  ケ月経過で 日   

ほ）その他の休暇  

有給（  ）  

無給（  ）  

※実習施設等種別を記入すること  
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9．社会保険琴  

（1）社食保険の加入状況  

（厚生年金 健康保険 厚生年金基金、その他（  

（幻 常用保険の適用（有一熊）  

は）訓練やまたは適所・通勤途上に本人が扱った災審に係る簸験  

イ OJT実施時こ労災保険  

口 教育訓練機朋における訓練（学習時）爽施噂、移軌時；  

□民瀾の横暴保険  口労災保紋 口なし  

なお、民間の渦凝保険の保険料については、□釧幼生負担 日当社負担  

（4）その他（  j  

5、貸金   

（1）基本貸金  

（  円／時間給、日給、月給）  

紹）請手当の有無、顧、針詳方法  

（  寧当  円／浄罪方法：  

（  苧当  円／酢勢方法：  

（  手当  J・当／ぎト算方泣：  

は上野定時聞外、体P又は深夜労倣に対して支払われる紬哲貸金率  

イ 所定時間外 法定題（ ト％、所定逓（）％  

ロ 休日 法定休蔓1（  ）％、法定外休日（  〉 ％  

ハ 深夜（ ）％  

（4）償金締切日（基本償金）毎月  日   

（5）労金支払日（基本食金）絃月  日  

（6）その他  

労使協定に基づく貸金支払時の控除（灘、有（  

昇 給（時間尊  

貨阜（有（時i拘  月、金筋撃  

退焼金（有（時期、金額等  

6．訓練に閲する秘項  

郡】純に関する事項については、別途締腐する  

r奨践型人材養成システムに基づく剃掛和軋 による  

ユ0．腰用契約内容変更時の扱いについて  

この確用契糾ま、即11純生本人と当社の合澄により変登することができる．  

11．訓練生の遵守事項  

剋境線生は、l取務及び訓練の枠組みにおいて与えられた裸頓に璃蝕するとともに、  

当社における服務娩雑及び宿将風の摘示を遵守し、訓練上知り得た企渡、取引  

先等にかかわる秘密を他に漏らさない。  

12．その他  

本契約に定めていない啓項については、就業規則による寧  

＝  

）  

）、額）  

）、無）  

7．お嘩挽終了後の磁用に閑する解明（有期登用率約の場合のみ）  

調練期間終了後の凝用については、  

ロ家綱酎糾郡終了後の凝用については当社と訓練生との間で協議の上決意する。  

ロ訓練騰了時の能力評備により離放生が訓練修了の瓢定を得た脇合には、当姓は  

訓練生を正社負として席用する。  

8．退職に関する挙項  

自己都合退馳の孝統（適職サる  日以上前に届け出ること）  

解滞の謡由及び苧絨  

就業規則節  轟きこよる  

（所在地  
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様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）（第1面）  襲車型人材養成瑚訓腰繋型  

（以下、甲という．）と、  （以下、乙という。）ほ、   
認  定  

実施計画  
変更認定  

申請書  
異縫製人材飯盛システムに蕊づく訓練を行うに当たり、下記の内扁により光施サることに   

ついて合意する．  

2甲及び乙は、本契約に基づくそれぞれの偵務を誠実に鷹狩しなければなちない魯  

3本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協哉のよ、処理をする。  

紀  

1．鯛廠の期間、場所、誹憂練を実施する偽種等  

（l）馴繰の期間  

開始日 平成  年  月  日  

終了日 平成  年  月  日   

（幻 訓練の場所  

平成加年＿月＿日  

厚生労働大臣 殿  

申請者 事業主の氏名又は名称 00法人00会（雇用保険を掛けてい  
る事業所名）  

（法人の場合）代表者の氏名  事業所代表者の役職 00 0  
0  印  

住所   00県00市00町OT目○号○番地  
電話番号 000－000－0000   

1職業能力開発促進法第26粂の3第1項の認定を受けたいので、下記のとお   

り申請します。  

炎習等；  

学習等：  

（3）訓練を突施する職種・鯛妹分野  

（げ硝三池  

（所在地  

（4）訓練カリキュラム及び修丁時の評伍方法  

2．訓練（学習）期間中の待避   

（1）業務との関連；□乗務命令  口自己啓発  

紹）学 費  ：□甲負担  口乙斜線  

＝ロその他（甲 潮、乙 働）  

は）交遊録  □甲負担  臼乙負担  

り）その他  

8．訓練期間中の指導陣制  

恥経絡瑠組当帝：   

頑．訓練契約内容変更時の敬いについて  

この訓練契約の内容は、甲と乙の合造により変資することができる。  

記  

第1 実習併用職業訓練の概要   
（1）実習併用職業訓練の概要  

①実習併用職業訓練の期間  
平成飢年」月⊥日 ～ 平成飢年＿且月旦虹日  

②実習併用職業訓練を行う上で必要となる実習及び講習を実施する期間  
室盛＿年＿月＿日 ～ 軋年＿月＿日  

③実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総  
時間数  
630時間   

（2）実習等の概要  

①実習等を実施する事業所の名称  
00法人00会 介護老人保健施m  

②実習等を実施する事業所の所在地  
00県00市00町OT目○号○番地  

③実習等を実施する事業所の電話番号  
000－000－0000  

（所ね三地  
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様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）（第2面）  

④実習等の時間数  
ア）業務の遂行の課程内で行われる職業訓練の時間数：490時間  

イ）ア）を行う上で必要となる実習の時間数：  時間   

（3）座学等の概要  

①座学等を実施する教育訓練機関の名称  
ア）00法m  

②座学等を実施する教育訓練機関の所在地  
ア）00県00市00町OT目○号○番地  

③座学等を実施する教育訓練機関の電話番号  ア）000－Om  
④座学等の時間数  

ア）職業能力開発促進法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練  

又は教育訓練の時間数：1叩時間  

イ）ア）を行う上で必要となる実習及び講習の時間数：  時間   

第2 実習併用職業訓練の対象者（第3面記載すること。）  

第3面のとおり。   

第3 職業能力の評価の方法   
（1）ホームヘルパー2級の取得（OFF－JT）   
（2）ジョブカード〔評価シート〕をもって評価する。（OJT）   

第4 訓練を担当する者   

（1）訓練を担当する者の氏名  

00 00（介護老人保健施設0000 役職000）   
（2）連絡先電話番号  

000－○（⊃○－0000  

様式第七号（第三十五条の五、第三十五条の八関係）（第3面）  

実習併用職業訓練の対象者氏名   生年月日   年 齢  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳  

年  月  日生   歳   

第5 備考  
以上  
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祖  
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実践型人材養成システム実施計画  

1訓練コース名 介護老人保健施設介護職員養成コース   

2 教育訓練実施機関 実習等（OJT）00法人00会介護老人保健施設O  

PpO  
（OFF－JT）00法00  

3 教育訓練期間 平成21年4月1日～平成21年9月30日  

4 教育訓練時間 620時間  うちOJT  490時間  

OFF－JT 130時間  

5 訓練対象者  人  

6 教育訓練目標  

介護老人保健施設において介護サービスを提供する際に、従事者に必要な   

基礎知識と技能を習得させ、将来、当施設の介護における中核となる人物を   

育成する。  

7 座学等及び実習等で習得する技能並びにこれに関する知識又は職務の範囲  

座学等により介護技術に係るホームヘルパー2級を習得しうる基本的技能   

及び知識を習得し、その上にたって、介護老人保健施設で提供する介護サー   

ビスに係る実践的な技能及び知識を習得する。  

8 教育訓練カリキュラム  

別添1のとおり  

9 訓練計画予定  

別添2のとおり  

10 職業能力の評価の方法   

ホームヘルパー2級の取得及びジョブカード〔評価シート〕（評価の出所：   

実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業により作成した評価基   

準）  

作成担当 社団法人全国老人保健施設協会 常務理事 平川博之  

00法人00000 役職000 氏名00 00  
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家事援助の方法   生活援助の目的及び機能と基本原則、生活援助の方法、生  4  
活援助における自立支捷、高齢者及び障書手（児）と兼暮、食  
生活のあり方、調理方法の基本的な理解、高齢者及び陣青春  
（児）への調理技術、糖尿病及び高脂血症奪に対する特別  
食、食品の保存t理、ゴミの始末、調理器具及び食器等の衡  
生管理、高齢者及び陣青書（児）と被乱伐適な室内環境と融  
全管理  

相談援助とケア断面の方法   ケアマネジメントの視点と方法、介捜保険制度における居宅介  4  
護支援の理解、相談援助の目的及び機能と基本原則、情報  

学  の収集とニーズの発見、業務におけるケア計画の方法、採肋  
内容の見止しの視点と手続き  

科                                                                          医学のさ礎知碓】   日常的な病気の基礎知雄と予防・対処方法、健康チェックとバ  3  
イタルサイン、芯齢看に多い訴えとその対処方法、感染症の  
理解と予防  
身体の観察、薬の飲ませ方と保管、医療的な処t   3  

リハビリテーション医療の基礎知識  リハビリテーション医療の意義と役割、リハビリテーション医療  2  
の概要、訪問リハビリテーションスタッフとの連携の進め方  

学科封 58時間  
‖ 岳   

等  のディスカッション  

0  脛痛の予防等援助者の健康管理、移動・歩行の介性他   ¢  
F  

F  ベッドメイキングの方法、衣服・着脱の介護 他   6  

ス ロ  ム  身体の清潔、入浴の介護 他   6  

の  
内  排泄・尿失禁の介護 緊急時対応法 他   6  

容   
基本介技技術 5   食事の介護、介護の心檎え（まとめ〉   6  

習   
術   のサービス提供目標の設定と肋間介護計画の作成、記録の  

書き方、サービス提供責任者への報告・相談のしかた、事例  
等  報告のまとめ方  

レクリエーション体験学習   レクリエーションの視点とプログラム、高齢者及び障害者を対  3  
1とするレクレーションの休験字音  

介護実習   介捜保険施設サービス提供現場での実習の視点、介護老人  l 16  
保健施設について  

ホームヘルプサービス同行訪問  同行訪問の視点、利用者のニーズに対応したサービスの提供  8  

在宅サービス提供現欄見学   在宅サービス提供現場での実習の視点、退所リハビリテー  8  
ションについて  

演習計 72時Ⅷ  
OFF－JT（教育訓練機関）小計130時Ⅶ  

実践聖人材養成システム合計 620時Ⅶ   

教育苫Il績カリキュラム   

訓練コース名  介護老人保健施儀介護職壬成コース   

書榛名又は教科名  牡務又は教科の内容   時Ⅶ  
介雄老人保健施設介性技術1   介檀老人保健施設の概要の理解と介捜のさ本姿勢の習得  35  

介護老人保健施戯介護技術2   生活の増としての慮暮環境を整える壬iの理解と羊礎的なせ  
捷介雄（移動、食事、排泄、更衣、入浴等）の体麟   

介櫨老人保健施設介性技術3   】05       キ鮭と自立支離お頭点からのⅧ接介杜（移動、食事、排泄、  
更衣、入浴等）の体験  

認知症利用者の理解と基礎的な虹捷介（移臥食事、  105臣  
泄∴更衣、入浴専）技術の習得及び稟の服用ゐ方法、副作用  

係の瑠ゼ  
吏ナーす→■との闇  
の基礎的な直接介護（移動、食事、排泄、更衣、入浴等）の晋  
j経と緊急鮪対応の■辞世   

1 L  評価時点での追指導項巨やOJT実施期間を撮り返ってのフオ  
ローアップ   

OJT計 4gO時間  
福祉理念とケアサービスの意蓋  00しの向上、ノーマライゼーション、自立支丑など各分野に共  

通する主流理念   
サービス捷供の基本禎点   豊かな人間観、他者理解と共感、自立支捷、利用者の自己決  

定   

実  高齢者保健福祉の制度とサービス  高齢者保健福祉の背景と動向、高齢者保せ福祉の制度と サービスの理解、医療福祉・年金・生活保護制度、住宅施策  3l   
践  その他高齢者保健福祉に関する制度及び施策、高齢者及び   
型  障害者の人権擁護システム  
人 材  
暮  障害別特徴、障害者（児）福祉の背tと動向、陣著者（児）福  

庇  祉（身体陣書、知的障書、精神陣書、難病）の制度サービス   

シ  ホームヘルプサービス概論   ホームヘルプサービスの社会的役割、ホームヘルプサービス  団   
ス  の制度と業務内容、介護サービス情報の公表、巡回ホームヘ   
丁  ルプサービスの理解、チームケアの必要性と理解、地ヰ包括   
ム  

産   
支援センター等の関違機関との連携近隣ボランティアとの   

内  学 蠣   ホームヘルパーの書業倫理  
容  

ホ   ル  2  
祉業務従事者としての倫理、サービス提供における利用者の  

学  人権のヰ董、プライバシーの保捜等  

障書・疾病の理解  8  

F  科  神障害、脳性麻痺及び脊髄損≠等による肢体不自由、知的  
陣書、てんかん、視覚障害及び聴賞陣書、心機能障書などの  

J  内蔵陣書、高血圧、糖尿病、介護保険制度における特定疾病  
丁  の】腋薯  

高齢者、障害者（児）の心理   高齢毒、障害者（児）の心理   3  

高齢者、障害者（児）等の手旗の理解  手旗の役割と機能、高齢者及び障害者（児）の手旗のストレ  
ス、手旗に対するアセスメントの方法、平族とのコミュニケー  
ションと援助、一人親家庭の1哩解   

介護概論   介護の日的及び機能と基本原則、介護ニーズと基本的対応、  
在宅介護におけるリハビリテーションの視点、リハビリテーシヨ  
ン介護とは、介護者の健康せ理、ターミナルケアの考え方   

介護事例検討   高齢者介護の特徴と留意点、障害者介護の特徴と留意点、陣  
書児介護の特徴と留意点   

住宅・福祉用具に関する知識   生活行動と生活空臥在宅介護における住宅の役割と機能、  
快適尤室内環境、防災専の安全管理、住宅改儀のポイントと  
事例、福祉用具の役割と利用に関する知雛、主な福祉用異の  
種類と機能・使用法に関する知抜、介護保険制度上の福祉用  
具貸与・購入費   

※OJT詳細カリキュラムは別紙参照  
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クー烏■  実践聖人材養成システムOJTカリキュラム  里人Mt凡じこ′＜丁⊥ヽUJl刀りキュフ⊥ヽ   

介■竃人員t▲敗介杜扶鞭▲（■8－10暮）    介甘薯人優■義政介書技♯引責Il－†】■）  介■老人侵t暮蝕介1捜書引責t11）   

■州徽   1061■■l   106嶋朋   3ち鴫Ⅶ   

・控知虚の利用手篭t蠣する   ・ケナフランを聯丁る   ・絆すにおいて、遥搾■がある書食モの暮♯著t蠣す  

・暮書的な1繍介■技績モー書   ・チームケアであること舌t蠣ナる   とともに遭欄■書貴けた1日書t■ナろ．  
到遍目■                ・嘉■■と1．劃作用、且用方法、暮事との■曝書知  ・介■■のR■と事■1ヰ擁の1暮色モ1■ナも  ・OJT稟▲欄間を暮り蓋って、自ら不足著■じる機能、  

・ノ′■＝■ ■＝一、   
■t  ・巳知さの方へのリハビリf知る   

技t、往♯のt▼  
・≠■1鱒の■であり．■■生が暮事的な知■、技♯  ・追給書のぁる■倉は、▲穐専と■書奮斤う．  

・書t■止、匝書法、丁こマルセラピー■電■での  tけで書たかの七緒が必事   

プログラムに●加する   
・hJT羊穐期州モ簸り遍って、由ら不足と■じている技  

・カンフ丁レンスに●加すも  
・す瞳．介■■として■くためのp■期朋のまとめで  捜犠の■書  

・カルテ■を鋏む  
■事人としての書たな出先でもある   

・憎t収霊の方法f知も  

リくイケルサイン¢霊ヰ盲■擁し、薯足技拷薯攣ぶ  
・介群書の■痛蓋防止ナる介■t事ぷ  

捧む・  ・t重、知暮．技鞭を総括し、辞書ナる   
リハビリ   ・OJT手九期蘭を■り逼ってのフォローアップ   

・暮書を呼び8こナ■かけを試みる  

・生羞リハビリと介■書の畏れをt蠣ナも  

輩義と  
霊■   ・…■れH壬書リiってのフォローアップ   

♯遭  ・畦虚tへの繍灘介助童■♯ででせる  ・t書、知■、杜絶を雛棒し，騨■ナも   
・失■事に的礪に対応で蕾も  

・OJT稟旛れ叫を▲り毛ってのフォロー丁ップ   

・利用暮の九拝ちに心をモり、■■肴守る対応奮事ぶ  

王衣・  
暮書介助   ・t量、知■、技縮を牡穂し、騨雷する   ・OJT事ヰれ間を暮り逼ってのフォローアップ   

入港の  
暮■・方法   ・OJT女▲鵜川モ暮りiってのフォロー7ツフ   

・■■■の血義■書書1事丁る  

・入慈鴫の1書、暮づ書の大切さを知る  

・人乳こ■ナるケア壬行う   

レクリ1－シ■ン  ・t電∴知■、技簡を牡枯し、■■ナる   

・暮団り′   ・OJT実▲れ剛毛嘉りiってのフォローアップ   

t■  ・公文書としてのE書の暮曝を知も  

・ひやり・lわと記■事書換み、H逢壬1貪lこ●加ナも   
・ケアブラン壬1件作成する   ・昭▲欄間を暮りiってのフォロー7ツフ   

刊■方建  ・穐■暮が中心になってfとめを行う  
・婁▲■■に攣血させる  ・檜礪義が中心になってフォ8一アップ瞥行う  

・彙暮■■から騨■を■る  
・リーダーとメン／く－のそれぞれの立■を纏暮させも    ・削牡生の牡穂を文事にする   

介■七人曝t▲毅介■技★1（■1暮）  介■主人瞬■▲鰍介暮技鞘2（■之－■1）  介■士人書■暮栓介鷹技輌ユ（★5－7暮）   

■間■   35■M   1061I蘭   106，IM   

■lt■●  ・電■鴬野の暮tfた1し   ・■義■壇を暮える暮暮奮書離して取り組める  ・書▲と白土王■の複貞で1樺介■書体●し、  
■■への暮手蔓II書ヰ立ナる   ・暮i的な暮謙介■主体●し、説明できる   説明できる   

書且  ・舶型人材義貞システムt暮鋭■   ・徽暮斗♯モオ粛に暮1もに必嘉な知■、  ・リハビリやレクリエーションのt■モ謝する  
・■■の1竃、t■艶明   技♯モー■   ・■書嘉■事の8★生活自立生れ定暮攣を  

・穐署書との対面   ・   －・  仙 ＝＝ ■   知る  
・事義手托蕾   ・リネン交■方まの■★   ・R知癒暮｛事の8傭生活自立度明文■■  
・▲■1攣   ・11、i慶事モ快遍にt■丁る   婁知庵  
・■■中の心■え   ・利用■の払牡tl方法t■   ・才知症ケ▼の■本を知る  
・手洗い手■、■虫干筋の暮暮■♯と実行  t利用暮のも■汚れ■の敵いt■   ・事暮■協■で大嶋していることを知る  
・t書．1片、欄■の▲事性の斗♯と実行  ・手洗い手■．●虫干肪の暮事実行   ・介丘の暮食性．■暮性奮知る  

・q用暮の1日の生活藍知る   ・■暮や襖tlこ陣▼書籍つ方への■暮貞モ  

・介書Il■の18の暮さf知る  知り、コbニケーションfとる   

・■■が事■書で事成されていることモ知る  
・介■■の●1と守b■轟書棚ナる  
・介■の暮木∬■姥■靡ナも  

●■十  ・リハビリの躊千fl事する   ・移q繊蝕用1の牡鰯と鐘用方法■禅   ・8度曽への1且介助   

リハビリ  ・瞥■1助用■にふれも   ・1♯子の■遣、繍1、介助疇注暮貞の■♯  ・生諸リハビリの複貞、能力の1持と拡大  
・蓼■介助の様子fl事ナる   ・捧坤介助における自立支線のt鼻   ・t外での■■介覿生青嶋鶴拡大への  

・片鼻書利用竃の歩行介助方法書生蠣  介助   
・暮介t■の尊屯と転●l事のリスクをt鴨  

巣暮と  ・重■で提供している食事について知る  ・利用雪ごとの食事秒■電■♯   二i  ・  ・   
1●  ・暮材t■．■t、廿立手知る   ・島■■事義の暮ヰi■■   一義●1■づくりと暮せ  

・食中毒防止につて知る   ・■止1晶響とモのt由モ知る   ・■■書防ぐ  
・モ■■を縫◆ナる   ・F■下■方法書得  ・■ろうの利用■と義事   

・▲響の■■、邑立支■をt解  

繍灘  ・繍＃の1霊性を知る   ・尊▲とプライバシーへのElの1手性を知る  ・繍灘方まの暮択  
・毒■▲杜での繍膚ケアの1量暮t蠣する  ・捧薫の一事性モ知り．間繚的、8■な介助  ・上手な■カ＼け方虚  

から暮■ナる   ・便♯、下■▼への＃応  

・トイレ疇書」イレでの緋激  
・繍遭用■の橿撃と取り敵い方法℡岬   ■－  、▲ L  ＝  

・オムツ文糾也   

王褒・  ・責衣介助モ1事する   ・■書と量衣櫨助の暮事モ知る   ・■鷹暮への鵬介助   
暮●介■  ・口丘ケア用■の仕用方法▼♯  ・憂義の介働喧t綱   ・1度暮への介鵬助   

・●■の滑よ傭糟方法甘■  

入湛の  ・入港の手鼠を1攣し1★ナる   ・入港の手傷喜1零し、1■する   ・入j讐攣■   

t義・方ま  ・体膿t▼の1蔓性蓋知る   ・藩主藁内から王凄介助  
・■す暮、介丘■のヰ濃の必▼性を知る   ・洗■介助  
・水分社♯¢櫨助手ナる   ・漉董介助  

・也■浴■惰方法   

レクリ1－シiン  ・1亨ナも   ・■肋的に●加ナる   ・口慮捧■、曇■体■の美濃   
・■眉lリハ  ・■繍生の■暮なプログラムに●加し  ・手作嘉、着せ化プログラム●加  

自己紹介  コミュニケーシiン  

・蓼★な方式でのコミュニケーション   

E鐘  ・18モふりかえり、妃蜂する   ・E饉の読み方吉知る   ・紀鐘のtヰと綱用方法を知る  

・播導l■■が遭陣点牡し、指導する   ・穐股の妃録穫攣、侵t方法を知る   

飢さ方式  ・指導■や先暮■▲と繊8暮鞠モ共にする  ・指導書や先暮■▲の立会いのもとで   ・楕■書や先輩■■の指事のもとで暮独  
・抽斗■や先竃■■の暮離艦1ナナる  介助も書めて行う  
・介すされ体■   

（暮事介助き貴ける．オムツーつけて麟瀧■）  
・■舎．暮■．相■tt圧して楕■し、■■  

介助でのリスクt内暮ナる   
・ふりかえりのヰ蘭暮¢丁♯つ  
・で替るだけ■く利用暮の鈷モ暮く  
・モれらモE■ナる   
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暮 苓拗実習壁掛‡練の対象者及び澤用方法  

錐莞な人劉の確保のた軋新たに雇い入れて調練を翼施する牛舎く農務蜜）や．軟に雇用し  
ている鐘社内のパヰ労畿警鞘の非正規労攣着を正社員化する欝などに納織を実施する壌  

ぼ毒々′J対象凄め絶妙狩好ス  

2、キャリア・アップ塑  
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このマニュアルの考え方   はじめに   

本格的な少子高齢社会を迎え、高齢者に対する介護サービスのニーズが高まる一方、介護老人保健施設  

をはじめとする介護の現場では、人材の確保がきわめて困難な状況となっています。2度にわたる介護報  

酬のマイナス改定により介護業界が冷え込んでいることに加え、都市部を中心として介護職員が他業種に  

流出していることが原因です。   

社団法人全国老人保健施設協会（全老健）では、この事態に対応するために、スタッフ雇用問題特別委  

鼻会を設置し、Web求人サイト・携帯サイトの開設、専門職養成校との連携、学生向けパンフレットの作  

成、海外労働者の受け入れの検討、実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業の受託などの取  

り組みを進めてきました。   

世界的な景気減速の影響で採用状況には一時的に明るい兆しが見えるものの、介護には専門的なスキル  

が求められることから、賓の高い介護従事者の確保は依然として大きな課題となっています。   

こうした人材確保難を打開するには、介護職員の処遇改善が不可欠であり、そのための原音である介護  

報酬の引き上げが何よりも望まれるところです。あわせて、介護現場においては人材育成策の充実に取り  

組み、高齢者ケアの仕事を志す人材を確実に育成していくことが求められます。   

本マニュアルは、こうした考え方から、入聴から介護福祉士取得、さらにはその後の人材育成に係るキ  

ャリアアップシステムを各施設において構築する手助けとなることをめざして編集しました。ぜひ、こ満  

用いただき、職員の定着・確保と質の高いサービスを実現するための一助としていただきたいと存じます。  

本マニュアルは、キャリアアップのモデルを提示し、その考え方を解説することにより、各施設におけ  

るキャリアアップシステム構築の一助となることをめざして編集しています。   

キャリアアップモデルについては、第4章で詳しく解説しています。モデルは、昨今の人材確保難の実  

態を踏まえ、介護福祉士等の糞成校出身者だけでなく他業界から参入するなどして、介護の仕事を初めて  

経験する人を想定し、その育成を図ることを目的としています。また、新人戦貞の当面のキャリアアップ  

の目標として、3年の実務経験を経た後に介護福祉士の資格を取得することをめざしたモデノレとなってい  

ます。   

こうしたキャリアアップモデルの考え方をこ理解いただいたうえで、各施設の実情に応じたキャリアア  

ップのしくみを横車する必要があります。   

本マニュアルでは、モデルに示したキャリアアップの各段階で求められる知調い技能の内容やそれを習  

得するために必要となる施設内、および施設外での研修の取り組み方法について説明し、特に施設外での  

研修については、全老健等で実施している各種研修事業を紹介しています。   

本マニュアルをお使いいただくにあたり、キャリアアップモデルを作成した基本的な考え方を説明しま  

す。   

1）キャリアのとらえ方  

キャリアとは、∵般的に職業生活における経歴を意味していますが、そのとらえ方は、個人個人の   

仕事に対する考え方によってさまぎまです。組織の中での昇進、あるいは資格の取得などによる専門   

性の獲得など、多様な側面をもっていることを認識しておく必要があるでしょう。  

キャリアを英語で表記するとCareerであり、Carriage（馬車）やCarrier（何かを運ぶ人やもの）  

わだち  と同語源です。長い道のりを旅する馬車の r轍」に例える見方もあります。キャリアが、その人の職   

業生晴上の選択の積み重ねであるとすれば、それは個人の生き方や価値観を反映して多様性をもつの   

は当然でしょう。  

施設においてキャリアアップのシステムを構築する際には、キャリアのとらえ方にこうした多様性   

があることを考慮する必要があります。  

必要な人材として採用する以上、施設においてどのような職員になってほしいかを示すことは当然   

であり、介護職の実践能力としての知識や技術を身につけ、質の高い介護サービスを提供する人材に   

育つことを求め、そのためのメニューをキャリアアップモデルの中で示すこととしています。  

一方、資質の向上には本人の自覚的な取り組みが不可欠であり、個人がみずからのキャリアについ   

て自分なりの目標をもって実践することが大切です。このため、個々の職員が抱くキャリア像をつか   

むことが重要であり、定期的な面接などを通じてコミュニケーションを深めることが求められます。  

キャリアアップシステムは、キャリアのとらえ方に多様性があることを前提として、施設における   

人材養成の理念や能力開発のための研修体系を示し、個々の職員のキャリア形成を支援するものとい  

えます。   



2）人材確保難への対応  

介護福祉士養成施恕の学生数の減少は著しく、今年度の入学者は、定員の5割を切っている状況であ   

り、介護福祉士養成施設を卒業した介護福祉士だけでは必要な介護職員を確保することは難しくなっ   

ています。  

こうした状況を踏まえ、必要な介護職員を確保していくためには、人材確保の間口を介護福祉士に   

限定せずに広く考える必要があります。  

他業種から参入し、初めて介護の仕事を経験する新人職員、あるいはヘルパー資格取得で介護の仕   

事を志す人を受け入れるとともに、その定着を図り、サービスの担い手として育てていく役割が介護   

の現場に求められているといえます。現在、哨に就いていないニートやフリーターと呼ばれる層も含   

め、幅広く門戸を広げることも検討する必要があるでしょう。当然、入職後の人材糞成のしくみもこ   

うした考え方に対応したものにする必要があります。  

人材確保の間口を広げることに伴い、採用や雇用契約においてもこれまで以上の注意が必要になる   

と考えられます。採用にあたっては介護の現場で働くことにふさわしい人材であるかを見極めるとと   

もに、採用後に人事労務上の問題を抱えないために、雇用契約時のコンプライアンスに留意する必婆   

があります。   

採用後においては、新人職員の定着を促し、資質の向上を図るために、キャリアアップのしくみを   

明確に示すことにより、将来の自分の聞き方や生活を具体的にイメージできるようにすることが大切   

です。介謹聴としてどのような知識・技術を身につけて、それぞれの職場でキャリアアップしていく   

ことができるのか。そのためには、日々の業務において何をめざして取り組む必要があるか。また、   

知識・技術を身につけるために、どのような研修を受けることができるのかなどキャリアアップのし   

くみの全体像がそれぞれの職場でわかりやすく示されていることが大切です。   

3）介護福祉士を中核的な介護サービスの担い手として位置づける   

介護老人保健施設においては、介護福祉士をケア担当者の標準的な資格と考えます。介護福祉士の   

資格を有していることによって、介護サービスの担い手としての質と技術が損保されるのであり、介   

護サービスの質を確保するために、介護福祉士をサービスの中核的な担い手として位置づける必要が   

あるからです。  

また、キャリアアップシステムと表轟一体の関係にある賃金の裏づけを獲得していくためにも、介   

護福祉士の地位の向上を図る必要があり、そのためには一定数の介護福祉士がケアの担い手として鋤   

いていることが前提となります。   

以上のことから、介護老人保健施設におけるキャリアアップの目標として入職3年後の介護福祉士資   

格取得を一つの目標として設定することは、新人介護職の定着を促進するとともに、社会全体として   

介護の担い手を確保し、介護サービスの貿の向上につながるものと考えられます。  

また、最近の介護サービスに対するニーズの高まりを考えると、介護福祉士取得後においてもさら   

なる専門性の向上が求められます。厚生労働省が2008年11月にまとめた「安心と希望の介護ビジョン」   

においては、高齢者の生活を支える介護の質をいっそう高めていく必要があると述べて医療と介護の   

連携の必要性を指摘するとともに、「必要な研修を受けた介護従事者が、医師や看護師との連携の下に、  

かくたん  施設入所者に対して、経菅栄糞や喀痍吸引を安全性が確保される範囲内で行うことができるしくみの   
整備」を提言しています。   

こうした動きにも目を配りながら社会のニーズに対応するための人材養成をめざす必要があるとい   

えます。  

キャリアアップシステムとは  

1）キャリアアップシステムの必要性   

社会保障審議会福祉部会が2007年8月にまとめた「福祉人材確保指針」では、福祉・介護サービス分野  

における人材を確保していくためには、給与水準や労働時間などの労働環境の改善とあわせて、従事者の  

資質向上を図るための「キャリアアップのしくみの構築j が重要であると指摘しています。   

働きながら介護碍祉士などの資格を取得できるように配臆するとともに、業務の中で必要な知識・技術  

を習得できるような体制（施設内での研修）や職場内および外部の受講機会（施設外での研修）の確保に  

努め、生涯を通じた研修体系を構築することを求めています。   

また、2008年7月の「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の中間取りまとめでは、r介護労働  

者の貸金の決定にあたっては、的確な人事評価や職務に応じた処遇等を基に個々の介淳労働者のキャリア  

管理を行っていくことがやりがいや誇りにつながり、r将来に展望をもてる止意欲となり、介護労働者の  

定着に結びつく」と述べています。   

このように介護職員の確保・定着を図るうえで、キャリアアップのしくみづくりが求められています。   

2）キャリアアップの全体像を示す   

本マニュアルでは、介護職の定着に結びつける観点から、職務経験年数と職位を組み合わせた職能制度  

の一例として、キャリアアップのモデルを示しています。モデルでは、勤務年数に応じて業務内容の各段  

階を設定し、そこにおいて必要とされる知識・技術の内容を示すとともに、それらの知識・技術を習得す  

るための施設内での研修の取り組み方、活用できる施設外での研修制度を示しています。   

本マニュアルは、こうしたキャリアアップモデルの解説を中心としていますが、キャリアアップシステ  

ムとしては、採用時の情報提供や雇用契約におけるコンプライアンスから始まり、採用後の人材育成のし  

くみとして能力を開発するための研修体系、さらに評価するための人事考課制度といった要素があります。  

こうしたしくみづくりに加えて、定期的な面談を通じて、コミュニケーションを図り、個々人の希望を反  

映してキャリア形成を支援することが大切です（5頁表参照）。   

なお、採用時および雇用突約におけるコンプライアンスについては第7章で、キャリアアップモデルに  

ついては第4～5章で、人事考課については第6章で説明しています。  

Ju・－・・一h－・■・・・－－－一一一－1－   脚仙仙川W こ  



■キャリアアップシステムのモデル例  

マネジメント志向  

■キャリアアップシステムの構成要素  

個々人の希望を反映したキャリアアップ  

管理者（噂）研修会  
介護老人保健施設経営セミナー  
拷知症介護指導者♯成研拶  

監督・指導志向  専門志向  

キャリアアップモデル  人材姜成の理念   
基本方針  

t理竜（職）研修会  
介護老人保健施設リスク  
マネジャー土成講座   

ユニットリーダー研修  

介護福祉士集成実習施設実習  
指導書特別研修会  
施設内感染症賄止対策指導者  
養成研修会  
認知症対応型サービス事業管理者研修  

（ヰ能制度）   

採用時の  
情報提供  

雇用契約時の  
コンプライアンス  

①キャリアアップシステムのモデル（例）  

6真の固は、キャリアアップのモデルを簡略化して示したものです。  

入横してから6年の間は、「基礎業務の習得」の期間と位置づけ、補助薬務、定型業務、中級・上   

級業務の各段階を設定し、中級業務の段階において介護福祉士の資格取得をめぎします。  

また、介護福祉士取得後においては、さらなる専門性の向上に取り組むとともに、職員を管理指   

導する役割を担う管理監督者としてのスキ／レを習得し、最終的には、施設の経営に携わる経営職を   

含めたキャリアアップのしくみとなります。  

この過程において、管理監督者のキャリアよりも、介護職としてのより高い専門性の習得をめぎ   

すコースを通釈することも考えられます。  

なお、こうしたキャリアアップのしくみの中で、看護師や理学療法士、作業療法士、栄達士など   

の資格職については、中級以上の業務を担うものとして位置づけ、キャリアアップのしくみの中で、   

資質の向上に取り組めるように配慮する必要があるでしょう。  

キャリアアップのしくみを示すことで、施設における人材育成の考え方と生涯にわたるキャリア   

の全体像を把握できるようにすることが大切です。  

中級・上組業務  

実技授瞬＋国家試族  介護福祉士妻成学校   
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礎
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キャリアアップシステムモデルの  

考え方と活用方法  

5．地域に根差した施設  

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、きまぎょなケアの相談に対応します。市町村   

自治体や各種事業者、保健・医標・福祉機関などと連携し、地域と一体になったケアを積   

睡的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。  

⑧施拉の寺本方針  

当施設では、お年寄りが住み慣れた地域社会、家族生活に復帰することを目礫とし、人間   

性を尊重しながら地殻と在宅のサービス計画を立案し、きめ細やかに看護・介護を提供して   

いくことを運営の基本としています。   

1）キャリアアップシステムの蔓本方針   

キャリアアップシステムを構築するにあたっては、施設における人材育成に対する考え方を明らか   

にすることが大切です。介護保険制度の基本的なしくみや介護老人保健施設の理念・役割、あるいは  

地域の実情を跨まえて、各施設がどのようなサービス提供をめぎすのかについて認識を共有するとと   

もに、そのために求められる人材を育成していくことを理解することが重要といえるでしょう。   

こうした内容について、キャリアアップの基本方針として作成し、示すことが望ましいと考えられ   

ます。   

ここでは、キャリアアップシステムにおける基本方針の一例を紹介します。   

主な項目としては、次の4点を挙げることができますが、特に（参人材育成の基本方針と④人材育成の   

目標が重要です。   

①介護老人保健施設の理念と役割   

②施設の基本方針   

③人材育成の基本方針   

④人材育成の目標  

l．「治す医療から快い療養生酒へ」といった老人ケアの基本を踏まえた日常生活サービス  

を保障します。   

2．明るく楽しく、ふだんの家庭生活に近い雰囲気づくりを心がけます。  

3，利用者個々の病状・障害に応じた適切なケア計画を作成します。  

4，生活リハビリを中心としたQOLの向上を図ります。  

15・継続して在宅生酒が可能となるように、家庭内憫者を支援するために、通所リハビリ  

（デイケア）、短期入所（ショートステイ）などの居宅介護支援事業を実施します。  

6．地域における老人医療・福祉の中核機朗としての機能を整備します。  

1 7．家庭復帰をめざす施設として、家族のきずな、家庭との結びつきをできる限り大切にし   

て、お年寄りとご家族のきずながより深まるようなサポートを提供します。   

18・技術、サービス向上のための職員研修を積極的に実施します。  

定期的に利用者満足度調査等を実施し施設の自己評価を行うとともに、利用者とこ家族   

からのこ意見に対しては迅速かつ責任をもって対応します。   

⑨人絹成の基本方針   

（例）  

①介護老人保健施設の理恵と役割  

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上   

をめぎし総合的に援助します。また、家族や地域の人々・機関と協力し、安心して自立した   

在宅生活が続けられるよう支援します。  

1．包括的ケアサービス施設  

利用者の意思を等量し、望ましい在宅または施設生活が退こせるようチームで支援しま   

す。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビ   

リテーションを提供します。   

2．リハビリテーション施設  

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生括機能向上を目   

的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。   

3．在宅復帰施設  

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態俸に応じて、多職種からなるチームケ   

アを行い、早期の在宅復帰に努めます。   

4．在宅生活支援施設  

自立した在宅介護生活が継続できるよう介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテ   

ーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス期間と連携して総合的に支援し、   

施設にとっては人材こそが最高の財産である。その人材を集め、育成することが利用者サ，  

－ビスに直結していく。  

人間は、一人ひとりが人格をもったかけがえのない個人として存在し、家族やコミュニテ  

ィ、さらには自然とのかかわりをもち、成長発達しながら生酒を営んでいます。施設では、  

人間についての認識を基盤として、高い倫理観を根底にもち多様性を認め合える寛容の精神、  

深い洞察力、鋭い感性を備え「ひと」としての尊厳を大切にしたヒューマンサービスを実践  

できる人材を育成します。   

また、医療・保健・福祉の各領域にかかわる幅広い知識と技術を身につけて、専門領域に  

関する倫理と実践力を基盤に関連する領域の人々と連携し、トータルなサービスのできる人  

材を育成します。   

さらに、医療・保健▼福祉技術の進歩に対応できるしっかりとした基礎教育を身につける  

とともに新たな知誠を活用し、応用し、施設の発展はもとより地域にも貢献し得る高い資質  

をもつ有為の人材を育成します。   

家族の介護負担の軽減に努めます。  
」－▼▲爪 〔 一＿▼－ ▼  



④人材育成の目標  

1．かけがえのない存在である「ひと」を深く理解するとともに、豊な人間関係を築く力を培  

う。   

2．人々のニーズやコミュニティが抱えるさまざまな問題を広い分野で考察、分析し職員と  

の協働により解決する力を培う。   

3．人々にとって最適な介護サービスを提供するため、常に高い倫理観や人権意識を基盤と  

した実践力を培う。   

4．医帝・保健・福祉に関する幅広い知識や技術を理解するとともに、連携して協働できる  

力を培う。   

5．専門領域における基礎的知識や技術を十分理解するとともに主体的に学ぶ姿勢を培う。   

6．幅広い視野に立ちコミュニティを基盤として社会に貢献する力を培う。  

キャリアアップモデルの具体的内容   

巻末に、施設における先進事例を基に共通した項目で作成したキャリアアップモデ／レの例を示していま  

す。ここではその例示に従って、キャリアアップモデルの各段階について、業務内容と求められる能力や  

それに対応する資格および施設外での研修、施設内での研修の取り組みについて解説します。   

これらはあくまでも例示であり、各施設において、施設内での研修と施設外での研修を組み合わせ、職員  

のキャリアへの志向性および施設における人材育成の基本方針を織り込んだモデルを作成してください。  

1）妄礎業務の習得   

業務職と呼ばれる職掌で、介護職に必要な基本的内容を習得する。  

①補助＃務  

入職より1年の間に、社会人・組織人・介謹職員としての基本を身につける。  

また基本となる全老経が主催する研修を受けることで介護職員としての基本的スタンスを習得さ   

せる。  

資格・免許 ：ヘルパー2級など   

求められる能力：①社会人・組織人・介護職員としての基本的なスタンスを確立する  

②実務に関する基本的知識をもとに、一般的な判断を要する定型的または補助  

的業務を遂行できる  

③対人援助技術の基本を身につける  

施設外での研修【詳細は31真の9資料1）施設外での研修の詳細をこ覚ください］  

：職員基礎研修  

：介護老人保健施設安全セミナー（基礎研修）   

施設内での研僻：採用時に、①業務マニュアルによるケアの基本知識の習得、②服務規律遵守の  

説明、③接遇（利用者・家族等との接し方）研修、④個人情報保護法について  

の説明の研修を行う。  

：期間を決め、定期的に所属長と面接を実施し、その期間中に習得するぺき知識、  

技術等を双方で確認したうえで、目標を設定しチャレンジする姿勢を身につけ  

る。  

：期間終了時に再度、所属長とフィードバック面接を実施し、目標達成度を評価  

（自己・所属長）する。  

②定型業務  

入職より2～3年が経過するまでに、通常の業務に精通し、かつある程度の業務を下級者に自己の   

経験を生かしたアドバイスができる状態になる。  

資格・免許 ：ヘルパー1級・介護職員室個研修終了者など   



求められる能力：（D社会人・組織人・介護職員として自己を確立する  

②通常の業務に精通し、日常の定型業務を独立して遂行できる  

③下級者に自己の経験を生かしアドバイスができる  

施設外での研修【以下の研修会の中から2つ以上の受講を目安（目標）とする】  

：実地研修Aコース（基礎実技修得コース）  

：リハビリテーション研修会  

：認知症高齢者ケア研修会  

：ケアマネジメント実践講座  

：高齢者ケアプラン策定実践講座  

1んけ         ：摂食・礁下・栄糞（全老綻大会期間中の研修プログラム）  

：リハビリテーション（全老優大会期間中の研修プログラム）  

：現場での認知症のケア  

：認知症介護実践研修  

施設内での研修：期間を決め、定期的に所属長と面接を実施し、その期間中に習得するペき知識、  

技術等を双方と確認したうえで、目標を設定しチャレンジする姿勢を身につけ  

る。  

：斯間終了時に再度、所属長とフィードバック面接を実施し、目標達成度を評価  

（自己t所属長）する。  

：各疾患の理解および緊急時対応、ケアプランの作成、認知症の理解、チームケ  

ア、トランスファーなどの年内教育計画を立て、実地を行う。  

⑨中椴業務  

入城より3～6年が経過する間に、業務上の問題点をある程度改善する能力を身につける。また下   

級者に自己の経験を生かした指導を行うことができる。  

資格・免許  ‥介護福祉士・ガイドヘルパー・精神障害者ホームヘルパー・難病患者等ホーム  

ヘルパーなど   

求められる能力：①実務に関する比較的高度な知識および比較的高度な経験をもとに、応用的判  

断を要する業務を遂行できる  

②問題解決法を身につけ、業務の改善や問題解決を実践できる  

③下級者に自己の経験を生かし指導できる  

施設外での研修［以下の研修会の中から2つ以上の受講を目安（目標）とする〕  

：実地研修Bコース（専門実技修得コース）  

：中堅職貞研修会  

：介護老人保健施設安全推進セミナー  

：ガイドヘルパー糞成研修  

：精神障害者ホームヘルパー養成研修  

：難病患者等ホームヘルパー養成研修  

二認知症介護実践リーダー研修   

施設内での研修：一定期間ことに管理職との面接を実施し、必要な知識・技術の習得を日掛こ設  

定し計画する。また、みずから情報収集に努め、チームケアを学ぶことにより、  

業務改善を図る。期間終了時に、フィードバック面接を行う。  

：定型業務で策定した年内教育計画のフォローアップを行う。  

：介護福祉士、認知症ケア専門士の資格取得や全老健大会での演竪発表を行うな  

どの日原を設定し、勉強会を行う。  

④上椒業務  

入職より6～11年の間に、課題に対してグループをまとめて問題解決にあたることができる。ま  

た下級者の指導を責任者として行うことができる。  

資格・免許 ：介護福祉士・ガイドヘルパー・精神障害者ホームヘルパー・難病患者等ホーム  

ヘルパーなど  

求められる締力：①業務に関する経験をもとに、複雑な判断を要する業務を遂行できる  

②標準的な課題について、上司の指示によりグループをまとめ問題解決にあた  

ることができる  

③下扱者の指導を着任者として行うことができる  

純韻外での研修［以下の研修会の中から2つ以上の受講を目安（目標）とする〕  

：施設内感染症防止対荒摘尊者養成研修会  

：ユニットリーダー研修  

：介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会  

：認知症対応型サービス事業管理者研修  

施設内での研修：一定期間ことに管理職との面接を実施し、必要な知識・技術の習得を目標に設  

定し計画する。また、みずから情報収集に努め、チームケアを学ぶことにより、  

業務改善を図る。期間終了時に、フィードバック面接を行う。   

2）監督・指導能力の習得   

①業務指導  

入職から11～16年の間に、労務管理の手続きなどのある程度の知識を習得し、一応の判断・対応  

がとれる。  

資格一兎許  二介護支援専門貞・ユニットリーダー・施設内感染症防止対策指導者・介護福祉  

士羞成実習施設実習指導者など  

求められる能力：①指導力  

②労務管型の手続き等の基礎知識があり、一応の判断・対応がとれる  

③達成がかなり困難な課題について、上司の指示によりグループをまとめ問題  

解決にあたることができる  

施設外での研修：施設内感染症防止対策指導者養成研修会  

ニュニットリーダー研修  

：介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会  

施設内での研修：一定期間ことに管理職との面接を実施し、必要な知識・技術の習得を日掛こ設  

定し計画する。また、みずから情報収集に努め、チームケアを学ぶことにより、  

業務改善を図る。期間終了時に、フィードバック面接を行う。  

：全老健大会で演題発表する者に対して指導を行う。  

J2、一山】－・－一－＝一－   ・－■－－・「－－ ＝  



求められる能力：（D戦略的な経営計画の企面・立案・推進  

②組織運営管理  

③経営層のサポート危機管理能力  

④プロジェクト管理能力  

施設外での研修：管理者（職）研修会  

：介護老人保健施設経営セミナー  

：認知症介護指導者養成研修   

施設内での研修：常に自己のスキルアップを図るため、意欲的にさまぎまな事柄に挑戦し、日々  

努力をしていきながら、身につけたスキルを施設の運営業務に生かす。   

②施設経営   

戦略的な経営計画を練り、推進していく。また組織を運営、管理することができる。  

資格■免許 ：医師・都道府県知事の認可を受けた者  

求められる能力：（∋戦略的な経営計画の企画・立案・推進  

（参組織運営管理  

③経営層のサポート危機管理能力  

④プロジェクト管理能力  

⑤利用者の医学的管理  

⑥チームケアの統括管理  

施設外での研修こ管理者（職）研修会  

：介護老人保健施設経営セミナー   

施設内での研修：常に自己のスキルアップを図るため、意欲的にさまざまな事柄に挑戦し、日々  

努力をしていきながら、身につけたスキルを施設の運営業務に生かす。   

②監督業舜  

入戦から16～21年の間に潜在的な問題について、予知・判断しながら閉居提起することができる。  

資格・免許 ：介護支援専門員・ユニットリーダー・施設内感染症防止対策指導者・介護福祉  

士養成実習施設実習指導者など  

求められる能力：①監督力  

②事業計画策走の提言  

③上級者不在時の災害発生に指揮をとることができる  

④潜在的な問題について、予知・判断しながら間組提起することができる  

施設外での研修：管理者（職）研修会  

施役内での研博：一定期間ことに管理職との面接を実施し、必要な知識・技術の習得を目標に設  

定し計画する。また、みずから情報収集に努め、チームケアを学ぶことにより、  

業務改善を図る。期間終了時に、フィードバック面接を行う。  

⑨施設運営管理業務  

職場の維持管理・人間関係を含めた総合的な労務管理において、適切な判断・対応がとれるよう   

になる、かつ危機管理能力が身につくことで、プロジェクトのみならず職場全体の士気を安定化さ  

せることを目的とする。  

資格・免許 ：介護支援専門員・ユニットリーダー・施設内感染症防止対策指導者・介護福祉  

士糞成実習施設実習指導者など  

求められる能力：①事業計画策定への提言能力  

②危機管理能力  

③部下の育成能力  

⑥プロジェクト管理能力  

⑤統率力（士気高揚）  

⑥職場の維持管理・人間関係を含めた総合的な労務管理において、適切な判  

断・対応がとれる  

施設外での研修：管理者（職）研修会  

：介護老人保健施設リスクマネジャー義成謂座  

施設内での研修：常に自己のスキルアップを図るため、意欲的にさまざまな事柄に挑戦し、日々  

努力をしていきながら、身につけたスキルを施設の運営業務に生かす。   

3）管理能力の習得   

施設の経営だけでなく、組織の運営管理能力やプロジェクトの管理能力が必要とされる。  

①管理業眉  

経営層をサポートする危機管理儲力を身につけ、経営陣としてのノウハウを身につける。またプ  

ロジェクトを管理する能力を養う。  

資格・免許 ：施設長を補佐するに相当すると評価する資格または経験・職業能力開発推進  

者・雇用管理責任者・主任介護支援専門員など  



④施設経営職（管理・施設経営）  

推薦や論文・面接の結果のはかに、施設の業績を基準とする。  

人事考課制度について  
∵二丁二・ ○［昇格昇給 

賞与考課】  

・業績評価  

○〔評価の方法〕  

・推粛  

・人事考課  

・論文・面接  

1）人事考課について   

介護職員を適切に評価するには、業務内寄別の判断基準が必要です。以下に示すのは昇進や昇格に   

かかわる制度についての一例です。詳細については、地殻で使用されている評価判断基準に従うこと   

とします。  

①業務埠（補助～上組）  

勤怠の成綬等の勤務態度や日常業務遂行時の能力の評価が基準となる。  

以上のように個々の業務別に評価し、明確に何が評価の対象となるのかを周知させることで、介  

護に携わる者の介護業務のモチベーションを維持することができます。   

2）評価チェックシート（案）   

①ジョブ・カード  

ジョブ・カードは内閣府において「人材育成戦喝」の観点からできたもので、総括義、職務経歴、  

学習歴・訓練歴、免許・取得資格、キャリアシート、評価シートで構成されるツールです。  

ジョブ・カードは、施設が国からキャリア形成促進助成金と呼ばれる助成を受けることができる  

ジョブ・カード制度（「有期実習型訓練Jや「実践型人材養成システム」）を利用する際に必要とさ  

れる「公的書類の一部」として使用できます。  

ここではジョブ・カードを評価チェックシートの一例として提示しましたが、各施設で現在使わ  

れている評価チェックシートがあれば、そちらを利用していただいてもかまいません。  

※記入時の注意点として、使用しない項目については斜線を引き、対応のこと。  

※実践型人材養成システムにかかるキャリア形成促進助成金については、全老鍵版の実成型人材  

養成システム申請ひな形があります。   

○【昇格昇給賞与考課〕  

・能力評価  

・勤務成蹟評価（貢献度）  

○【評価の方法］  

一〟   

②監督・指導職（業務指導・監督）  

日常業務運行時の能力や勤務成績のほかに、推弟や論文・面接の結果を基準とする。  

j O【昇格昇給質与考課］  

・能力評価  

・勤務成綴評価（貢献度）   

j O【評価の方法］   

t推薦  

・人事考課  

ト調文・面接  
」 ．∴肝   ＿】 【   

③監督・指導匂（施設運営管理）   

推薦や蔚文・面接の結果のほかに、施設の業績を基準とする。  

「㌫表義云嘉「  
・能力評価  

「・勤務成緩評価（貢献度）  

○［評価の方法］  

・推薦  

・人事考課  

・論文・面接  

l・一†・〉Lr“・－ J5  



Ⅱ 技能・技術に関する能力  
（1）憂卒的事項 （「t稀遂行のための萎準」ごとに、拡当する■に○を記載）  

A：常にできているE＝大体できている C：評価しない「評価を行わなかった」土l合は／（斜線）でC■を消す  

Ⅰ♯躾遂行のための婁本的能力 （「ヰ蕎蓬行のための基準」ごとに、媒当する■に○を記載）  

A：＃にできている 8：大体できている C：評価しない「評価を行わなかった」場合は／（斜線）でCIlを消す  

企義輝価  暮 覇 ま 行 の た め の 暮 攣  
嶋カユニット  A  B  C  A  8  C  

■く摩■と取組              川  法令やt坤のルール、慣行などを遵守lしている．   

（自らの■叢書  

事・勤労書を持  
も■＃に取り組  （4）  仕■に対丁る自身の目的書識や弔いを持って、取り組んでいる。  

む能力〉  （5）  お客様にれ縛・満足していただけるよう仕事に取り組んでいる。   

十任■（社会の  

－Åとしての自  

Xを持って主体  

的に書換を遂行 する厳力）  

（5）  次の詳遍を見据えながら、手がけている仕事に全力で取り組んでいる。   

ビジネスマナー  
（円漕に■幕を  

註行丁るために  
マナーの良い対  （4）  お寺けに対し、礼¶正しい対応（お辞儀、嬢拶、Tヰ遭い）をしている。  

応を行う能力）  

コミュニケーシヨ  
ン（■切な自己  

義損・双方向の  
暮愚才通を周る  （4）  ■坤の同債専と本書で話し合える人間関係を横縞している。  

能力）  （5）  書手な上司や岡僧とも、仕事上支持がないよう、必fな蘭係を保っている。   

（り  余裕がある場合には、周囲の忙しそうな人の仕事を手伝っている。  
チームワーク（協  

■性を発揮して  
暮連行す  

鍍力）  
（4）  苦手な同欄、考え方の異なる同博であっても、協力して仕事を進めている。  

（5）  ■坤の新人や下位竜に対して1裸指揮や仕事のノウハウ提供をしている。   

チャレンジ暮欲  
（行助力・稟行力  

を発揮して■蕎  
を暮行する能力）  

（5）  新しい仕■に挑厳するため、1格取得や自己告発などに取り組んでいる。   

考える力（向上  

心・＃求心を持っ  

て霹■を発見し  
ながら■薇を壬  （4）  上手くいかない仕事に対しても、帝国をつきとめ、再チャレンジしている。  

行丁る鍵力）  

■ 難 業 行 の た め の 基 準  
能力ユニット  

【事稀・サービス系1穐】  
（事務・サービス）  

ビジネス知韓  
t2）  会社の■糞領域や組鶴形讐や組▲繍通について鴨蓼を理解している．   叩）l】01  の￥得  
（3）  会社の鯉官1重や微塵・社訓等の内容を理解し、可能な雇用で実践している。  鎖）】柑l   

ワープロソフトを用いてよ本的な文書を的恥こ作成していろ。   b00l†0】  

PCの  
（2）  表針■ソフトを用いて暮手酌な作表やプラフ作成を的疇に行っている。   8的l】01  さ本線作  
（3）  t子メールの活用やインターネットを便フた惰ギ榛東を支■なく行っている。  脚1101   

叫110】  企鷺†■珪と  
コンプライア  
ンス  恥】tOl               （3）  担当暮鵜の遂行において従うぺき法令上の書■事項を理解し、必すこれを守っている。   

柳110】  闇俳書との  
叫l】Ot  連彿・  

簡保構築  （3）  人的ネットワークを積極的に広け、『喝に溶け込んでいる。   抑）1101   

（‖  題義な状況に暮面しても貴書かつ誰某なせ廉で仕■に取り組んでいる．   隅tl01  

脚l】Ot  成果の追求                                 四  報告書なと必書なヰ出軸lま勲畷内に怠りなく壬出している．  
（3）  ＝つ以上の仕事を絶えている場合、暮■を景たすためにますは何を丁ぺきか暮切に判厳している．  抑）】1ql   

書類や机上の王理・王囁・濡緒など、効率的に仕事を温めるための環境を王えている．  【001101  

改書・効率化  

会社やエ壌の定める安全規程の内専を正しく理解し、これに反する行動は行ってい在い  

（2）  環填問月に対する暮1をもち、農濠・t事物の処可やリサイクル・分別収暮なと、  如210l  

安全衛生及び  
山近】Ot  播ルールの  

丑守  （4）  作鴬嬢毛＃に整理するなと、危惧を誘発するき困の持去に努めている。   批1研  

（5）  「多分大丈夫だろうJという憲濃ではなく、rひよつとしたら事故が起きるかも  批1（〉1  

しれない」という問烏鷺雛をもって、日噴から愴■に作■を行っている。   

生ま全体の中での自分の担当＝程や担当作業の役割を正しく理解している  L＝肌  

（2）  加工、組立、機宜、保全なと担当作半の攫攣作1を把iし正しい方法で作よを行っている  敲l01  

改善溝助に  （3  作業の実施方法や実施手■にす昧な点があも場合には、t蛛なきまにすること  糀1（〉l  

よる陶層解決  
（4）  自分なりに工夫しながら仕事を行い、些細なことであっても改善を拭みている  叩）2仰  

（5）  檜に身の国りのt理・量頓や手持を行うなど、作業しやすく衛生的な1媚つくりを行っている  昭101  
（6）  小■団活動なと組暮的に改善頴勤に取り組んでいる場合には、可機内に活動に蓼加している．  泊近10l   

川  自社（エ甘）の組Å欄通、各工程の役割分担専について一通り理解していも  町没l01  
（2）  同廿や先1から上手な仕■のやり方やコツを吸収している   虻10】  

（3）  上司や先■からの曲■や指導に沿った行勤をとっている。   皿1（〉1  

間牒毒との運  （4）  担当外の事璃に叩丁る依≠であっても、丁事に対応したり担当者を紹介したリ  根†81   

損による義務  
の遂行  （5）  前捜シフトや前後工程の担当者との憫に協力的な闊係を廿綺丁ぺく、日頃から  陀t01  

コミュニケーションに努めている。  

会社行事や古書芳井貪なと、仕事以外の集まりにも積極的に蓼加し、■坤以外  
の人的ネットワークを広けるよう努めている。  



②介護技術に関する評価チェックシート   

介護技術に関する評価チェックシートの一例です。該当する項月にチェックしてください。  

※記入時の注意点として、使用しない項巨＝こついては斜線を引き、対応のこと。  

A：軌こできている B：大体できている C：騨価しない「評価を行わなかったJ土一合は／（斜線）でC■を消す  

A：斯こできている B：大体できている C：評価しない「評価を行わなかった」士一合は／（斜線）でC†■を消す  

t 蕎 遂 行 の た め の 暮 攣  
能力ユニット  

【技術系書棚】  

技術書としての自責や社会的■任をもって仕事をしている．  
（Z）  日＃の義鳶に■蔓丁る法的又は●理的在筒瘍について一に円醤事1をもって取り組んでいる。  ：▲＝ ●  

（3）  正当な理由なく薫稀上知り得た秘密を他に事らしたり、i用したりしない。  山1【）1  
技術者義理の  （4）  自分の■鴨や■円分野に闊書丁る持■問題に一心をもち、日ごろから闘■暮オを轟はている，  mlOl  

■守  （5）  自らの■門分別こおける藻鵬的間■について、それらの研究又は闇発によって  mlOl  

もたら吉れる地域社会や生産活動への影■を坪■している。  
（6）  技術分野の環境面又は法的な時事問且lこついて自らの仕■に岬ヰづけて壇解している。  鎖）3仰  

匠  安全・qヰの一点から製品の罷発・拉鮒に求められる必事i庶事聾を電解している。  鵬柑1   

自社及び而i詳門の安全規程やマニュアル（不文律古書む）を正穫に杷馨し、  肌310l  

安全指針に  
沿った  
纂蕎弘行  （3）  自身の鼠オ被せを托爛し、無理lこ＃幕を抱え込むことなく、とこまでできてい  粧Ⅶ1  

るかを上司に報烏・連編・相磯している。   

自分の計再作成に当たり、上位方針等lこば味な点がある場合には、必す上司や  帥∞川1  

先輩に事暮l饗して明確化している。  
（Z）  自身の作成したスケジュール裏をもとに、■蕎のロス・ムタの発鶉と幹事を行っている。  猫用1  

如氾10l  

離籍鮒西の  
作成と成果の  （4）  トラブルや仕様変王等lこより計画どおり羊叢が温まなくなった坤含には、上司  田山101   

追求  の判断を樗ながら濃やかな対応を行っている。  
自己の鍵手管理に気を配るとともに、体許不良等の順には鶉饗丁ることなく上  ぬ迫101  

司にモの旨申告している。  
（6）  新しい知眞や技術の砥収lこ努め、積極的に情報収集を行っている。   抑18t   

関係謬円との              四  自謬門の兼務プロセスの詳細や役割分担を把iしている。  腑101                 の1め方に■昧な点がある場合には 
仕事、モのまま纂罵毛蓬めることなく、聞  恥310l   

壬檎による其  係副‾賞間して蛭間点を解決したうえで糞葛を遂行している○  蕎の遅行  
他部門の仕事内富を理解したうえで、賞間や助言を求められた■には快く対応している。  

暮 ＃ 連 行 の た め の 蔓 準  
能力ユニット  

老優撼世の基本理童を理解した■稀ができる  
（2）  チームケアを理解した嘉穂ができる  

嚢不離礫  （3）  懸染予防について墓せ知iを習得し実施できる  

（4）  報告、壬繊、相闇が遅滞なくできる  

（5）  介壌■の鐘理と守秘義蕎を理解した行動ができる  

（り  ケアプランに従った雛粍ができる  

時間配分  （2）  利用者のベースを理解した暮稀ができる  

エ夫・改暮  井務のエ夫・改義について提案ができる  

掃除道具や浣濠櫨欄が遭切に任用できる。  

（2）  リネンを壬切に交坂できる。  常勤作＋  
■助作＃  ■攣ヰ墳の  

華理  （4）  利用義の私物を遭切にt理できる。   ■助作薫  
（5）  利用■の払犠汚れ欄を1切に敬うことができる。   れ助作鷺  
（6）  ■★や禎暮に陣書がある方と適切にコミュニケーションがとれる。   ■攣作雛   

¶攣作雛   ■単と自立支               如  陣暮愚書の日常生活自立度判定蔓準を理解した介薗ができる。  
雄の穣点で  
行う介揮  （3）  常畑症ケアを理解した介護ができる。   書攣作欄   

音楽新主、回想法等のプロタラムに参加する。   体書作賞  暮電的な介醸  
を行ううえで  

（4）  介雄幸の■繍を予防する介高ができる。   の妾書専への  
蓼加  （5）  介i＃稀に携わりながら遭切な情報収集ができる。   ■■作■   

匹  移動補助具を≠切に埴うことができる。  精勤作薫  
四  移動介助における自立支捷を理解した介覆を行うことができる。  讐事作薫  

移lわ・  

（3）  片まひ利用者の歩行介助方法を理解した介醸ができる。  ■事作霊  
リハビリ  

（4）  利用者のトランスファーができる。  ず事作竃  に‖する  
介護                                                                                              （5）  凰内外での移動介助ができる。  傷攣作欄                6  生IJハビリを理解した介渾ができる 

（）  適。   讐攣作欄  
（7）  利用毒の竃歓を刺激する声かけを試みることができる。   ■攣作＃  

配慮 下麟ができる。   補助作暮  

口 破  
（3）  禁止食品専とその理由を理解した食事介助ができる。   

的 な  
介  （5）  自立支援を理解した食事介助ができる。  ■攣作業  ■  

（6）  娯曝の危韓性を環崩した食事介助ができる。   徽攣作欄  
（7）  胃ろうの対応ができる。   体験作薫  

四  排泄用具を適切に通うことができる。  補助作※  
トイレ誘濃とトイレでの排泄介助ができる。   ■●什暮  

排泄に  
関する  

撫攣作儀  介紆  
（6）  失鉄琴に的恥‾対応できる。   ■攣作暮  

おむつ交換ができる。  

（2）書門的事項 （「義務遂行のための基準」ごとに、該当する肌こ○を記載）（評価墓場の出所：  ）  

A：常にできている B：大体できている C：評価しない r評価を行わなかった」場合は／（斜線）でC≠を消す  

■ 拷 遂 行 の た め の 蔓 導  
能力ユニット  

【技能・技術lこ濁する能力】  

就＃規則などの組ヰの規律・ルールを理解した行動ができる  

（2）  暮蕎上の行為で公私の区別ができる  

（3）  利用書および関係書に対して丁寧・覿Ⅶにできる  

社会人として  

の基本  
（6）  仕事l‾あった身だしなみができる  

国  あいまつができる  
（8）  目上の書、上司、利用者等に対する遇Ⅶな青井づかいができる  

コミュニケー  暮場内の薯と円滑なi尽蔵通ができる  

ション  （2）  ■鞍上で必辛な報告、違縞、相群が上司や同債lこできる  

組■の－Åとして所属する部署やチーム全体のことを視野に入れた行仰で苦る  

協調性                                 四  併投病床事贋連櫨朋の■員に対する配■・気遭いができる  
前向きに書袴が運行できる  

積極性  
みすから間且発見と犠■解決に取IJ組むことができる  

．＿‥…・′血血′－一仙一－一一－ J9  



A：I削こできている B：大体できている C＝坪価しない r評価を行わなかった」場合は／（錦織）でC■を消す  

雇用契約時の  

コンプライアンスについて   

竃 ＃ 葺 行 の た め の 暮 準  
能力ユニット  

貴衣・  
補助作纂  1富に  
書聾作雛  叩する  

介古  （4）  丑■の介助ができる。   疇坤作手  
高地作暮  

日 ■  的  
（3）  洗身介助がで書る．   ■攣作暮  な  

介  （4）  洗■介助ができる。   ■準作薫  
ヰ臓作業  ■  

－ション・  （2）  集団リハビリテーションに蓼加する．   サー作叢  
補助作薫  ▲団リハ  
韓攣作薫  ビリに関  

する介事  （5）  レクリエーションのリーダーを稀めることができる。   櫨埠作業   
配線を蕾むことができる，   Il助作暮  

寸劇傭欄  計繭暮・  
曝書作羊  

1己 ●   記繹の  

■助作霊  抜い  
ケアプランを作成できる。  

介護職員の定着・育成を進めるうえで、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、適  

切な雇用管理を行うことが大切です。ここでは、新入職員を雇い入れる際の雇用契約時の法令順守（コン  

プライアンス）項目について示します。   

1）労働基準法、労働安全衛生法の規定によるもの  

（1）国籍、信条、社会的身分による差別の禁止（労働基準法（以下労基法と正す）第3条）  

使用者は労働者の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間、解雇その他の労  

働条件についての差別的取扱いは禁止されている。  

（2）男女同一賃金の原則（労基法欒4集）  

女性であることを理由に貸金の差別は禁止される。ただし従事する職務、雇用形態（正社貞、パ  

ート、契約社員など）、責任と権限、資格、勤務実態等が異なれば違反とはされない。  

（3）労働基準法で定める妄準に満たなしl労働条件を定める労働契約は無効（労基法莱13集）  

無効となった部分については労基法に定める基準が適用される。  

なお、個別契約に対する規制の法的効力の順位は法律上以下のとおりと定められている。  

第一位  法令  

第＝位  労働協約  

第三位  就業規則  

第四位  労働契約  

（4）労働契約の期間（労基法素14条）  

労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの  

のほかは3年（特定の業務に就く者を雇し一入れる場合や、覇60栽以上の者を雇い入れる場合は5年）  

を超えないこととされている。  

労働契約  

・期間の定めのない契約  

・期間の定めのある契約  

原則：3年を超えてはならない  

例外：3年を絶えて契約することが認められるもの  

①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの  

l例I土木工事等の有期的事業で、その事業の終期までの期間を定める契約  

②弟70条による職業訓練のため長期の訓練機閑を要するもの  

l特例l  

例外：5年まで可能なケース  

次のうちいずれかに該当する場合に限られます。   



’＋’■■ 

1  

（1）厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそ   

のような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合  

（2）満60歳以上の労働者を雇い入れる場合  

l参考l  

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（根拠、労基法第  

厚生労働省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号）  

有期労働契約を締結、更新、或は雇い止めをする場合の留意点は以下のとおり。  

1：契約締結時の明示事項等  

（1）使用者は、有期契約労働者に対して、契約時にその契約の更新の有無を明示しなければなりま  

せん。  

5年までの契約が認められる高度の専門的知講等を有する書として  
厚生労働大臣が定める基準  

①博士の学位（外国において授与されたこれに該当する学位を含む）を有する毒  

②次のいずれかの資格を有する毒  【更新の有無の明示例（できるだけ書面で明示してくだ書い）】  

・自動的に更新する  

・更新する場合がある  

・契約の更新はしない 等  

キ 税理士  

ク 薬剤師  

ケ 社会保険労務士  

コ 不動産鑑定士  

サ 技術士  

シ 弁理士  

ア 公認会計士  

イ 医師  

り 歯科医師  

工 獣医師  

オ 弁護士  

力 一級建築士  

】  

（2）使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更  

新する場合またはしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。  

【判断の掌準の明示例（できるだけ書面で明示してください）】  

・契約期間満了時の業務量により判断する  

・労働者の勤務成績、態度により判断する  

・労働者の能力により判断する  

・会社の経営状況により判断する  

・従事している業務の進捗状況により判断する 等  

③次のいすれかの能力評価試験の合格者  

ア システムアナリスト資格試験合格者  

イ アクチュアリーに関する資格試験合格者   

④次のいすれかに該当する書  

ア 特許法上の特許発明の発明者  

イ 意匠法上の登録意匠の創作者  

り 種苗法上の登録品種の育成者   

⑤（1）一定の学歴及び実務綬験（注）を有する次の看で年収が1，075万円以上の蕃  

※契約を締結した後に、（1）（2）について変更した場合も同様です。  

2：羅止めの予告   

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前まで  

に雇止めの予告をしなければなりません。  

※雇止めの予告が必要な有期労働契約とは、契約を3回以上更新している場合及び1年を超えて  

継続雇用している場合です。また、契約を更新しないことがあらかじめ明示されている場合  

は対象になりません。  

3：雇止めの理由の明示   

使用者は、屈止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく  

交付しなければなりません。   

ア 農林水産業の技術者   工 土木・建築技術者  

イ 鉱工業の技術者  オ システムエンジニア  

ウ 機械・電気技術者  カ デザイナー  

（注）学歴及び実務経験の要件  

※学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要   

⑤（2）システムエンジニアとして5年以上の実務経鹸を有するシステムコンサルタントで、  

年収が1，075万円以上の書   

⑥国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定吉れている蓄  



［参考】  

労働条件通知書について（平成11年2月19日茎発81号）  

25真のように労働条件の明示は、法では書面によるもの5項月と口頭の明示でもよい9項目とに   

別れているが、この双方を併せて28・29頁のような「労働条件通知乱 を作成し、雇い入れの際、  

労働者の交付するよう強く行政指導が行われている。  

なお、常時10名以上の従業員を便用している事業場は就業規則の作成と労働基準監督署への届け   

出が義務づけられているが、従業員との雇用契約の際は労働条件通知書の交付に併せて就業規則で   

呈示または配付して就業規則の内容の周知を図ることも必要である。   

また雇用契約書を交わす事業場もあるが、雇用契約書の内容に上記の労働条件通知書の内容も盛   

り込む方法もある。（一つで済む）  

（6）賠償予定の禁止（労基法葉16条）   

従業員の労働契約の不履行を防止するため、不履行の場合の違約金を定めたり損害賠償を予定す   

る契約を結んではならない。   

（例） ア 途中でやめたら違約金を払え  

イ 会社に損害を与えたら00円を支払え   

但しあらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任により発生した   

損害について賠償を請求することは禁止されていない。  

（7）前借壷相殺の禁止（労基法薫17条）   

使用者は、前借金その他の労働することを条件とする前借の債権と貸金を相殺することは禁止さ   

れている。   

但し従業員が使用者から人的信用に基づいて受ける金融・生活資金など明らかに身分的拘束を受   

けないものは本条の債権に該当せず、貸金から控除できるが、労使の協定書作成は必要である。   

（8）強制貯金の禁止（労基法第18条）   

使用者は労働契約を結ぶ際、貯金の契約（社内預金）をさせ、または貯蓄金を管理する（例、貯   

金通帳を預かる等）契約をしてはならない。   

使用者は従業員の貯苔金をその委託（自由意思）を受けて管理しようとする場合は、従業員の過   

半数を代表する育と社内預金の管理に関する書画協定を桔び、労働量準監督署長に届け出なければ   

ならない。  

（9）採用時の健康診断の実施（労働安圭衛生法第66条）   

使用者は、常時使用する従業員を雇い入れるときは次の項目について医師による健康診断を行う   

ことが義務づけられている。  

【E止めの理由の明示例】  

・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため  

・契約締結当時から更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るもの   

であるため  

・担当していた業務が終了・中止したため  

・事業紺小のため  

・業務遂行能力が十分でないと認められるため  

・職務命令に違反する行為をしたこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等  

※雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。  

4：契約期間についての配慮   

度用者は、契約を1回以上更新し、1年以上赴続して雇用している有期契約労働者との契約を更新し  

ようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよう  

に努めなければなりません。  

（5）労働案件の明示（労基法第15集）   

使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。   

労働条件のうち特に賃金に関する事項等5項目については書面で明示しなければならない。  

【書面の交付による明示事項】  

①労働契約の期間  

②就業の場所・従事する業務の内容  

③始業・終業時刻、所定労働時間を超え   

る労働の有無、休憩時間、休日、休暇、   

交代制勤儀をさせる場合は就業時転換   

に関する事項  

④賃金の決定・計算・支払いの方法、賞   

金の締切り・支払いの時期に関する事   

項  

⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む）  

【口説の明示でもよい事項】  

①昇給に関する事項  

②退職手当の定めが適用される労働者の   

範囲、退職手当の決定、計算・支払い   

の方法、支払いの時期に関する事項  

③臨時に支払われる貸金・井与などに関   

する事項  

④労働者に負担させる食糞・作業用品そ   

の他に関する事項  

⑤安全衛生に関する事項  

⑥職業訓繹に関する事項  

⑦災害補償、業稀外の傷病扶助に関する   

事項  

⑧表彰、制裁に関する事項  

⑨休職に関する事項  

（注）就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締耗時に労働  

者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付す  

れば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。  
（1）既往歴及び業務歴の調査  （6）貧血の検査  

（2）自覚症状及び他覚症状の有無の検査  （7）肝臓の検査  

（3）身長・体重・視力・聴力の検査  （8）コレステロールの検査  

（4）胸部エックス線検査  （9）血糖検査  

（5）血圧の測定  （10）尿中の糖及び蛋白の検査  」   
これらの検査結果は健康診断個人欝に記録しておく必要がある。  



2）その他、雇用契約時の留意事項  
トー般労敬老用 ： 常用、有期雇用型）  

労働条件通知書   （1）労働者名簿等人事関係書類の取扱いについて（昭和50年労勘雀労中毒準局長、  

同婦人少年局長連盟通達、昭利54年労働省労働基準局監督課最適達）  

年  月  日   

殿   

事業場名称・所在地   

使 用 者 職氏名   

・ 期間の定めなし（平成  年  月  日より）  

契約朋間 Xのめ            ・ 期間の定めあり（平成  年  月  日～平成  年  月  日）   淘間定  
があることを  1 契約更新の有無   
明示しない爬  
ウ、一期仰の   イ 自動的に更新  口 更新する場合がありえる  ハ 更新しない   

定めのない」 労働契約とな  2 契約の更新は、次のいずれかにより判断します。   
ります   ・契約期間満了時の業務量  ・従事している業務の進捗状況   
更新の有無   ・あなたの能力、勤務成績、勤務態度 ・会社の経営状況  

・その他（  ） （  ）   

就業の場所  

従事すべき  
業務の内容  

1 始業・終業の時刻等  

（ユ）始業（  時   分） 終業（  時   分）  

【以下のような制度が労働者に適用される場合】  

始業、終業                       （2）変形労働時間制等：（  ）単位の変形労働時間制・交替制とし   

の時刻、休   て、次の勤務時間の組み合わせによる。   

薯時間、就  

某喝転換（  巨≡……≡…；蓋≡…≡………≡喜喜  
（り～（5）の  

うち該当す  （3）フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。   

るもの一つ   （ただし、フレキシァルタイム（始業）  時  分から  時  分、   

に○を付け   （終業）  時  分から  時  分、   

ること。）   コアタイム  時  分から  時  分）   

、所定時間  （4）事業場外みなし労働時間制こ始業（ 時  分）終業（ 時  分）   

外労働の有  （5）裁量労働制：始業（ 時  分）終業（ 時  分）を基本とし、労   

無に関する  働者の決定に委ねる。   

事項   ○詳細は、就業規則第  粂、第  条、第  粂、第  粂、第  粂  

2 休憩時間（  ）分  

3 所定時間外労働の有無（有． 無）   

・定例日：毎週     曜日、国民の祝日、その他（  ）  

休   日                 ・非定例日：遇・月当たり  日、その他（  ）  

・1年単位の変形労働時間制の場合一年間   日  

⊂）詳細は、就業規則第  粂、第  粂、第  粂、第  粂、第  粂  

ア 満18歳未満の年少者は年齢証明書の備え付けが必要とされているが、「住民票記載事項証明寄」  

を備えれば足りること  

イ 労働者名簿の記載事項のうち履歴については、労働者の提出した履歴書その他労働者本人の  

申告による履歴を記入すれば足りること  

り 戸籍謄（抄）本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必  

要になった時点（たとえば冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事  

実の確認を要する等）でその具体的必要に応じ、本人に対し、その使用目的を十分説明した  

うえ提出を求め、確認後速やかに本人に返却すること  

エ 就業規則等において、一般的に採用時、慶弔見舞金支給時等に戸籍謄（抄）本、住民票の写  

し等の提出を求め、確認後速やかに本人に返却すること   

オ 採用決定・入社後において、家族の職業、収入、家族状況等家族に関する状況を画一的に報  

告、振出させる例があるが、本人の配置、給与等の面において必要がある場合のはかは報  

告・提出を求めないこと  

・なお家族手当その他の給付金の支給、勤務場所の決定、緊急時の連絡等のため必要がある場合  

には、その使用目的を十分説明のうえ、その必要事項について報告を求めること  

なおその記録の保管に適正を期すること。  

（2）身元保証、身元引受契約  

従業員と使用者は労働の提供と賃金の支払という相関関係であり、使用者は従業員に対し誠実に   

勤務することを要求する。そのことから従業員を採用する際に身元保証書の提出を求める事業場が   

多く、就業規則にその旨規定している。根拠は「身元保証二関スル法律」である。同法第1条は「被   

用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケクル損害ノ賠償ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ三年間ソノ   

効力ヲ有ス‥・」を規定している。期間を定めていないときは3年、期間を定めたときは5年間が最長   

期間である。  

なお、すべての事業場が従業貞の採用時に身元保証突約を結ぶ必要はなく各事業場の独自の方針   

に基づいて自由に判断すればよい。  

（3）試用難問の設定と本人への告知   

従業月を採用するにあたって、はじめから正社貞とせずに、3カ月とか6カ月とかの期間を試用期   

間とし、その間本人の能力、性格等を見定めるとする事業場が多い。試用期間の長さについては特   

に法律では定めはないが、試用期間中の解雇について入社後14日を超えて解雇する場合は労基法第   

20条による解雇手当の支払いを要する。   

試用期間制度を運用する場合、就業規則に規定するのは当然であるが、従業員の採用時には説明，   

周知しておくことが必要である。  
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1 年次有給休暇 6か月総統勤臆した場合→  日  
継続勤務6か月以内の年次有給休暇 （有・無〉   

休   暇   
→   か月経過で  日  

2 その他の休暇 有給（  ）  

無給（  ）  

○詳細は、就業規則第  粂、串  粂、第  粂、第  粂、第  粂   

l基本賞金 イ 月捻く  円）、ロ 日給（  円）  

ハ 時間給（  円）、  

ニ 出来高蛤（儀本単価  門、保障鎗   円）  

ホ その他（  円）  

へ 就業規則に規定されている賃金等級等  

l  

2 諸手当の析又は計算方法  

イ（ 手当  円 ／計算方法二  ）  

口（ 手当  円 ／計算方法：  ）  

ハ（ 手当  円 ／計算力法：  ）  

ニ（ 手当  円 ／計算方法：  ）  

栗   金                                                                                                                                    3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増貸金串  
イ 所定時間外 法定超（ ）％、所定超（ ）％、  
ロ 休日 法定休月（ ）％、法定外休日（ ）％、  

ハ 深夜（  ）％  

4 賃金締切日（ ）一毎月 臼、（ ）一旬月 臼  

5 貸金支払日（ ）－毎月 日、（ ）－毎月 日  

6 賃金支払方法（                     ）  
7 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無． 有（  ））  

時期等  ）  

9 賞 与（有（時期、金額等  ）  

10 退職金（有（時期、金額等  J， 無）  

1 定年制 （有 （  歳）   無）  

2 自己都合退載の手枕（退職する  日以上前に届け出ること）  

退職に関                    3 解雇の事由及び手続   

する事項   

〔  

（）詳細は、就業規則鶉  粂、弟  粂、♯  粂、第  粂、第  粂   

〕  

・社会保険の加入状況（厚生年金 健康保険 厚生年金基金  
その他（  ））  

・雇用保険の適用（有． 無）  

その他                          ・その他  

〔  

・具体的に適用される銑業規則名く  

〕  

）   

通知馨の交付は、労働基準汝努15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理   

雇い入れ後のコンプライアンスについて  

従業員雇い入れ後の法令遵守（コンプライアンス）項目について、主なものを以下に示す。   

【労働量準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働契約法等によるもの】  

（1）賃金から購買代金、親睦会費など一部を控除して支払うときの労使協定書の作成（労基法第24  

条第1項）   

（2）労働時間の適正な運用と記録及び法定労働時間を超える時間外・休日労働や深夜業に対する割  

増賃金の支払  

（労基法第32条、35条、37条・労働時間の適正な把握の基準）  

（3）時間外・休日労働を行う場合、労使協定の締結と労働基準監督署への届出  

（労基法第36条）  

（4）年次有給休暇の付与（労基法弟39条）  

（5）就業規則の作成、整備と周知及び労働基準監督署への届け出  

（労基法第89条）  

（6）労働者名簿、貸金台帳の作成と保存（3年）（労基法第107条、第108条）  

（7）解雇権乱用の禁止（労働突約法第16条）  

（8）最低賃金法で定める地域別の最低賃金の支払（展賃法第4条）   

（9）定期健康診断の実施と異常所見者の事後措置、健康診断個人票の作成と保存（5年）  

（労働安全衛生法第66条）  

（10）雇用保険・社会保険への加入（雇用保険法、健康保険法等）   

の改善等に関する法律妨6粂に基づく文書（雇人通知藍）の交付を兼ねるものであること。  



以上の会員施設職員および正準会員を対象。  

・施設内感染症防止対策指導者養成研修会  

感染症対策指導者向け＝感染症対策の基本と最新知識を施設ケアの実践に適応させる方法を学ぶ。   

会員施設職員対象  

・管理者（せ）研修会  

管理者向け＝質の高い老健施設を運営するために必要な知識を学ぶ。会員施設の管理者（職）、介  

護老人保健施設開設予定者  

・介葦毛人保健施設リスクマネジャー養成講座  

会貞の推薦を受けた者対象＝全老健リスクマネジャー資格取得のためのリスクマネジメントの基  

礎から実務までを学ぶ。  

・介護老人保健施投経営セミナー  

経営者向け＝安定的なサービス供給の基礎となる健全経営の方法を学ぶ。介護老人保健施設経営  

者・従事者対象  

資 料  

1）施設外での研修の詳細  

※各研修の詳細については、各団体にお問い合わせください。  

①社団法人 全国老人保健施設協会   

・職員裏礎研修  

新人（勤務2年未満）向け＝ケアに必要な基本的な知識を身につける。会員施設職貞、賛助会員対象   

・介護老人保健施設安全セミナー（基礎研修）  

新人（勤務2年未満）向け＝転倒などの事故防止の基本を学ぶ。会員施設職員対象   

・実地研修Aコース（基礎実技修得コース）  

実務者（勤務1年以上）向け＝実習をとおして基本業務を修得する。会員施設職員対象   

・実地研修Bコース（書門実技修得コース）  

実務者（勤務2年以上）向け＝専門分野のケアを先行施設の現場で学ぶ。会員施設職員対象   

・リハビリテーション研修会  

リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設のリハビリテーションについてトータルに学  

ぶ。会員施設職員対象   

・渚知症高齢者ケア研鯵会  

ケア実務者向け＝認知症高齢者がその人らしく暮らせるためのトータルケアを学ぷ。会員施設職  

員対象   

・ケアマネジメント研修会  

ケアマネジメントにかかわる実務者向け亡ケアマネジメントとケアプランの作成・評価技術を学  

ぷ。会員施設職員対象   

・高齢者ケアプラン策定実践儲座  

ケアプランにかかわる実幣者向け＝ケアプランの作成・評価技術を身につける。   

・摂食・塙下・栄兼（全毛健大会期間中の研修プロタラム）  

食べることにかかわる実務者向け＝摂食・囁下障害への対応と栄糞ケア・マネジメント技術を身  

につける。   

，リハビリテーション（全宅健大会期間中の研修プログラム）  

リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設のリハビリテーションについてテーマことに  

学ぶ。   

・現増での認知症のケア  

ケア実務者向け＝認知症高齢者ケアのさまざまな手法を学ぶ。   

・中里職員研修会  

中堅クラス（勤務5年程度）向け＝さらに上のケアをめざすために必要な知識を身につける。会見  

施設職員努ー毅   

・介護老人保健施設安全推進セミナー  

介護老人保健施設における安全面を視野に入れたセミナー。介護老人保健施設等での実務経験5年  

連 

法人全国臥保健触協会  

〒105－0014  

東京都滝区芝2－ト28 成旺ビル7階  

TEL‥03－3455－4165  

FAX：03－3455－4172  

E－mail：info＠roken．orjp  

ホ，ムページ：http：／／w，rOken，Or．jp／index．htm】  

②認知症介護研究・研修東京センター ユニットケア推進室   

一ユニットリーダー研修  

ユニットケアを行う介護保険施設の管理者および職員を対象としたユニットケア研修。  

連接先  

認知症介護研究・研修東京センター ユニットケア推進室  

〒168－0071  

東京都杉並区高井戸西1－12－1  

r TEL：03－3334－2279   

M：03－3334－2282   

≡：㌫霊‾憲霊 
。訂e．。et／  

▼」  

⑨財団法人 介護労働安定センター  

・ガイドヘルパー雛成研修  

視覚障害・全身性障害・知的障害のある方に対する外出時の移動の介護を行う者を養成。  

・精神障害者ホームヘルパー責成研修  

精神障害者の方が、居宅において日常生活を営むことができるように、食事、身体の清潔、住居  

の掃除等の必要なサービスを提供する者を養成。  

ココ－・…－】・‥山一一－ン・・▲…・へ・パー   



・認知症対応型サービス事業管理者研修  

認知症対応型適所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所を管理・  

運営していくために必要な知識および技術を修得する。各事業所の管理者、認知症介護実践研修   

における実践者研修を修了している者を対象。  

・認知症介護指導書兼成研修  

認知症介護に関する専門的な知識および技術、高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方  

法および教育技術等を修得する。対象は下記のア～エのすぺてを満たす者。  

ア：医師、保健師、助産師、看護師、准看講師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福  

祉士、言語聴覚士もしくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者  

イ：①介護保隠施設・事業者等に従事している者  

②福祉境内学や養成学校等で指導的立場にある者  

③民間企業で認知症介護の教育に携わる者   

のいずれかの要件に該当する者   

ウ：認知症介護実践研修修了者  

エ：認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、または講師として従事することが予定されてい  

る者  

・難病患者等ホームヘルパー養成研修  

難病患者の方が、居宅において日常生活が営むことができるように、家庭での入浴の介護、家事  

等の必要なサービスを提供する者を養成。  

連接先   

財団法人 介護労働安定センター   

〒112－0012   

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ピル2階   

TEL：03－5940－8021（代表）   

FAX：03－5940－8022   

E－mail：info＠kaigo－Center・．Or・JP   

ホームページ：http：／／www．kaigo－Center．Or．jp／  

④社会福祉法人全国社会福祉協醜会および社団法人日本介護福祉士会  

・介護福祉士羊成実習施設実習指導書特別研修会  

実習指導者として介護福祉士養成校に登録されるために必要な研修。介護福祉士・現に実習指導  

者として従事もしくは、実習指導者になろうとする者対象。  
サー1  

連繊先   

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院   

〒240－0197   

神祭肛県三浦郡葉山町上山口1560－44   

TEL：046－858－1355   

FAX：046－858－1356   

ホームページ：http：〟www，gakuin．gr．jp／  

社団法人 日本介護福祉士会   

〒105－0001   

東京都港区虎ノ門1丁目22－13 西勘虎ノ門ビル3階   

TEL：03－3507－0784（代表）   

FAX：03－3507－8810   

E－mail：webmaster＠jaccw．or，Jp   

ホームページ：http：／／www．jaccw．or．jp／  

2）その他に活用が可能な助成金一覧  

※各助成金の詳細については、各団体にお問い合わせください。  

①独立行政法人 雇用・能力開発機構   

・キャリア形成促進助成金一訓練等支援給付金  

（1）専門的な訓鰊の実施に対する助成（対象職業訓練）  

職員に専門的な知識・技能を習得させる内容の職業訓練等（OFF－JT）を受けさせる場合に、  

訓練実施に要した経費の2分の1、訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1が助成されます。  

（2）短時間等労働者への訓練に対する助成（対象短時間等職業訓練）  

雇用している短時間労働者に高度な技能・知識を習得させたり、正社員への転換に必要な技  

能・知識を習得させるため、就業規則または労働協約に職業能力高度化支援制度または通常労  

働者転換制度を設け、それに基づいた職業訓締等（OFF－JT）を受けさせる場合に、訓練実施  

に要した経費の2分の1、訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1が助成されます。  

（3）有期実習型訓棟に対する助成（対象有期実習型訓練）  

フリーターや子育て終了後の女性など、職業能力形成機会の少ない方を新たに雇用する場合  

等に、OJTやOFF－JTを効果的に組み合わせた有期実習型訓練を実施した場合は、OFF・JTに要  

した経費の2分の1、OFF－JT実施の時間に応じて支払った賃金の2分の1、OJTの訓練時間に応  

じて受講者1人に対して1時間につき600円、などが助成されます。  

（4）自発的な職業能力開発の支援に対する助成（対象自発的職業訓練等）  

職員の自発的な能力開発を支援する制度（自発的職業能力開発経費負担制度および職業能力  

開発休暇制度）を就業規則または労働協約等に設け、職員の能力開発の軽費を負担したり、職  

業能力開発休暇を与える場合に、能力開発にかかる経費の3分の1、職業能力開発休暇期間中の  

訓秤時間に応じて支払った貸金の3分の1、などが助成されます。  

⑤各都道府県、指定都市で実施  

・認知症介護実践研鯵  

認知症介護に関する実践的な知識および技術を修得する。介護保険施設・事業者等に従事する介  

護職員等を対象。  

・探知症介護実践リーダー研修  

実践者研傾で得られた知儲巨技術をさらに深め、介護保険施設・事業所において、ケアチームを  

効果的・効率的に機能させる能力を有した指導者を糞成するための実践的研修。認知痘介護業務  

に従事する職員で、認知症介護業務におおむね5年以上従事した経験を有しており、実践研修を修  

了している者。  
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④各都道府県労働局   

・介護基盤人材確保助成金（平成21年監より廃止）  

介護老人保健施設における従来のサービスに加え別の介護サービスを新規に実施したり、従来の  

サービスの質を改善したりする場合等において、新たに介護福祉士やホームヘルパー1級等の特  

定労働者を雇用する場合は、1人当たり6カ月70万円を限度として最大3人まで助成金が支払われ  

ます。   

・介護未経験者確保等助成金  

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者（短時間労働者を除く）として雇い入れた場  

合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助  

成金が支払われます。助成額は、介護関係業務の未経験者1人につき、6カ月間の支給対象期ごと  

に50万円です。支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間（雇い入れ日から1年間）に  

100万円まで受給できます。（ただし、1事業主につき3名までです）  

t介護人材確保職場定着助成金（仮称）（平成21年度より）  

新サービスの提供に伴い、雇用管理改善に開運する業務を担う人材として、特定労働者（訪問介  

護員（1級）等の資格を有し、実務経験が1年以上ある者等）を雇い入れた場合、特定労働者1人  

当たり6カ月で70万円まで助成金が支払われます。（ただし、1事業主につき3人までです）   

・介護労働者設備等整備モデル奨励金  

従業員の作業負担軽減や腰痛対策のため、介護老人保健施設の事業主が介助補助韻具（移動リフ  

ト等）の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けた場合、介助補助機器導入にかかる  

所要軽費の2分の1（上限250万円まで）が支払われます。   

3）介護福祉士国家試験の問い合わせ先  

・キャリア形成促進助成金一職業能力評価推進給付金  

職員に厚生労閲大臣が定める職業能力検定を受けさせる場合に、受検料の4分の3、受検時間に応   

じて支払った賃金の4分の3に相当する群が助成されます。  

連結先   

独立行政法人 定用・能力開発機牒   

〒231－8333   

神奈川県横浜市中区横木町1丁目1－8 日石横浜   

TEL：045－683－ユ111   

FAX：045－683－1271   

ホpムページ：http；／／www．ehd0．gO．jp／  

②財団法人 介護労働安定センター  

・介護置用管理助成金（平成21年藍より廃止）  

介護老人保健施設における従来のサービスに加え別の介護サービスを新規に実施したり、従来の  

サービスの質を改善したりする場合等において、雇用管理改善のための環境整理や教育訓練等を  

行った場合に、かかった経費の一部が助成されます。  

・介護荘用管理制虔等導入奨励金（平成21年度より）  

介護老人保健施設の事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入し（既  

存の制度の見直しを含む）、かつ、雇用管理改善事業（採用・募集、健康管理、能力開発など）を  

実施した場合に、その費用の一部が支払われます。  

連接先   

財団法人 介護労働安定センター   

〒112－00ユ2   

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ピル2階   

TEL：03－5940－8021（代表）   

FAX：03－5940－8022   

E－mail：info＠kaigo－Center・．Or．jP   

ホームページ：http：／／www．kaigo－Center．Or．jp／  

連絡先   

財団法人 社会福祉振興・試腋センター   

〒150－0002   

東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル   

TEL：03－3486－7521   

FAX：03－3486－7527   

ホームぺ－ジこhttp：／ルw．sssc．or．jp／  

⑨財画法人 21世紀輪業財団  

・両立支ばレベルアップ助成金  

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合、育児休業また   

は介護休業を取得した者がスムーズに職場復帰できるようなプログラムを実施した場合等に助成  

金が支払われます。  

連環先   

財団法人 21世紀職業財団   

〒112－0001   

東京都文京区白山5丁目ト3－101   

TEL：03－5844－1660   

FAX：03－5844－1670   

ホームページ：http二／／www．jiwe．orL．jp／  
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フr護職員キャリアアツフモデル例  

③経営層のサポート危機管理能力   

●年間教育計画のフオ  

・介護職貞基礎研修  



介護老人保健施設における介護職員キャリアアップシステム検討班一覧（敬称略）   

班長   

平川 博之  介護老人保健施設ハートランド・ぐらんばぐらんま 理事長  

班員   

荷稲 春雄   

谷野 浩太郎   

根本 伊左夫   

堀田 聡子   

吉田 重吉   

渡辺 淳子   

白井 充  

高橋人事労務管理事務所 所長  

株式会社社会保険研究所 社会保険旬報 編集部長  

介護老人保健施設ハートランド・ぐらんばぐらんま 事務長  

東京大学社会科学研究所 特任准教授  

介護老人保健施設あんず苑 事務長代理  

介護老人保健施設エンジェルコート 事務長  

社団法人全国老人保健施設協会 総務部長  

財団法人 介護労働安定センター  

〒112－0012  

東京都文京区大塚2丁目9番3号  

住友不動産音羽ビル2階  

TEL：03－5940，8021（代表）FAX：03－5940－8022  

悌芸人保健施設協会  
〒105－0014  

東京都港区芝2－1－28 成旺ビル7階  

TEL：03－3455r4165 FAX：03－3455－4172   
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